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第一章 序論 

１．研究の背景 

若狭における原子力発電は昭和４５年３月の敦賀１号機の運転開始に始まる。同年１１

月には美浜１号機も運転を開始している。日本の高度成長期の終盤、石油危機の数年前で

ある。それから約４０年の歳月が流れた。原子力発電所は一旦建設されると長期間にわた

ってその地域に存続するため、地域と健全な関係を維持して共生することは安定操業の大

前提である。しかし、人々の多くの期待を背負って船出したにもかかわらず、この間の道

のりは決して平坦なものではなかった。たびたびトラブルや事故を経験し、その都度それ

を乗り越え、地域や社会の信頼を取り戻す活動の日々の連続であったと言えよう。 
この４０年の間にエネルギー資源や地球環境問題の状況も様変わりした。今まで石油の

可採年数が短くなることはなかったが、ここにきて枯渇が現実の問題として認識され出し、

地球温暖化への対処は緊急の国際的課題として議論されている。国際社会も地球温暖化防

止対策への有力な選択肢として原子力を挙げることをためらわなくなっている。アジア各

国で原子力発電増設の計画が進んでいる。脱原子力政策をとっていたスウェーデンやイタ

リアが原子力の新増設容認に転換した。 
このような中、ずっと変化が見られなかったものがある。日本のエネルギー環境教育で

ある。福井県では平成１３年度に有識者で構成される｢エネルギーの総合的な学習検討委員

会」（委員長：福井大学伊佐公男教授）が設置され、「福井県におけるエネルギーの総合的

な学習環境づくりの推進に関する検討結果報告書｣がまとめられた。そこには今後の方向性

と多くの施策がうたわれており、エネルギー環境教育の状況を変えるものとして期待され

た。しかしながら、状況が大きく変わることはなかった。 
そのような中、平成１８年度に福井県美浜町において、平成２１年度の美浜中学校新築

に向けて美浜町をエネルギー環境教育の拠点にしようとする野心的な計画のもと、教育委

員会の下にエネルギー環境教育推進委員会が設置された。また、平成１６年には福井大学

と美浜町の間で相互協力協定が締結された。平成２０年告示学習指導要領において、よう

やくではあるが中学校において放射線を学ぶことが義務付けられた。外的要因が強いとは

言え、若狭の地においてエネルギー環境教育を強力に推進する枠組みが整えられた。 
原子力発電所の周辺の放射線は自然界より強いであろうか。発電所の敷地内で地元の方

が通常の作業服で働いていることを考えれば、一般常識に照らして、そのような雇用環境

が許されるはずがないと気付くと思いたいが、現実は半数の人々が強いと答える。この研

究で対象とした中学生も同様の回答傾向を示している。単なる思い付きや先入観ではなく、

事実に基づいて原子力発電所を知ることの重用性を示している。ありのままを知ることが

地域共生の第一歩である。その近道はやはり学校教育であろう。 
原子力発電所と地域の健全な共生関係の発展に、美浜町のエネルギー環境教育はどのよ

うに貢献できるか、そのために我々はどのような提案ができるか。それが今回の研究の動

機でありテーマである。 

２．研究の目的 

本研究は、体系的なエネルギー環境教育を提案するとともに、それを原子力発電所立地

地域における実践への協力・支援に適用し、エネルギー環境教育の普及を通して原子力発
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電所と地域との建設的な共生関係構築への貢献の可能性を探ることを目的とする。 
そのために、 

①学校教育にあまねく適用できるエネルギー環境教育の体系を提案する。 
②学校におけるエネルギー環境教育に対して企業等の外部機関が協力・支援する場合のあ

り方を提案する。 
そして、この二つの成果をもとに、 

③原子力発電所立地地域におけるエネルギー環境教育の実践を協力・支援し、原子力発電

所立地地域におけるエネルギー環境教育のあり方を探るとともに、あわせてエネルギー

環境教育の普及活動による地域共生の可能性を探ることを最終目的としている。 

３．研究の方法 

筆者は民間の研究所である㈱原子力安全システム研究所（以下「INSS と略す」）に所属

しており、学校教育に関わる内容について直接的に研究を進めることは困難である。した

がって、エネルギー環境教育の体系化及び外部機関の協力・支援のあり方を検討するに当

たっては、小・中・高等学校の教師、大学関係者及び INSS 研究員が参加する複数のプロ

ジェクトを自主的に設立し、そのプロジェクトに参加するメンバーと共同で研究する方法

をとることとした。そして、このプロジェクトに参加するメンバーとの論議、メンバー所

属校での実践、様々なエネルギー関連施設の調査や関係者からの意見聴取等を行いながら、

検討を進めた。 
上述の自主的なプロジェクトによる研究は地域を限定しなくても可能であるが、原子力

発電所立地地域を対象とした研究については我々の勝手な思惑で進められるものではない。

しかし、幸いなことに平成１８年度に美浜町教育委員会内にエネルギー環境教育推進委員

会が設置された。外部関係者であるため多くの制約があるとはいえ、この委員会に参加す

ることによって、推進委員会を通して研究を進めることが可能となった。推進委員会が進

める統一カリキュラムの検討、教員研修の企画や実践、推進委員を通した児童生徒に対す

るアンケート調査、及び出前授業による直接的な協力などの方法で、研究を進めることが

できた。 
なお、エネルギー環境教育の体系化及び外部機関の協力・支援のあり方の検討範囲は高

等学校までを対象としているが、美浜地域には単独の高等学校が存在しないため、原子力

発電所立地地域を対象とした研究の範囲は、結果的に小学生及び中学生を対象としたもの

に絞られることとなった。 

４．本論文の構成 

本論文の構成は次の通りである。 
第二章ではエネルギー環境教育の体系化について検討した。国内外における主なエネル

ギー環境教育に対する考え方を整理し、上述の研究会において検討を進めてきたエネルギ

ー環境教育の考え方との比較を通して、提案するエネルギー環境教育の特徴を明確にした。

また、基本的な考え方に基づき児童生徒の発達段階に応じて、どのような知識・認識をど

のように学ばせるか、更にそれらを具体的なカリキュラムとしてどのように展開するかに

ついても述べた。 
第三章では、エネルギー環境教育への企業等のかかわり方について検討した。国内での
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先駆的取り組みについて調査を行うだけでなく、プロジェクトに参加するメンバーと共同

で実践を行い、企業等の外部機関が関わる場合の課題とこれらへの対応方法を、自らの体

験も参考にして明らかにした。これらの調査で得られた結果を、全体的な支援のあり方と、

最も頻繁に行われる支援形態である出張授業の二つの視点で整理した。また、優れた成功

例として高い評価が得られている京都府山城中学校の取り組み状況を整理し、成功に至る

ために学校側に求められる要因についても明確にした。 
第四章では、福井県美浜町におけるエネルギー環境教育推進への取り組み、ならびに第

二章及び第三章で示した成果をもとに行った協力・支援の状況についてまとめた。外部機

関の協力・支援が取り組みに対してどのように影響したかを、教員に対するアンケートで

調査した。児童生徒の変容については、年度ごとにアンケート調査でフォローした。また、

中学校での原子力発電に関する学習内容を上述の京都府山城中学校の例と比較し、立地地

域と非立地地域によって、大きく異なる二つのアプローチが存在することを明確にした。

また、この違いを踏まえて、外部機関の協力・支援のあり方を整理した。 
第五章では、本研究を通して得られた知見の総括として、立地地域だけでなく非立地地

域も加えた原子力・エネルギー教育の方向性と、それを踏まえた外部機関の貢献の可能性

を考察し、結論とした。また、今後の研究課題についても整理を行った。 
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第二章 エネルギー環境教育の体系化 
エネルギー環境教育による地域共生への貢献の可能性を探るには、まずそれがどのよう

な教育であるか明確にする必要がある。この章では、筆者が、INSS の自主研究プロジェ

クトである「資源・エネルギー・環境教育に関する総合的研究プロジェクト」（研究代表：

佐島群巳、以下「INSS 東京プロジェクト」と略す）と共に進めてきた、エネルギー環境

教育のあり方に関する研究成果に基づき述べる。 

 

１．エネルギー環境教育の状況 

（１）エネルギー環境教育の呼び方 

エネルギー環境教育は比較的新しい教育であるため、その呼び方がいまだに確立してい

ない。これまでに用いられてきた名称として次のようなものが挙げられる。 
・エネルギー教育 
・エネルギー環境教育 
・エネルギー・環境教育 
・環境・エネルギー教育 
・原子力・エネルギー教育 
など 

例えば１９８４年度に(財)社会経済生産性本部（現日本生産性本部）に設置されたエネ

ルギー環境教育情報センター（以下「情報センター」と略す）は自組織名の一部に「エネ

ルギー環境教育」を使っているにもかかわらず、２００６年５月に示した指針は「エネル

ギー教育ガイドライン」としている。同じく情報センターが経済産業省から受託して実施

している初等・中等教育における振興をめざした指定校制度は「エネルギー教育実践校」

と称されている。 
２００５年９月に設立された学会は「日本エネルギー環境教育学会」と称している。旧

来の制度の延長にあるものは変更されにくいが、学会設立後は多くの関係者がこの教育を

「エネルギー環境教育」と呼ぶ方向に収斂しつつある。 
しかし、エネルギー環境教育の枠内または関連の強いものであっても、原子力に重点を

おく場合はエネルギー教育の前に「原子力・」を冒頭につける傾向が強い。再生可能エネ

ルギーの内容に重点をおいた教育でも「再生可能・エネルギー教育」などの呼び方はあま

り見かけないのとは対象的である。エネルギー環境教育に含まれる範囲であったとしても、

原子力を教えることは特別なこととしてとらえられる傾向にある。 

（２）日本国内におけるエネルギー環境教育への考え方 

エネルギー環境教育は学習指導要領において公式に認められた教育として存在してい

るわけではないので、名称同様、研究者や実践者によって考え方に相違がある。代表的な

関連学会や関連する教育における見解を次に示す。 

ａ．日本エネルギー環境教育学会の目標と分野 

日本エネルギー環境教育学会は、学会の設立趣旨でこの教育の目的を次のように示して
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いる。 
 
（目的） 
「持続可能な社会の構築に向け、・・・、エネルギー、環境に関する問題や課題を

自分自身の問題や課題として考え、将来において適切な意思決定と行動を行う

ための素地を養う・・・ 
科学的思考力、社会的思考力、日常生活の中での実践力、総合的な判断力に基

づいた意思決定能力や問題解決能力等の育成を目指すエネルギー、環境に関す

る教育」 
 
前述のエネルギー教育ガイドラインを示した情報センターは日本エネルギー環境教育

学会の事務局でもある。したがってエネルギー教育ガイドラインは日本エネルギー環境教

育学会が提案した指針とみなしてもよいであろう。エネルギー教育ガイドラインは、「５．

学校教育におけるエネルギー教育の目標」において、次のように目標を示している。 
 
（目的） 
「持続可能な社会の構築をめざし、エネルギー・環境問題の解決に向けて適切に

判断し行動できる人間を育成する」 
 
そして学校教育における教育目標を「（１）学校教育におけるエネルギー教育の目標（全

体を通じた目標）」において、 
 

「持続可能な社会の構築をめざして、エネルギーやエネルギー・環境問題にかか

わる諸活動を通じてエネルギーやエネルギー・環境問題に関する理解を深める

と共に課題意識を醸成し、その解決に向けて適切に判断し行動できる資質や能

力を養う」 
 
と表している。具体的に身につけるべき力は、「３．エネルギー教育の今日的意義」におい

て次のように示している。 
 

① 日常生活や産業活動等の基礎となるエネルギーについて社会、経済、政治、科

学・技術等の様々な観点から理解を深める 
② 環境保全や経済発展との関連の中でエネルギー問題について世界的な視野を

もって判断する力を養う 
③ 各年齢層に対して総合的に考えるための教育活動を通じて責任ある選択と実

践を行っていくことができる資質を養う 
 
さらに具体的な学習内容及び学習方法については、ガイドラインの資料として添付し、

理科、社会科、家庭科（技術・家庭科）の単元ごとに詳しく例示している。 

ｂ．日本環境教育学会の目標と分野 
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学会間の交流はあまり行われていないように見受けられるが、エネルギー環境教育と環

境教育は当然かかわりが深い。歴史的には環境教育はエネルギー環境教育よりも長い歴史

をもち、日本環境教育学会も１９９０年５月に設立されている。日本エネルギー環境教育

学会設立の１５年前である。 
日本環境教育学会は環境教育の目標を入会案内の中で次のように示している。 

 
環境に関わる知識と技能を修得し、また環境を持続可能なものにするための活

動に参加し、さらに個々人が価値観を確かなものにし、新しいライフスタイルを

創造することが環境教育の目標です。社会的には固有の文化を尊重しつつ、今日

の文明のあり方を見直し次の文明へと転換していく試みの一つでもあります。 
 
日本エネルギー環境教育学会の目標と異なり、日本環境教育学会の目標の中にはエネル

ギーという用語が登場しないという特徴がある。しかし、表現は異なるとは言え、目指す

ものは判断と行動への価値観・素養・知見を育むことであり、最終的な目標には本質的な

部分で相違はない。 
環境教育学会では環境教育の特色を、上述の目標に続けて、次のように表現している。 
 

環境教育は環境を総合的にとらえ、体験的に学習することを特色としています。

環境教育の領域内容は自然科学のみならず、人文科学や社会科学の諸分野、つま

り学際領域におよびます。環境汚染、酸性雨、温暖化、有害化学物質、食物汚染、

生物種の多様性の維持などの環境保全、人口の急増と食糧問題はもとより、歴史

的環境、地域の社会環境、固有な文化環境、衣食住に関わる生活環境なども、環

境教育の研究・学習課題となります。また、人間の成長・発達過程において、心

の環境も大きな役割をもっています。教育学・心理学・医学・人類学・社会学か

ら野外学習にいたるまで多様な研究・教育実践が必要です。 
 
日本環境教育学会では、人類の存在基盤である環境という関心の対象がまず存在し、そ

れを様々な活動の中で体験的に捉えることを通して、目標達成に向けた価値観を育むこと

を狙いとした立場にあると言えよう。これに対してエネルギー環境教育学会では、人類の

活動及び環境問題の理解の基礎としてエネルギーに関する理解が不可欠との立場をとって

おり、その科学的・社会的理解のもとに、課題の本質に対する認識を深め、課題に対処す

るための能力や資質の育成を目指すとしている。すなわち、両学会の考え方の相違点は、

目標にあるのではなく、目標に向けた学びのアプローチにあると言えよう。ただし、エネ

ルギーという用語が用いられていないとはいえ、社会や自然の営みをエネルギーとのかか

わりなしに説明したり理解したりすることが不可能なことは自明である。したがって、課

題・現象の根底にあるエネルギーをどの程度まで意識するかしないかの差であろう。 
エネルギー環境教育は様々な課題・現象をエネルギーという共通のフィルターを通して

捉え直すことによって、現状の問題点の認識やその解決に向けた方策をより普遍的かつ科

学的なものとして捉えられるとの立場を明確にとっている。エネルギーという自然科学の

最も基本的な概念に立ち返って物事を捉え直すため、科学的に思考する姿勢がいつも働き、

物事を合理的・客観的・本質的に捉える姿勢が育まれる可能性がある。 
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ただし、一般的にはエネルギーは学ぶのが難しい概念と捉えられており、日本の理科教

育においてはエネルギー概念を教えることに必ずしも成功しているとは言えない（橋場・

岡本・王・アラニ，2005）。これがエネルギー環境教育は理科的で難しい教育であると捉

えられる遠因となっていることは、否めないところである。 

ｃ．持続可能な開発のための教育の目標と分野 

持続可能な開発のための教育（ESD：Education for Sustainable Development）は、

２００２年１２月の国連総会において、２００５年から２０１４年までの１０年間を「国

連持続可能な開発のための教育の１０年」（DESD：Decade of ESD）とすることが決議さ

れたことを受けて、国際的に推進されている。日本においても２００６年３月３０日に、

「『国連持続可能な開発のための教育の１０年』実施計画」が発表され推進が図られている

が、提案元が外務省ということもあり国民の認知はまだ低い。 
この実施計画では、持続可能な開発を次のように捉えている。 

 
世代間の公平、地域間の公平、男女間の平等、社会的寛容、貧困削減、環境の

保全と回復、天然資源の保全、公正で平和な社会などが持続可能性の基礎となっ

ており、環境の保全、経済の開発、社会の発展（以下を含め、「社会」を文化の面

も含めた広い意味で使います。）を調和の下に進めていくことが持続可能な開発で

す。 
 
その上で ESD とは、 
 

私たち一人ひとりが、世界の人々や将来世代、また環境との関係性の中で生き

ていることを認識し、行動を変革することが必要であり、そのための教育が ESD
です。 

 
としている。そして ESD の目標を次のように示している。 
 

ESD の目標は、すべての人が質の高い教育の恩恵を享受し、また、持続可能な

開発のために求められる原則、価値観及び行動が、あらゆる教育や学びの場に取

り込まれ、環境、経済、社会の面において持続可能な将来が実現できるような行

動の変革をもたらすことです。 
 
また、取り組むべき分野として、 

 
取り組むべき分野は、それぞれの国の状況や事情により異なってきます。開発

途上国では、引き続き貧困撲滅が最優先課題であり、持続的成長、個々人の生活

水準と福祉の向上（保健衛生、基礎教育、人権、難民問題等への取組）及び人間

の安全保障の実現等が緊急の課題です。また、こうした諸問題の大きな背景をな

す、国内や地域の平和と安全、ガバナンス等の改善も必要です。先進国において

は、環境保全、人権や平和等の社会的な課題、貧困等の経済的課題について取り
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組んでいくことが必要です。これらの中でも優先的な課題として、資源の過剰利

用の抑制や環境保全等が挙げられます。また、世界の社会経済は、相互に結びつ

いており、各地域や国がお互いの課題について理解し、協調して取り組むことが

必要です 
 
を挙げている。 
教育分野は多岐にわたるが、持続可能な社会構築に向けて行動できる人間の育成を目標

としており、エネルギー環境教育が育みたい人間像と本質的に相違はない。けれども ESD
の教育分野は多岐にわたっており、ほとんど社会人として求められる全分野に及んでいる。

したがってエネルギー環境教育は ESD の中に含まれるとするのが妥当であろう。 
環境教育学会の目標や分野の説明においてエネルギーの用語が用いられていなかった

のと同様に、日本国内では表立ってエネルギー環境教育を ESD の一部と取り扱ったもの

はほとんど見受けられない。しかし、エネルギーの確保とエネルギーの利用に伴う影響の

低減は、持続可能な社会実現には必須の条件であり、エネルギー環境教育は ESD におい

ても必須の中核的教育であることは自明である。 
日本は DESD の提案国ではあるが、国内における提案元が外務省ということもあり、教

育界における ESD の取り組みはまだ緒についたばかりである。しかし、平成２０年告示

の学習指導要領では、理科や社会科の中で持続可能な社会を構築することの重要性の認識

が強調されており、ESD の考え方が反映されてきていると考えられる。 

（３）欧米でのエネルギー環境教育の取り組み 

エネルギー環境教育という教科がないのは欧米も日本と同様である。米国は比較的日本

に近いが、欧州は ESD への取り組みにおいて先行しており、エネルギー環境教育に関係

する教育は ESD の一環として取り組まれている。 

ａ．米国の取り組み 

米国内の学校教育は基本的に州の教育法に基づき実施される。一方で全体的な教育水準

を確保する観点から連邦政府による支援もなされている。エネルギーは理科教育の中心テ

ーマであり、エネルギー環境教育に関連する内容もエネルギーと関連させながら主として

理科で学ばれている。エネルギーの課題に関する教科書の記述は、日本より踏み込んだ内

容を扱っているとの印象である。 
エネルギー環境教育という視点からの全米レベルの取り組みとしては、１９８０年に当

時のカーター米国大統領によって設立された非営利の教育協会である全米エネルギー教育

開発（NEED：National Energy Education Development）プロジェクト（以下「NEED」

と略す）の活動があげられる。 
NEED の目的は、教育関係者とのネットワークを構築し具体的で多面的なエネルギー教

育プログラム作成、提供することを通して、社会のエネルギーへの関心や知識を高めるこ

とにある。カリキュラム教材の目標は、 
 

「全般的なエネルギーの基本知識を高めるとともに、児童･生徒の総合的判断思考

（Critical Thinking）や、教科のリーダーシップスキルを育成する」 
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とされている。現実のエネルギー問題を身近な事例により科学的に探求しながら総合的思

考に基づく意思決定力の育成を図る構成（熊野，2008）になっている。 
 
州レベルでは、ウィスコンシン州環境教育センターによって１９９５年に設立された

K-12 エネルギー教育プログラム（KEEP：K-12 Energy Education Program（以下「KEEP」
と略す））を取り上げた。その他の州にも参考となる事例はあるであろうが、ここの取り組

みは全体的にバランスのとれた事例と評価できる。 
KEEP の目的は、学校教育を通してウィスコンシン州児童生徒のエネルギーリテラシー

を改善・向上することにあるとされ、リテラシーが前面に出されている。社会はエネルギ

ー資源を賢く使うのに必要な知識、技能及び態度を有する個人を必要とし、エネルギーリ

テラシーはウィスコンシン州の経済・環境の将来のために必須のものであるとされている。 
リテラシー獲得のため、エネルギー教育に関する概念の枠組み（コンセプチュアル・フ

レームワーク）を示し、そこに次の４つの主要テーマと目標が設定されている。 
 
テーマ１：私たちはエネルギーを必要とする 

「エネルギーに関する科学的基礎を学び、日常生活とエネルギーの関わりを知る」 

テーマ２：エネルギー資源の開発 

「現在の生活を続けるには、エネルギー資源が継続的に供給され利用できねばな

らないことを知る」 

テーマ３：エネルギー資源開発の効果 

「エネルギーの使用が我々の生活にどのような影響を及ぼしているかを知る」 

テーマ４：エネルギー資源利用の管理 

「将来世代も必要なエネルギー資源を使えるようにする方法を知る」 
 
すなわち、身の回りでのエネルギーの使われ方を科学的に理解し、そのためにどのよう

にエネルギー資源がどのように使われているかを知り、それが我々の生活に及ぼす影響を

様々な視点で捉えさせ、持続可能な状態でエネルギー資源を使っていく方法を認識させる

展開（原口・碇，2008）となっている。 
なお、同州は米国内においては、化石燃料などのエネルギー資源に乏しい州であるため、

再生可能エネルギーの推進に関するカリキュラムの充実に力を入れている。 
 

NEED と KEEP に共通するのは両方とも科学的な基礎を重視しており、その基礎の上

にエネルギーやエネルギー資源、エネルギー利用に伴う環境問題等を学ばせ、エネルギー

資源の確保や生活スタイルのあり方、それを実現するための判断や行動について考えさせ

ようとしている点である。ESD の色合いが薄く、中心テーマにエネルギーが明確な形で存

在し、いかにもエネルギー教育と呼ぶのにふさわしい体系となっている。 
両者間で基本的な構成に差はないが、KEEP は目標構造、目標達成のプロセスが明確で

あり、また、これに対応させて具体的な授業案が豊富に用意されており、学校が受け入れ

やすいように配慮されているとの印象である。 
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ｂ．欧州各国の取り組み 

中央集権国家であり教育も全国一律ですすめるフランス、米国同様に州が教育について

権限をもつ連邦国家制のドイツというように、欧州の教育体制は国ごとに様々である。し

かしながら、エネルギー環境教育に関連する内容については、米国同様、主として理科で

学ばれていることに変わりはない。 
各国によって差はあるが、環境教育の分野において各国は先進的な取り組みを行ってき

た。欧州の環境教育の特徴は、正確には日本の環境教育がエネルギーに目を向けていない

と言うべきかもしれないが、日本の環境教育と異なりエネルギーにもきちんと目を向けて

きた。環境教育という教科が存在するわけではないが、環境は理科の中で取り扱うべき課

題として重視されており、環境問題とエネルギーと結びつけた教育が伝統的に教科教育の

中で実施されてきた（橋場，2006）。 
近年の欧州におけるエネルギー環境教育の動きは、各国が国家的教育課題として推進し

ている ESD との関連なくして語る事はできない。ESD は広範な概念を含んだ教育であり、

対象とする課題も教科横断的であるにもかかわらず、各国において児童生徒が学ぶべき必

修課題の一つにあげられつつある。エネルギー環境教育に関連する内容は ESD の主要課

題の一つでもあり、結果的にエネルギーの利用方法やエネルギー利用に伴う環境問題は、

教科教育で扱われると共に、ESD の中でも学ばれる可能性がある。 
しかし、欧州においても ESD に関する限り伝統的な教科教育のように確固たるカリキ

ュラムが確立しているわけではない。例えば英国におけるカリキュラム「Energy Matters」
のように、省エネや再生可能エネルギーの推進に関する個別課題のカリキュラムは多数存

在する（橋場，2008）ようだが、米国の KEEP のように体系的にエネルギー環境教育の

観点から概念整理をしているカリキュラムは見つける事はできなかった。ただし、多くの

国で政府教育機関、外部の教育関連 NGO やエネルギー企業の関係機関がエネルギーに関

連したプログラムや素材、実践事例を提供しており、学校・教師はこれらを活用して授業

を展開しているものと推察される。 
 

２．本研究で提案するエネルギー環境教育 

（１）エネルギー環境教育の目標 

エネルギー環境教育に関する研究は、学校教育において「エネルギーやエネルギー利用

に伴う問題」を正しく扱えるカリキュラムを開発することを目的に、１９９３年に INSS
東京プロジェクトを設立して始まった。エネルギー環境教育という呼称も一般的ではない

なか、この教科横断的な課題に対するカリキュラム開発を進めるに当たって、我々はこれ

までに教育界に培われた環境教育の知見を生かすこととした。 
１９９９年１２月の中央環境審議会答申「これからの環境教育・環境学習－持続可能な

社会をめざして－」は環境教育・環境学習の実施に当たっての留意点として次の４点を指

摘している 
・「総合的であること」 
・「目的を明確にすること」 
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・「体験を重視すること」 
・「地域に根ざし、地域から広がるものであること」 

エネルギーやエネルギー利用に伴う問題を解決することによって導かれるべき社会像

は「持続可能な社会」に他ならない。すなわち、これらはエネルギー環境教育の観点から

も求められる基本的視点である。 
 
１９９６年７月の中央教育審議会第一次答申「２１世紀を展望した我が国の教育の在り

方について」は環境教育のアプローチに関して、それまでの考え方を整理して次の３つの

取り組みの視点を示している。 
・「環境について学ぶ」（“about”Environment） 
・「環境から学ぶ」（“in”or“through”Environment） 
・「環境のために学ぶ」（“for”Environment） 

 “about”は上述の答申では「環境や自然と人間とのかかわり、さらには、環境問題と

社会経済システムの在り方や生活様式とのかかわりについて理解を深める」とされており、

学ぶ対象に関する知識・認識である。“in”or“through”は同じく「豊かな自然や身近な

地域社会の中での様々な体験活動を通して、自然に対する豊かな感受性や環境に対する関

心等を培う」とあり、学習方法・学び方である。そして“for”は「環境保全や環境の創造

を具体的に実践する態度を身につける」と表されており、目標とする人格・人間性である。 
目標とする人格・人間性は共通であり、この３つの視点は、「環境」を「エネルギーや

エネルギー利用に伴う問題」と置き換えれば、エネルギー環境教育の学習にも共有できる

視点である。このため、この視点はエネルギー環境教育の「学習を統一する３観点」とし

て、カリキュラム開発の中心的考え方に位置付けた。ただし、エネルギーやエネルギー利

用に伴う問題を正しく理解するには、自然科学と社会科学両面からのエネルギーに関する

本質的な理解と多面的な見方が不可欠である。したがって、中心テーマには一貫してエネ

ルギーを据え、エネルギーを軸教材として展開するカリキュラムの開発をめざすこととし

た。すなわち、エネルギー環境教育を「エネルギーを軸教材とする環境教育」と捉える（山

下他，1997；橋場・大磯・佐島他，2005）こととした。当時はまだ日本エネルギー環境教

育学会は設立されていなかったが、同学会と日本環境教育学会の目標を踏まえたバランス

のとれた位置付けであると考えられる。 
 
学習を統一する３観点は、エネルギー環境教育の立場から、次のように整理（橋場・大

磯・佐島他，2005；佐島他，2006）した。 
 
・人間形成（“for”）： 

前述の答申では求められる人間性として「実践する態度」を例示している。しか

し、問題解決には態度だけでは不十分であり、さらに知識や技能を単に有していて

も不十分である。これらは実践によって表明されるとともに課題解決に向けて生か

されて始めて意味をなす。待ったなしの課題を扱うエネルギー環境教育の視点から

は育むべき能力として「行動力」をより重視する必要がある。エネルギーやエネル

ギー利用に伴う問題の解決に向けて、すなわち有限の地球という制約のもとで持続

可能な社会の構築に向けて、主体的に行動できる豊かな人間性と優れた対応能力を
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形成することが求められる。 
 
・学び方形成（“in”）： 

同じく前述の答申では学び方として「体験活動を通して感受性や関心を培う」を

示している。これは上述の「人間形成」に照らしても求められる能力であるが、「行

動力」を重視する視点からは、培われた感受性や関心をもとにさらに一歩踏み込ん

で、自ら課題を明らかにする能力をより重視する必要がある。エネルギーやエネル

ギー利用に伴う問題の解決に向けて、持続可能な社会の構築に向けて、自ら学ぶ力

を形成することが求められる。 

 
・認識形成（“about”）： 

同じく前述の答申では学ぶ対象について「理解を深める」ことを求めている。エ

ネルギー環境教育の観点からは持続可能な社会を支える「エネルギー」の確保、す

なわち選択を軸に、主体的に行動する市民の能力として求められる認識を深める必

要がある。エネルギーやエネルギー利用に伴う問題の解決に向けて、持続可能な社

会の構築に向けて、「自らが価値判断するための確かな認識を形成することが求め

られる 
 
まとめると図２.１のように表される。認識形成と学び方形成は車の両輪の関係にあり、

両方の力をバランスよく育み、その土台の上に豊かな人間性と適応能力が形成されること

によって、地球という制約の中でも持続可能なライフスタイルを模索しながら、心豊かに

生きる知的市民を育成することができる。 

 

 

（２）認識形成：獲得が望まれる知見 

軸教材をエネルギーに絞ってもエネルギー環境教育で取り扱うべき範囲は多岐にわた

る。認識形成のために学ぶべき項目は、児童生徒の発達段階を考慮して体系的に範囲と深

さを選定する必要がある。本研究におけるエネルギー環境教育の認識形成の体系の特徴を

明確にするため、前述のエネルギー教育ガイドライン及び KEEP における体系を比較事例

図２.１ 学習を統一する三つの観点 

人間形成（“for”） 

認識形成（“about”） 学び方形成（“in”） 

豊かな人間性と社会変化への優れた 

対応能力をもつ人間の形成 

自ら学ぶ力を身につける 

学び方の形成 

自らが価値判断するための 

確かな認識の形成 
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として示す。 

ａ．比較事例 

（ａ）エネルギー教育ガイドライン 

学習範囲を規定する基本概念として次の通り５つの概念があげられ、いくつかはさらに

サブ概念の段階に展開されている。 
① エネルギー概念の認識（エネルギー概念の獲得） 
・自然科学的な側面からの認識 
・社会科学的な側面からの認識 

② エネルギーと人間のあゆみ（歴史認識） 
③ エネルギー問題の認識（現状認識） 
・暮らし・産業とエネルギー 
・資源の有限性と地球環境問題 
・日本を取り巻くエネルギー事情 

④ エネルギー問題への対応（解決方向の認識） 
・地球社会とエネルギー 
・持続可能な社会とエネルギー 
・地域社会とエネルギー 

⑤ エネルギー問題の解決に向けての行動（解決へ向けた行動） 
括弧内の注釈は筆者が記入した。５つの概念を総括すると、基礎的なエネルギー概念を

押さえ、エネルギーの必要性・影響・進むべき方向性に対する認識を時系列的に深めさせ、

問題解決へ向けた行動を導く内容とまとめることができよう。 
 
学習範囲を規定した基本概念を横軸に対応させると、縦軸には児童生徒の発達段階に応

じて学習の深さを規定する到達段階が対応することになる。小学校、中学校及び高等学校

ごとに次の到達目標が示されている。 
① 小学校におけるエネルギー教育の目標 

身近な生活を振り返り、省エネルギー、省資源に結びつく諸活動に参加すると共

に、必要に応じてその意味や意義を問い、エネルギー・環境や省エネルギー、省資

源に対する関心を高めると共に基礎的な知識や実践力を身につける。 
② 中学校におけるエネルギー教育の目標 

エネルギー・環境に関する理解を深め、省エネルギー、省資源に結びつく諸活動

を通してエネルギー・環境問題の背景や解決の方向性について多角的に考察、理解

し、エネルギー・環境問題に対する課題意識を醸成すると共に、その解決に向けて

適切に判断し行動できる資質や能力を養う。 
③ 高等学校におけるエネルギー教育の目標 

広い視野から持続可能な社会について考察、理解し、エネルギーやエネルギー・

環境問題にかかわる活動を生徒や地域住民と共に企画、開発する活動を通して、生

涯にわたってエネルギーやエネルギー・環境問題に取り組む態度を醸成すると共に、

その解決に向けて適切に判断し行動できる資質や能力を養う。 
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到達段階には２種類の内容が盛りこまれており、キーワードを拾って次のように整理で

きる。 
＜一つ＞ 

小学校 ：「身近な生活を振り返り」、「省エネ等に参加する」 
中学校 ：「省エネ等の活動を通して」 
高等学校：「地域活動への企画段階から参加を通して」 

＜二つ＞ 
小学校 ：「関心を高める」、「基礎的な知識や実践力」 
中学校 ：「多角的に考察」、「課題意識」、「判断し行動する資質や能力」 
高等学校：「広い視野から考察し理解」、「生涯にわたる態度」、「判断し行動する資質

や能力」 
すなわち、「社会的との関わり」と「意識・能力」の観点で規定している。 
 
全体の体系は基本概念と学校段階ごとの到達目標で規定されているが、ガイドライン本

文で示された具体的な学習項目は、主要教科（社会科、理科及び家庭科（中学校は技術・

家庭科））と四分割した学校段階（小学校中学年、小学校高学年、中学校及び高等学校）と

のマトリクスで展開されており、本文だけでは基本概念との関係はわからない。そのため、

資料編において、基本概念（サブ概念まで）に対応させて、教科別・四分割した学校段階

別に詳細な学習項目と方法が示されている。多くの学習項目の内容は学習指導要領に沿っ

ているが、いくつかは学習指導要領の範囲を超えている。 
 

（ｂ）KEEP の事例 

基本概念として、４つの概念があげられ、いくつかの概念はさらに１２のサブ概念に分

かれている。 
①私たちはエネルギーを必要とする（エネルギーの役割・必要性） 
・エネルギーの定義 
・エネルギーに関する自然の法則 
・システムにおけるエネルギーの流れ 
・非生物のシステムにおけるエネルギーの流れ 
・生物のシステムにおけるエネルギーの流れ 
・人間社会を含めた生態系におけるエネルギーの流れ 

② エネルギー資源の開発（エネルギー資源の開発･依存状況） 
・エネルギー資源の開発 
・エネルギー資源の消費 

③ エネルギー資源開発の効果（エネルギーの生活や環境への影響） 
・生活・生命・人生の質 
・環境の質 

④ エネルギー資源利用の管理（エネルギー資源の管理・確保の行動） 
・エネルギー資源利用の管理 
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・エネルギー資源の開発と利用の未来展望 
括弧内の注釈は筆者が記入した。表現が異なるとは言え、エネルギー概念、エネルギー

の必要性・影響・進むべき方向性、そして未来への行動へと導く展開であり、エネルギー

教育ガイドラインと比較して基本概念の構成に本質的な差はない。 
 
縦軸の到達段階は、ウィスコンシン州学習スタンダードのもと、Ｋ－１２の学年段階を、

Ｋ－４、５－８及び９－１２の３段階に分割している。１２のサブ概念と３つの到達段階

のマトリスク内に、合計１０２項目のエネルギー概念が網羅されている。 
前述のエネルギー教育ガイドラインが規定している範囲が対応するところはここまで

であるが、KEEP はこの全体枠組みに基づいて「アクティビィティ」と呼ばれる具体的な

教材を提供している。これらは基本概念ごとに用意され、テーマを設定しいくつかのエネ

ルギー概念を学べるように単元化したものが「テーマアクティビィティ」と、研究アイデ

アや補助的教材として活用するものが「エネルギースパーク」と呼ばれる。前者が約５０、

後者が１００以上用意されている。テーマアクティビィティは対象とする学年段階があり、

基本概念との関係は図２.２のように右肩上がりとなっている。 
 

 
９－１２ 

    
５－８ 

 Ｋ－４ 

必要 開発 効果 管理  
 

図２.２ テーマアクティビィティの対象学年と基本概念の関係 

ｂ．本研究で提案する体系 

（ａ）基本概念 

前述の２つの事例は学ぶべき範囲を表す言葉をそのまま基本概念として用いて体系化

を図っている。それに対して、本研究の体系では、学ぶべき範囲に含まれる基本概念を、

シンプルかつ象徴的なキーワードで表現している。 
基本概念をキーワードで表現することによって、特別な予備知識のない教育者に対して

てっとり早く教育のねらいが伝わる効果が期待できる。しかし、高いメッセージ性の効果

は、教育者より学習者に対してより一層期待できる。基本概念を短く的確な表現のキーワ

ードとすることよって、抽象的なねらいを、子供の目線でわかりやすくそして印象的に伝

えることができる。 
キーワードは「存在」、「有用」、「有限」、「有害」及び「保全」の５つである。基本概念

を押さえ、多面的な認識を形成するためにこれらの視点を重視することとしている。それ

ぞれの視点の基本概念は次のとおりである。 
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「存在」：「エネルギー・資源の存在や性質」に関する認識である。その基本概念は

「身のまわりには、さまざまなエネルギーがある」である。 
「有用」：「エネルギー・資源の生活における有用性」に関する認識である。その基

本概念は「エネルギーは人間生活に欠かせないものである」である。 
「有限」：「エネルギー・資源の有限性」に関する認識である。その基本概念は「人

間が利用できるエネルギー・資源には限りがある」である。 
「有害」：「エネルギー・資源の利用に伴う有害性」に関する認識である。その基本

概念は「エネルギーの不適切な利用が環境破壊を引き起こしている」で

ある。 
「保全」：「エネルギー・資源の保全」に関する認識である。その基本概念は「私た

ちはエネルギーを、循環、抑制、共生の視点から、その持続的利用を考

える必要がある」である。なお、循環型社会を想定したものであって、

物理的にありえないエネルギーの循環を意味するものではない。 
 
前述の２事例と比較すると、短い言葉であるにもかかわらず、「存在」はエネルギーの

気付き・エネルギー概念の理解に、「有用」・「有限」・「有害」はエネルギーの必要性・エネ

ルギー利用の影響・今後の進むべき方向性に、そして「保全」は未来への行動にほぼ対応

していることが直感的にわかる。シンプルながら、ねらいを明確に伝えている象徴的な用

語であるといえる。 
未来への行動に関する概念として、一方的に守るという意味合いの強い保護ではなく、

対象の機能を保ち安全な状態に維持するという意味合いのある保全を選定している。児童

生徒には抽象的になるが、持続可能な社会は我慢・辛抱のネガティブイメージの社会では

なく、生きがい・達成感のあるホジティブイメージの社会であるべきであり、多くの困難

が伴っても建設的に将来社会を展望し積極的に生きる心を育む視点から採用した。前述の

ESD の考え方にも通じるものであり、我々が目指すエネルギー環境教育の先進性を示すも

のと言えよう。 
視点の基本概念から直ちに理解できるように、５つの視点の学びには一定の順序性があ

る。この順序性は、一時間の学習において、一年間の学習において、そして学校教育を通

して、原則的に想定されている。この視点の関係を図２.３に示す。 
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（ｂ）到達段階 

５つの視点は教科の壁を越えて横断的に認識の総合化を図る（横断的総合）ための基本

概念とすれば、発達段階に対応した到達概念は、幼稚園から高校までを一貫させて認識の

総合化を図る（縦断的総合）ための指標となる。 
発達段階の視点としては、児童生徒の発達に応じた空間的・場所的な興味関心の広がり

と、持続可能な社会を構築する視点から欠かせない時間的・歴史的視点の２つを意識して

いる。発達段階の区分は、小学校以下については、幼稚園／小学校低学年、小学校中学年、

小学校高学年の３段階とし、それに中学校、高等学校を加えた５段階としている。それぞ

れの到達概念は次のとおりである。 
なお、到達段階の表現にもメッセージ性を考慮して、児童でも直観的に理解できるよう

に小学校以下において、「あそび」、「くらし」そして「日本」のキーワードを使っている。 
 

① 幼稚園／小学校低学年 ：遊びの中のエネルギー 
② 小学校中学年 ：くらしとエネルギー 
③ 小学校高学年 ：日本のエネルギー事情 
④ 中学校 ：歴史的・地球規模のエネルギー環境問題 
⑤ 高等学校 ：持続可能な社会の形成 

 
現代のようなグローバル社会においては、地球的規模で状況を正確に把握することが重

要なことは言うまでもない。しかし、過去に眼を向け、現代社会のおかれた状況に対して

正しい歴史認識をもつことは、エネルギー環境問題が個人の価値観・人生観に関わる課題

であることから、それに負けず劣らず重要であると言える。同時に将来への視野を広げる

ことも、持続可能な社会の構築に建設的に参加する意欲を育むために重要である。小学校

中学年以下の段階では歴史的視点はまだ難しい概念であるが、歴史の学習が始まる小学校

高学年以降からは積極的に考慮すべき重要な視点であると考えている。 
なお、高等学校は最終目標段階であり、この教育が目指す目標そのものが到達概念であ

るとしている。 

保全

有限

有害

有用

存在 

図２.３ ５つの視点の関係 

存在は気付きであり学習の原点に位置づけられる。保全は学習の目標で

あり、有用・有限・有害の学びの相互作用のもとに醸成される。 
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（ｃ）学習基本表（案）とエネルギー概念（案） 

上述の基本概念と到達段階の枠組みをベースに学習項目を定め、それらを学習基本表

（案）（表２.１）として提示している。表２.１に示す内容は平成２０年告示学習指導要領

を受けて見直したものである。しかしエネルギー環境教育としての枠組みに基づき学習項

目を選定しているため、一部は学習指導要領の範囲を超えている。 
学習基本表（案）を見直すに当たっては、基本概念と到達段階を細分化（表２.２参照）

し、分割した基本概念と到達段階のマトリクスの枠ごとに、両者から規定される内容にふ

さわしいエネルギー概念を筆者が中心となって考察し配置した。学びの重心を課題の理解

に置き過ぎると、学習者が未来を展望する心を必要以上に萎えさせてしまう懸念があるの

で、様々な技術開発や仕組みの整備など問題解決に向けた取り組みを伝え、未来に希望を

持ち建設的に将来を展望できる項目が確実に入るように配慮した。５つの視点で示される

学習範囲を異なる見方で再確認するため、持続可能な社会への課題をエネルギー・環境・

経済のトリレンマとして整理した考え方（地球問題研究会，1993）も参照した。 
この作業によって明確化したエネルギー概念（案）を表２.３に示す。設定したエネルギ

ー概念は、幼稚園／小学校低学年段階で１３個、小学校中学年段階で２８個、小学校高学

年段階で３６個、中学校段階で４６個、高等学校段階で２８個、合計１５１個である。表

２.１の学習基本表は、このエネルギー概念（案）を、教育者用の表現で学習項目として再

整理したものである。 
 

（３）学び方形成：学び方を学ぶ 

学び方は課題を学ぶ手段であるとともに、問題解決に向けて自ら課題を明らかにし、解

決策を探り、解決に向けて行動する能力を育むことをねらいとするエネルギー環境教育の

目標そのものでもある。自ら学ぶために必要とされる情報の収集力と活用力、論理的思考

力や分析力、そして結果をまとめる構成力とそれを伝える表現力やコミュニケーション能

力などを、体験や活動を通して養い、主体的な判断や行動につなぐものである。 
体験や活動を盛り込むにあたって、次の４点を重視している。実際の学習場面に適用す

るには「総合的な学習の時間」を活用するのが最も効果的で容易であるが、教科教育にお

いても工夫をこらし取り入れることが大切である。 
学び方形成の要点を表２.４に示す。 
 

① 子供の発達段階に応じた学習方法を設定し体得させる。 
子どもの発達に応じた学習方法は、概ね以下のように考える。ただし、実場面において

は、児童生徒の経験や学力に応じて、より初歩的な段階または高度な段階の体験や活動を

柔軟に盛り込む。 
＜幼稚園・小学校低学年＞ 
・体験によって感性、情報に対する感受性を磨く体験型学習を中心とする。 

＜小学校中学年以降＞ 
体験型学習から、徐々に後半に示す学習方法へ体験や活動の重心を移す。 
・調べ学習やインタビュー調査など、行動的に情報を収集し活用する行動型学習。 
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・情報を多面的に分析し総合的に考察する探究型、課題追究型。 
・情報を発信したり問題解決に向けた活動を構想・企画して働きかけたりする交流型、

参加型、提案型。 
 

② 自ら考え探究することを重視する。 
単独での学習においてもグループの学習において、一連の探究活動を通して主体的に課

題に対する学習を深めさせることが重要である。なお、ここでの探究活動とは、「問題をつ

かむ、予想する」「調べる、話し合う」「表現する、発信する」という一連の活動を意味す

る。「総合的な学習の時間」を活用した学習の場合、一つのテーマ学習の中に一連の要素を

組み込むことが可能である。教科教育の場合は、関連する複数の単元や教科と連携をとっ

て、これらの要素を盛り込む工夫が求められる。学習成果は、学級内にとどまらず、校内

発表や家庭・地域への発信をめざしたい。 
探究を深めるにあたっては、科学合理的な考察と客観的な判断に努める。また、意見交

換や話し合いを通して、自他の考えの方の差や自らの判断とグループとしての決定の相違

に気付き、多面的・総合的な見方について見識を深めることが大切である。 
 
③ 課題をつかむ過程を重視する。 
「課題をつかむ過程」を重視することは、一連の探究活動を保証し自ら考える姿勢を助

長する。「総合的な学習の時間」を活用する場合は、追究テーマについて十分な時間をかけ

ることが可能であり、その過程を通して課題の本質に対する認識を深め、明確な見通しと

必要性のもとに活動を展開させることが、学習の質の向上につながる。ただし、課題を追

究する能力を育むこと自体がこのエネルギー環境教育の目標に通じるものであり、最初か

ら備わっているものではないため、当初は教師が追究に適した課題を提示して選択させ、

学校段階が上がるにつれて、自ら課題を発見し追究できるように仕向けていく必要がある。 
教科教育を主体に進める場合、特定の課題について追究を深めることは困難であるが、

単元間や教科間にわたる課題について追究させたり関連性をもたせたりしながら、課題の

本質について認識を深めさせる工夫が必要であろう。 
 
④ 多様な学習方法を経験させる 
調べ方、分析の仕方、まとめ方、表現の仕方等、いろいろな場で繰り返し経験させる。

多様な方法で継続と反復することによって学びを定着させるとともに、同一のテーマであ

っても、課題へのアプローチによって見えるものが変わること、学びの蓄積、時間の経過

や自身の発達段階によって捉え方が変化していることを実感させる。 
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表２.４ 学び方形成の要点 

① 子供の発達段階に応じた学習方法を設定し体得させる 
幼稚園・小学校低学年 小学校中学年以降   ⇒  問題解決型に向けて 

 体験型学習 行動型、探求型、課題追究型 ⇒ 交流型・参加型・提案型 
 
② 自ら考え探究することを重視する 

問題をつかむ､予想する ⇒  調べる､話し合う    ⇒ 表現する､発信する 
◆十分な時間をかける ◆課題別グループで ◆提案・発信・参加行動
◆体験活動を取り入れる ◆TT 等の協力体制で ◆校内から家庭・地域へ
◆見通しをもたせる ◆中間発表による高め合いを ◆多様な方法で 
◆基礎的知識･技能の習得 ◆人との出会い･かかわりを ◆成果を評価する 
 
教科教育で進める場合も、複数の単元や教科と連携をとって、これらの要素を盛り込む

工夫をする。 
 
③ 課題をつかむ過程を重視する 

教師が提示した課題の中から選択   ⇒    自ら課題を発見 
◆子どもの興味・関心を高める活動 ◆めざすあり方（高等学校までに）
◆追究に適した課題を多く提示する 
 
教科教育で進める場合も、課題の本質について認識を深めさせる工夫をする。 

 
④ 多様な学習方法を経験させる 

多様な方法で継続と反復 
◆学びの定着 ◆アプローチによる見え方の変化 
◆課題の捉え方に対する変容の実感 

 

（４）人間形成 

持続可能な社会の構築に向けて、単に知識や技能を身につけるのではなく、豊かな人間

性を身につけ、社会の変化に主体的に対応できる力（知的市民性）を形成することが重要

である。この人間性は、認識形成、学び方形成と相まって形成されるものであり、それぞ

れの教育段階において絶えず意識されて進められるべきものである。全体の活動をゴール

オリエンティドなものとするため次の点を重視している。なお、４番目は課題解決に向け

た集団として行動の重要性に鑑み、筆者が新たに追加した項目である。 
人間形成の要点を表２.５に示す。 
 

① 社会観、自然観の基礎となる感性を育てる。そのために、自然や社会、人との出会い、

ふれあいの場を設定する。 
② 確かな認識に基づく子どもの自らの価値判断を促す。そのために、子どもが、価値・行

動を選択する場面を学習の中に設定する。行動・参加型学習への発展を促す。 
③ 自らの考えを持つとともに、自分と他者の考えの異同を認められるようにする。そのた
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めに、積極的な自己表現の場の設定、他者との出会い、過去に学ぶことを重視する。 
④ 自らが行動するだけでなく、社会的仕組みづくりや合意形成に能動的に参加できる資質

を育む。そのために、地域社会との参加型の取り組みや、討論や発表などを通して、合

意形成のプロセスを疑似的に体験させる場を設定する。 
 

表２.５ 人間形成の要点 

① 社会観、自然観の基礎となる感性を育てる 
自然や社会、人との、出会いふれあいの場の設定 

 
② 確かな認織に基づく子どもの自らの価値判断を促す 

選択場面の設定 行動・参加型への発展 
 
③ 自ら学ぶ力を育て、自分と他者の考えの異同を認められるようにする 

積極的な自己表現の場の設定 他者との出会い、過去に学ぶ 
 
④ 社会的仕組みづくりや合意形成に能動的に参加できる資質を育む。 

参加型の取り組み 討論や発表 合意形成のプロセスを疑似的に体験 
 

（５）カリキュラムの開発と事例の提示 

KEEP はアクティビィティと称される多彩なカリキュラムの事例を用意している。本研

究においても、上述の枠組みにしたがって基本的なカリキュラム例を開発し、提案してい

る。 

ａ．カリキュラム開発の流れ 

出発点は学習基本表である。発達段階を見通し学年段階ごとに統一感のあるカリキュラ

ムを開発することを前提としているが、個別のカリキュラムも同様のアプローチで作成可

能である。「認識形成」の観点から学習範囲をまず定める。 
「総合的な学習の時間」を活用する場合は、対象学年に求められる学習項目を概観し、

取り上げたいテーマ、切り口で、必要な学習項目を盛り込みながら無理なく学習が展開で

きるか概観する。そして構成したストーリー展開に基づき学習項目を配置する。項目の確

認にはエネルギー概念表が活用できる。 
教科教育の中で実施する場合は、既存の単元を生かすことが求められる。単元での学び

を生かしてエネルギー環境教育の観点から取り入れられる内容を盛り込む。しかし、教科

の制約があるため盛り込める内容は限定的になる。このため、複数の教科から必要な項目

を盛り込める複数の単元を選定し、それらの学びをつないで、エネルギー環境教育として

の学習に構成できるか確認する。ここでの項目の確認にもエネルギー概念表が活用できる。 
総合的な学習の時間を活用するにしろ、教科教育で展開するにしろ、ベースである教科

での学習内容及び目標と協調・連携することが大切である。 
 
学習方法は学習内容と同時に検討されるが、「学び方形成」の観点から再確認する。児
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童生徒の発達段階を考慮して無理のない方法から始める。「総合的な学習の時間」を活用す

る場合は指導者が一定であり、比較的容易に様々な方法を盛り込めるが、教科で展開する

場合は複数の指導者が複数になるので、事前調整が重要になる。 
 
最後に「人間形成」の観点から内容を再確認し、エネルギー環境教育としての妥当性を

確認する。個別カリキュラムの場合はエネルギー環境教育としての位置づけを忘れないた

めにも重要な作業である。 
 
以上の流れを図２.４に示す。実際の作業が上述の一方通行で終わることはなく、それぞ

れの過程で盛り込む内容を調整するため、この一連のサイクルを何度か繰り返すことが必

要となる。 
この作業過程は既存カリキュラムの評価にも応用できる可能性がある。ただし、教科で

の学びを学校外の者が評価するのは困難であるため、各学校の計画策定者が自校のカリキ

ュラムを自己評価するのにも適していると考えられる。 

 

ｂ．カリキュラムの事例の提案 

カリキュラムの教育界への提案は出版書籍を出版することによって行っている。クロス

カリキュラムの視点からの事例を提案した２０００年に始まり、以下の通り、現在も続け

 

図２.４ カリキュラム開発の流れ 
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られている。 
① 「資源・エネルギー・環境」学習の基礎・基本－２１世紀に向けた環境教育（佐島・

高山・山下，2000） 
・幼稚園／小学校低学年 ：３事例 
・小学校中学年 ：３事例 
・小学校高学年 ：３事例 
・中学校 ：２事例 
・高等学校 ：２事例 

② エネルギー環境教育の学習用教材（小学校編／中学校・高等学校編）（佐島・高山・

山下，2004） 
エネルギー環境教育の理論と実践 
・生活科及び総合的な学習の時間用のカリキュラム 
・５つの到達段階ごとに１事例 

③ 教科学習におけるエネルギー環境教育の授業づくり（小学校編／中学校編）（佐島・

高山・山下，2009） 
・生活科、社会科、理科及び家庭科（中学校では技術・家庭科）をつなぐカリキ

ュラム 
・小学校編は３つの到達段階ごとにそれぞれ、４、６及び１２事例 
・中学校編（２０１０年出版予定） 

 

３．小括 

１９９３年に INSS 東京プロジェクトを設立し、学校教育にあまねく適用できるエネル

ギー環境教育の体系を提案する取り組みを共同で、他に先駆けて行ってきた。その体系は

次の点でユニークであるとともに優れており、原子力発電所と地域の建設的な共生関係構

築への貢献の可能性を探るのに十分なものであると評価できる。 
 
・エネルギー環境教育の目標と構造を、認識形成、学び方形成、人間形成の三観点でシン

プルに、かつ的確に示している。 
・学ぶべき範囲を示す基本概念が、学習対象を的確に表すキーワード示されており、指導

者だけでなく学習者にも直感的にわかる 
・幼児から高校までを見通した一貫した体系とし、到達段階において獲得すべき概念も、

基本概念同様わかりやすいキーワードで示している。 
・具体的な学習項目を基本表とその詳細を明示したエネルギー概念表の２段階で構成する

ことによって、高品質のカリキュラム開発を保障している。すなわち、基本表で全体を

概観し見通しをつけ、エネルギー概念表で具体的な項目を確実に取り込むことが可能な

体系となっている。 
・構築した体系に基づき具体的なカリキュラムを多数提案している。 
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表２.１ 学習基本表（認識形成 試案） 

視点
　　　　　　　基本概念
学校段階
（中心テーマ）

ア 風や水はものを動かす。 ア 風や水の力を遊びに利用することができ
る。

イ 太陽は明るくて暖かい。 イ 日常生活で太陽の光を利用している。

ウ 電池にものをつなぐと、動いたり、音や光を出し
たりする。

ウ 電池は家庭でいろいろなところで使われ
ている。

エ 運動すると体が熱くなる。
ア 薪や木炭は燃料となる。

蒸気は強い力をもつ。
ア 水、風、日光や薪、木炭などは、光源、熱

源、動力源として利用されてきた。

イ 電気は、光、熱、動力、音になり、いろいろな方
法で作られ、ためることができる。光電池は、光
を電気に変える。

イ 電気は、水の落下、石油・石炭・天然ガス
を燃やした熱、原子力を利用して発電所
で作られている。

ウ 石油や天然ガスは燃料となる。 ウ 電気製品や光電池は、家庭生活で様々に
利用されている。

エ エネルギーとは、動かす、暖める、光らせるなど
の仕事をする元になる力（能力）のことである。

エ 灯油、ガソリン、都市ガス、プロパンガス
などが家庭で利用されている。

ア 水力、風力、太陽光によって発電できる。 ア 水力、風力、太陽光はクリーンなエネル
ギー資源として利用されてきた。

イ 電気は、主として火力、原子力、水力の発電所
でその特性を生かして絶えず作られ送られてい
る（発電方法のベストミックス）。

イ 電気は利便性、快適性に優れ、現代社会
において広く利用されている。

ウ 化石エネルギー資源（石油、石炭、天然ガス）は
地中で長い年月をかけてつくられたものであり、
大昔の太陽エネルギーがその起源である。

ウ 石油、石炭、天然ガスは、現代社会にお
いて最もよく利用されているエネルギー資
源である。

エ 人間のエネルギー源は食物と酸素。再生可能
なエネルギーの元は太陽のエネルギーである。
エネルギー資源には再生可能なものと不可能
なものがある。

ア 水力、風力、波力、太陽熱、太陽光、バイオマス
は太陽エネルギーが起源であり、このほかに地
熱、潮汐力などが利用されている。

ア 水力、風力、太陽光、バイオマスなどの自
然エネルギーは人類が初めて利用したエ
ネルギー資源で、生活を支えてきた。

イ 原子力は原子核の持つエネルギーを利用したも
のである。

イ 我が国では、原子力発電が増え続ける電
力需要を支えている。

ウ 蒸気機関の発明により、熱エネルギーを運動エ
ネルギーに変換することを可能にし、産集革命
をもたらした。

ウ 産業革命はエネルギーの使用を増大さ
せ、人口の増加や社会の発展をもたらし
た。

エ エネルギーとは仕事をする能力のことである。
仕事とは、力×移動距離
仕事率：ワット
エネルギーの理科的原則は保存則。社会科的
原則は消費則である。
エネルギーを使用するとその総量は変わらない
が、質は低下する（利用できる量は減少する）
（エントロピー増大の法則）。
炭素の大循環

エ エネルギーは変換装置によって利用する
ことができる。

ア 全てのエネルギーは、形を変えたり、物体から
物体へ伝わったりすることはあっても、なくなっ
たり、新たに生まれたりすることはない、

ア エネルギーは、照明、冷暖房といった直接
的利用たけでなく、食料生産、福祉、情
報、物資輸送など様々な面で現代生活を
支えている。

イ 自然を流れるエネルギーのほとんどが、太陽エ
ネルギーを源としている。

イ 人類はエネルギーの利用によって発展し
てきた歴史があり、将来もエネルギーは
欠かせない。

ウ 生産・流通・消費・廃棄にいたるまで、あらゆる
過程でエネルギーが投入されている。

身のまわりには、さまざまなエネルギーがある
エネルギーは人間生活に欠かせないもので
ある。

高等学校

〈持続可能な社会の
形成〉

存在 有用

幼稚園／小学校低
学年

〈遊びの中のエネル
ギー〉

小学校中学年

〈くらしとエネルギー〉

小学校高学年

〈日本のエネルギー
事情〉

中学校

〈歴史的・地球規模
のエネルギー環境問

題〉
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ア 使える水には限りがあり、風は一定には
吹かない。

ア 風や水の勢いが強すぎると困ることがあ
る。

ア 風、水、日光や電池は上手に使うと楽しく遊ぶこ
とができる。

イ 太陽の光は曇りの日や夜には利用できな
い。

イ 日差しが強いと困ることがある。 イ 使い終わった電池は分けて捨てなくてはならな
い。

ウ 電池は使っているうちに使えなくなる。 ウ 電池の中には危険なものが入っている。

ア 水、風、日光は、いつでも利用できるわけ
ではなく、薪や木炭は利用できる量に限り
がある。

ア ものを燃やすと地球温暖化の原因となる
ものと灰が出る。

ア エネルギー問題に関心をもち、進んで調べ、行
動することが大切である。

イ 電池にためられるエネルギーには限りが
あり、光電池は光の量で発電量が制限さ
れる。

イ 電気は正しく使わないと、感電したり、火
事を起こしたりする。

イ 家庭や学校で使われているエネルギーの使用
を抑制しなくてはならない。

ウ 燃料は使うとなくなる。 ウ 燃料を燃やすと有害なものが出る（COx、
NOx、SOx）。

ア 自然エネルギーの大規模な利用には困
難が伴う。

ア ダムの建設などの大規模な水資源開発
は環境破壊を伴う。

ア エネルギー問題の解決のためには、環境に与
える負荷を低減することが大切である。

イ 発電所でつくられる電力には限りがある。 イ 発電に伴い環境破壊を招く場合がある。 イ エネルギー資源の特性を生かし、再生可能なエ
ネルギー資源を利用することを心がける必要が
ある。

ウ 化石エネルギー資源には、限りがあり、我
が国はそのほとんどを海外からの輸入に
頼っている。

ウ 化石エネルギー資源の燃焼は大気汚染
や地球温暖化を招く（酸性雨、温室効果ガ
ス）。

ウ 化石エネルギー資源の持続的な利用のため
に、様々な場面で省エネルギー行動に努めなけ
ればならない。

ア 水力、風力、太陽光、バイオマスなどの自
然エネルギーの利用には制約がありその
不適切な利用は、資源の枯渇をもたらす
ことがある。

ア バイオマスエネルギー資源の不適切な利
用は廃棄物による環境破壊を引き起こ
す。

ア 持続可能な社会の形成をめざして、エネルギー
資源を効果的・効率的に利用することが大切で
ある。

イ 原子力発電に必要なウランの埋蔵量も有
限である。

イ 原子力発電には放射性廃棄物の処理な
どの間題点がある。

イ 石油などの資源・エネルギーを外国に依存する
日本は、相互理解や国際協調でもって世界平
和に貢献し、適正なエネルギー開発に努めなけ
ればならない。

ウ 限られたエネルギー資源は偏在してい
て、国際紛争の原因のひとつとなってき
た。

ウ 産業革命以後の化石エネルギー資源の
大量消費は、結果的に地球温暖化や酸
性雨などによる地球的規模の環境破壊を
もたらした。

ウ 自分の生活スタイルを見直し、エネルギーの無
駄ない利用を心がけるとともに、社会的活動に
関心をもち、積極的に参加し働きかけていくこと
が大切である。

ア 化石エネルギーは、過去の太陽エネル
ギーてあり、限られた量しか存在しない

ア エネルギーの利用こは熱や廃棄物などの
副産物が伴い、環境に影響を与える。

ア 私たちは、科学的な知見に基づいた正確な理
解のもとで、人類社会の持続性という観点から
適切な行動をとらなければならない。

イ 再生可能なエネルギー資源であっても、
資源の再生能力を上回るエネルギー消費
は、資源の枯渇を招く。

イ 再生可能な新エネルギー資源も、不適切
に利用すれば、環境に負荷を与える。

イ 私たちは、多様な価値観を尊重しあいながら、
エネルギー利用に関する合意形成を目指さなけ
ればならない。

ウ
限られたエネルギー資源の偏在が地域や
国家間の問題（供給不安定・紛争等）を引
き起こしている。

ウ
地球のもつ生態系の維持能力には限界
があり、その限界を超えるエネルギーの
利用は環境破壊を引き起こす。

ウ エネルギー利用を考えるにあたって、私たちは
現代の社会システムや生活スタイルを見直し、
持続可能な社会形成に向けて主体的に参画し
行動する必要がある。

有害 保全

人間が利用できるエネルギー資源には限りが
ある。

エネルギーの不適切な利用が環境破壊を引
き起こしている。

私たちはエネルギーを、循環、抑制、共生の視点か
ら、その持続的利用を考える必要がある。

有限
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表２.２ エネルギー概念の具体化のため細分化した基本概念と到達段階 
 
＜５つの視点（基本概念）＞ 

「存在」 ・自然科学的エネルギー概念（自然界の営みをつかさどるエネルギー） 
 ・社会の中でのエネルギー（自然界のエネルギーの法則にしたがって利

用されている） 
「有用」 ・生命活動の根源であるエネルギー 
 ・社会生活を支えるエネルギー 
「有限」 ・再生可能なエネルギー 
 ・再生不可能なエネルギー資源 
 ・有限性と社会 
「有害」 ・エネルギー利用がもたらす影響 
 ・有害性と社会 
「保全」 （サブ概念はなし） 

 
＜到達段階＞ 

①幼稚園／小学校低学年 ：遊びの中のエネルギー 
・エネルギーの源、エネルギーを蓄積するもの 
・エネルギーの変換・移動 
・エネルギーの恩恵、効果 

② 小学校中学年 ：くらしとエネルギー 
・エネルギーとエネルギー資源 
・エネルギーの変換・移動及び変換・移動装置 
・暮らしを支えるエネルギー 
・エネルギー利用に伴う環境問題 

③ 小学校高学年 ：日本のエネルギー事情 
・エネルギーの特徴（概略） 
・エネルギーの変換・移動及び変換・移動装置 
・発電の仕組みとエネルギー 
・日本におけるエネルギー利用の歴史 
・日本社会を支えるエネルギーとわが国のエネルギー事情 
・エネルギー利用に伴う課題 
・エネルギー環境問題への取り組み 

④ 中学校 ：歴史的・地球規模のエネルギー環境問題 
・エネルギーに関する法則と概念（保存則・エントロピー・効率） 
・さまざまなエネルギーの特徴 
・エネルギー源の多様化 
・人類のエネルギー利用の変遷 
・エネルギー利用に伴う環境問題 
・持続可能な社会の構築に向けた取り組み 

⑤ 高等学校 ：持続可能な社会の形成 
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・エネルギーに関する法則と概念（保存則・エントロピー・効率） 
・資源・エネルギー・環境の制約 
・社会変革の意識と行動 
・持続可能な社会の構築に向けた取り組み 
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表２.３ 発達段階に応じて学ぶことが望まれるエネルギー概念 
 

視  点 存  在 有  用 

身のまわりには，さまざまなエネルギーがある 
エネルギーは人間生活に欠かせない 

ものである 
基本概念 

 
               補足視点 

段階     学習項目 
自然科学的 

エネルギー概念 
社会の中での 
エネルギー 

生命活動の根源で
あるエネルギー 

社会生活を支える 
エネルギー 

エネルギーの源・エネルギー
を蓄積するもの 

エネルギー源の存在  太陽の変化と四季 人工物におけるエネルギ
ー源 

エネルギーの変換・移動 自然界におけるエネルギー
の流れ 

  人工物の利用におけるエ
ネルギーの流れ 

低
学
年 

エネルギーの恩恵・効果 
 

   エネルギー利用の恩恵 

エネルギーとは何（概略）    
一次エネルギーとその種類 生活で使われる二次

エネルギーとその種類
太陽エネルギーと
四季 

資源ゴミの利用 
エネルギーとエネルギー資源 

枯渇するエネルギー資源と
再生可能なエネルギー源 

 生物のエネルギー
源 

主要な発電方法（概略）

エネルギーの変換・移動及び
変換・移動装置 

自然界におけるエネルギー
の変換・移動 

エネルギー変換・移動
装置の利用 

生物におけるエネ
ルギーの流れ 

人間社会におけるエネル
ギーの変換・移動と蓄積

暮らしを支えるエネルギー 様々な形態のエネルギー 様々な形態のエネル
ギーの利用 

 エネルギーが支える現代
の生活 

中
学
年 

エネルギー利用に伴う環境問
題（概略） 

    

エネルギーの特徴（概略） 枯渇性エネルギー資源の
起源 

 バイオマスエネル
ギーの認識 

化石燃料のエネルギー 

エネルギーの変換・移動及び
変換・移動装置 

エネルギーとは何 エネルギー変換と用途  電力化率の上昇 

発電の仕組みとエネルギー エネルギー量の概念（概
略） 

発電の仕組み  原子力発電の利用 

  
 

  自然エネルギーの利用 

日本におけるエネルギー利用
の歴史 

   現代と昔のエネルギー使
用量の違い 

    社会の変化とエネルギー
に対する要求 

日本社会を支えるエネルギー
と我が国のエネルギー事情 

   現代の日本社会と化石
燃料 

エネルギー利用に伴う課題  
 

  生活面での消費が増加 

小 
 

学 
 

校 

高
学
年 

エネルギー環境問題への取り
組み 

   省エネ技術開発や社会
的な仕組みづくり 

エネルギーに関する法則と エネルギー概念 エネルギー効率 食物連鎖  
概念 
（保存則・エントロピー・効率） 

地球のエネルギー平衡  温室効果ガスの効
能 

 

様々なエネルギーの特徴 エネルギーの形態と特徴 エネルギーの利用と文
化 

炭素循環  

 エネルギー源とエネルギー
密度 

仕事量とエネルギー量   

エネルギー源の多様化 自然エネルギーの種類と特
徴 

エネルギー回収期間と
カーボンニュートラル 

 自然エネルギーの意義 

 原子力エネルギーの源 
 

  原子力発電の意義 

人類のエネルギー利用の変
遷 

   近代社会の成立とエネル
ギーの役割 

    エネルギーの利用と生活
水準 

エネルギー利用に伴う環境問
題 

    

持続可能な社会の構築に向
けた取り組み 

    

中 
 

学 
 

校 

  
 

   

エネルギーに関する法則と 
概念 

エネルギー概念 エネルギー効率  社会システムにおけるエ
ネルギーの役割 

（保存則・エントロピー・効率）    技術革新と社会変革 
資源・エネルギー・環境の制
約 

エネルギー源としての太陽 社会の成り立ちとエネ
ルギー 

 エネルギーと QOL 

    途上国の開発の権利 
 

社会変革の意識と行動  人類社会におけるエネ
ルギーの意義 

生物多様性 技術立国への道 

    環境立国への道 
 

高 

等 

学 

校 

持続可能な社会の構築に向
けた取り組み 

   リスクとヘネフィッ 
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視点 有  限 有  害 保  全 

人間が利用できるエネルギー資源には限りがある 
エネルギーの不適切な利用が 
環境破壊を引き起こしている 

 

再生可能な 
エネルギー 

再生不可能な 
エネルギー資源 

有限性と社会 
エネルギー利用が

もたらす影響 
有害性と社会 

私たちはエネルギーを，循
環，抑制，共生の視点から，
その持続的利用を考える必
要がある 

太陽と自然エネル
ギー 

エネルギーの有限性  人工的なエネルギ
ー源の使用後 

 エネルギー利用に求められ
る後始末 

自然エネルギーの
性質 

     低
学
年 

    エネルギー利用によ
る弊害 

適度なエネルギーの利用 

      
自然エネルギーの
制約 

エネルギー資源の減
少 

人間活動とエネルギー
資源 

燃料の燃焼に伴う
問題 

 自分自身の行動がエネルギー資源
の減少に関係していることの認識 

 
 

     

 エネルギー蓄積装置
の制約 

エネルギー変換装置
や蓄積装置との関わり

 エネルギー変換装置や
蓄積装置の適切な利用 

ものを大切にすることの必要
性の理解 

    エネルギーの危険性 エネルギー利用に伴う問題
に対する関心と理解 

中
学
年 

   エネルギーの利用
と環境の関わり 

 自分自身の行動が環境の問題に直
接関係していることの理解 

エネルギー蓄積装
置の利用 

 エネルギーと人口 エネルギー資源の
長所と短所 

 正確な知識に基づくバランス
のとれた考えの重要性 

 
 

     

 
 

ベストミックス     

自然エネルギー普
及の条件 

  自然エネルギーの
影響 

  

 
 

石油危機の経験     

 
 

     

 日本のエネルギー資源
自給率と確保の状況 

食料自給率と仮想水    

 エネルギー資源の可
採年数 

石油は工業原料 温暖化の進行 地球温暖化問題に対
する危機の認識 

国レベルまで視野を広げて
興味関心を持つ 

小 
 

学 
 

校 

高
学
年 

再生可能エネルギー
の利用への取り組み 

化石燃料の効率的利用や
原子力発電の高度化 

循環型社会へ向けた
取り組み 

温室効果ガス削減
への取り組み 

地球温暖化防止に対
する日本の国際貢献 

行動し周囲に広げることの重
要性 

 資源リサイクルの必要性 リサイクルとエネルギー    
   温暖化と温室効果

ガス 
  

 
 

     

 エネルギー価格の高
騰と代替燃料の開発 

ノーブルユース   適切なエネルギー開発 

自然エネルギー利
用の留意点 

 バイオマス燃料利用の
留意点 

自然エネルギーの
課題 

  

 ウラン燃料も有限 
 

 原子力発電の課題   

  エネルギー資源の確
保と国際紛争 

化石燃料の問題点 エネルギーの平和利
用 

歴史認識 

  エネルギー消費量の
国際格差 

  国際貢献の意識 

  地球の有限性 温室効果の影響 エネルギーの利用とリ
スク 

国際的視野での興味関心と
正確な知識 

 低炭素社会に向けた
取り組み 

３Ｒへの参画と実践 低炭素社会への認
識の共有 

地球温暖化防止に対
する日本の国際貢献 

生活スタイル見直しと社会へ
の働きかけ 

中 
 

学 
 

校 

  格差是正に向けた国
際協調 

 技術の革新と社会の
変革 

社会制度整備への協力と行
動 

     技術と社会の改革 
 

  低炭素社会   社会への参画 
  理解と合意形成   合理的な仕組み 

 
  変化のインセンティブ 客観的な評価  国際的に主導 

 
  既に許容限度を超過  バランスと具体性 未来世代の権利 

 
  地球温暖化への危機意

識とスピード感のある対策
 無作為の問題 人権の尊重 

高 

等 

学 

校 

  限られた対策の資源を
バランスよく配分 
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表２.３ 発達段階に応じて学ぶことが望まれるエネルギー概念（存在） 
 

 存  在 

 身のまわりには，さまざまなエネルギーがある 

 自然科学的エネルギー概念 社会の中でのエネルギー 

エネルギー源の存在：エネルギーの流れにはその元となるものがあ

り、自然界では太陽、おもちゃでは電池やぜんまい 

 

自然界におけるエネルギーの流れの存在：自然界の営みには必ずエ

ネルギー源から変換・移動するエネルギーの流れがある 

 
小学校 

低学年 

  

エネルギーとは何（概略）：何をするにもエネルギーがいる。何かを

するもとになる能力のことである 

生活で使われる二次エネルギーとその種類：電気やガソリン・灯油など、

一次エネルギーを加工し使い易くしたエネルギーを二次エネルギーと

呼ぶ。我々が日常的に触れるエネルギーはほとんど二次エネルギーであ

る 

一次エネルギーとその種類：石油や石炭など、自然界から産出され

たままのエネルギー、見つかるエネルギーを一次エネルギーと呼ぶ

エネルギー変換・移動装置の利用：エネルギーを利用するには必ず何ら

かの変換・移動装置を必要とし、我々は利用するエネルギー形態に応じ

て装置を用意し使い分けている 

枯渇するエネルギー資源と再生可能なエネルギー源：石炭・石油・

天然ガスなどは使うとなくなる（枯渇する）。太陽、風、水力、バイ

オマス及び地熱などの自然エネルギーは太陽または地球内部から絶

えず一定量が供給されている 

様々な形態のエネルギーの利用：我々は様々な形態のエネルギーの特徴

を利用して生活を快適にしている 

自然界におけるエネルギーの変換・移動：太陽から放射される光は

エネルギーであり、水や大気を媒介にしたエネルギーの変換・移動

（水の循環、風、潮流など）を引き起こしたり、植物に吸収されて

栄養部として蓄えられ（変換・蓄積）食物連鎖を通して変換・移動

したりする 

 

小学校 

中学年 

様々な形態のエネルギー：エネルギーは様々な形態をとり、形態ご

とに固有の特徴がある 

 

枯渇性エネルギー資源の起源：化石燃料（石油，石炭，天然ガス）

の起源は大古の太陽エネルギーである。ウランの起源は太陽系創生

時に由来する 

エネルギー変換と用途：電気エネルギーが様々な形態のエネルギーに変

換して利用されるように、エネルギーは変換・移動でき、用途に合わせ

て使いやすい形態で利用される 

エネルギーとは何：何をするにもエネルギーがいる。電気にもエネ

ルギーのもとが、そのエネルギーを変換して電気エネルギーが得ら

れる 

発電の仕組み：商業用発電で使われる発電機はコイルと磁石の作用（電

磁誘導）を利用して発電している 
小学校 

高学年 

エネルギー量の概念（導入）：多く発電するには多くの燃料（エネル

ギー源）が必要となる。多くのことをすると多くのエネルギーを消

費する 

 

エネルギー概念：エネルギーとは仕事をする能力である 

エネルギー保存の法則 

エントロピー増大の法則 

エネルギー効率：エネルギーには有効に利用できるものと利用できない

ものがあり、同じことをしても、人、環境、利用方法等で使用されるエ

ネルギー量が異なる 

地球のエネルギー平衡：地球に入射される太陽エネルギーと再放射

されるエネルギーは等しい 

エネルギーの利用と文化：同じ仕事（求める機能）でも異なる形態のエ

ネルギーを使って実現することができ、人々は文化・風土にあった変換

装置（道具）・嗜好・ライフスタイルで使い分けている 

エネルギーの形態と特徴：様々な形態のエネルギーは、動的なエネ

ルギーと潜在的な状態のエネルギーとに分けられる 

仕事量とエネルギー量：大出力・多量の電力を要する電化製品にはコン

セントの電気が使われ、小出力・少量の電気製品は電池でも使える 

エネルギー源とエネルギー密度：エネルギー源にはエネルギーが凝

縮されたものと希薄なものがある。化石燃料や原子核エネルギーは

密度か高いが自然エネルギーは一般的に低い 

エネルギー回収期間とカーボンニュートラル：そのエネルギー利用が有

効なものであるには投入エネルギー以上のエネルギーが利用でき、二酸

化炭素の排出増を招かないものである必要がある 

自然エネルギーの種類と特徴：再生可能な自然エネルギーには太陽

起源の、水力、風力、太陽熱、太陽光、バイオマスがある。その他

に地熱と潮汐がある。エネルギー密度は化石燃料にくらべ非常に希

薄 

 

中学校 

原子力エネルギーの源：原子力発電はウランの原子核エネルギーを

利用。エネルギー密度は化石燃料よりさらに高い 

 

エネルギー概念：エネルギー変換装置内でのエネルギーの挙動はエ

ネルギーの法則に従うが、変換・移動に伴い使えなくなるエネルギ

ーが存在する 

エネルギー効率：エネルギーの利用には必ず損失が伴い、入力に対する

有効な出力の割合を効率とよび、エネルギーの効率的利用にはこの割合

の高いものを使用することが必要である 

エネルギー源としての太陽：地球システムは太陽エネルギーによっ

て駆動されている 

社会の成り立ちとエネルギー：その社会が利用できるエネルギーが社会

の文化や歴史、生活様式に影響する 
高等学校 

 人類社会におけるエネルギーの意義：人々が心豊かで意義深く尊厳を持

って生きることができる社会を維持していくには、ある程度のエネルギ

ーの消費は欠かせない 
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表２.３ 発達段階に応じて学ぶことが望まれるエネルギー概念（有用） 
 

 有  用 

 エネルギーは人間生活に欠かせないものである。 

 生命活動の根源であるエネルギー 社会生活を支えるエネルギー 

太陽の変化と四季：太陽の光の変化（日照時間、日の高さ）と

ともに四季が移り変わっている 

人工物におけるエネルギー源：電池、ばね、ゴムなどがエネルギーを蓄え様々

な装置・道具を動かすエネルギーを提供する 
 人工物の利用におけるエネルギーの流れ：人間がつくり利用するものにも自

然界と同じようにエネルギーの流れがある 
小学校 

低学年 

 エネルギー利用による恩恵：エネルギーを使って装置・道具を利用すると、

一個の人間ではできない様々なこと（量と質の両面）が可能となる 
太陽エネルギーと四季：地球の公転に伴う太陽エネルギーの年

間を通した規則的変化が四季の移ろいを生み出している 
資源ゴミの利用：ゴミも分別すればエネルギー源や資源として活用できるも

のもある 
生物のエネルギー源：我々のエネルギー源は太陽から生産され

た生物のつながりであり、人類は太陽の恵みに感謝する儀式を

行ってきた。また、栄養として取り入れた食物の一部は体に蓄

え後で使用している 

主要な発電方法（概略）：現在の電気エネルギーのほとんどが回転する羽根

車に発電機つなぐ方法でつくられている。羽根車をまわすエネルギーとして

火力（化石燃料）・原子力（ウラン）・水力（水頭差）が使われている 

生物におけるエネルギーの流れ：食べ物から得られるエネルギ

ーを変換・移動させることで我々は体温を維持し、活動し、生

命を保持している 

人間社会におけるエネルギーの変換・移動と蓄積：太陽電池は光を電気に変

換する装置、蓄電池は内部に蓄えた有限のエネルギーを電気として取り出す

装置である（４学年理科「Ａ物質・エネルギー／(3)電気の働き」で学習）

小学校 

中学年 

 エネルギーが支える現在の生活：電池などがない時代、人類は自然のエネル

ギーだけで生活していたが、現代はエネルギーに依存した生活をしており、

エネルギーの利用の可否が生命を左右することもある 
バイオマスエネルギーの認識：植物は太陽のエネルギーを蓄え

たものであり、動物のエネルギー源（食べ物）にもなるし、そ

れから車の燃料も作ることができる 

化石燃料のエネルギー：化石燃料（石炭・石油・天然ガス等）は空気中の酸

素と反応して燃焼し、エネルギーを発生する。同時に二酸化炭素などの廃棄

物もできる 
 電力化率の上昇：社会の発展とともにエネルギー利用に占める電力の割合が

高くなる 
 原子力発電の利用：石油代替エネルギーとして導入が推進された原子力発電

は日本の発電量の約１／３を担っている 
 自然エネルギーの利用：水力，風力，太陽光はまだわずかであるが、二酸化

炭素の排出を伴わないクリーンな国産の再生可能エネルギー資源として主

に発電に利用され始めた 
 現代と昔のエネルギー使用量の違い：現代の日本人は昔の人の生活の何倍も

のエネルギーを消費して生活している 
 社会の変化とエネルギーに対する要求：豊かな社会では、電気のようなクリ

ーン、安全かつ便利なエネルギーがますます使われる 
 現代の日本社会と化石燃料：化石燃料、特に石油は出力密度、利便性に優れ

ているため、様々な分野で大量に使われ、日本の高度成長を支えるとともに、

高度にエネルギー利用が進んだ現代でも、 も多量に利用されている 
 生活面での消費が増加：産業部門でのエネルギー消費は鈍化傾向にあるが民

生・運輸部門での消費が引き続き増加している 

小学校 

高学年 

 省エネ技術開発や社会的な仕組みづくり：ハイブリッド自動車の開発やトッ

プランナー制度など、エネルギーのさらなる効率的利用に向けた仕組みの導

入が進められている 
食物連鎖：生物は食物連鎖を通して太陽起源のエネルギーを確

保しており、上位の生物を支えるためその必要量を大きく上回

る下位の生物を必要とする 

自然エネルギーの意義：水力，風力，太陽光，バイオマスなどの自然エネル

ギーは人類が初めて利用したエネルギー資源であった。時代を経て今後の社

会を担うエネルギーとして再び利用していく必要がある 
温室効果ガスの効能：適量の温室効果ガスの存在が地表を生物

の生存に適した温度に維持している 
原子力発電の意義：原子力発電は二酸化炭素の排出を伴わない準国産エネル

ギー源として日本及び多くの先進国の電力需要を支えている 
炭素循環：太陽エネルギーは炭素を媒介として、光合成を通し

て有機物に蓄えられ、食物連鎖を通して消費される。その後炭

素は再び自然界に戻るサイクルを形成している 

近代社会の成立とエネルギーの役割：産業革命はエネルギーの使用を増大さ

せ、人口の増加や社会の発展をもたらした 
中学校 

 エネルギーの利用と生活水準：エネルギーの利用は工業生産から農林漁業、

生活及びサービスなどあらゆる部門に広がり、医療、健康も含めた生活水準

の向上をもたらした 
生物多様性：豊かな生態系の存在は人類にとって欠かせない存

在であり多様性の確保に努めなければならない 

社会システムにおけるエネルギーの役割：あらゆるものには，生産・流通・

消費・廃棄にいたるまで，エネルギーが投入されている 
 技術革新と社会変革：エネルギーを効率的に利用する省エネ社会を実現する

には、省エネ機器の開発とともに、社会の仕組みをエネルギー効率を意識し

たものに変えることも必要であり、様々な分野で取組が始まっている 
 エネルギーと QOL：その社会が利用できるエネルギーの質と量が人々の生活

の質に影響する 
 途上国の開発の権利：先進国並みの豊かで快適、安全な社会生活を営むには

ある程度のエネルギー消費が必要となり、開発途上国にも同様の恩恵を享受

する権利がある 
 技術立国への道：エネルギー環境問題への対策として環境産業を育て経済を

活性化することも可能であり、日本の技術は世界を先導している 
 環境立国への道：地球温暖化防止に向けた対策で世界をリードすることによ

って各国からの尊敬を得ることができる 

高等学校 

 リスクとヘネフィット：すべての技術や制度には便益とともにリスクが伴

い、社会がそれを採用するにあたっては両者の軽重を評価している 
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表２.３ 発達段階に応じて学ぶことが望まれるエネルギー概念（有限） 
 

 有  限 

 人間が利用できるエネルギー資源には限りがある。 

 再生可能なエネルギー 再生不可能なエネルギー資源 有限性と社会 

太陽と自然エネルギー：自然界のエネルギ
ーの流れは毎日・毎年実感できるように再
生可能である 

エネルギーの有限性：電池などに蓄えられたエ
ネルギーは使用すると減少し、なくなる 

 

小学校 

低学年 自然エネルギーの性質：自然界を流れるエ
ネルギーの量は気候や天候などによって
変化する 

  

自然エネルギーの制約：再生可能エネルギ
ーは日光、風、水の流れなどの範囲内でし
か利用できない 

エネルギー資源の減少：石油や石炭などのエネ
ルギー資源は使うと減少する 

人間活動とエネルギー資源：水やガスを利用するのにもエ
ネルギーが使われ、電気も一次エネルギーから作られる。
人間の活動は必ずエネルギーを消費し、そのエネルギーが
枯渇性のエネルギー資源に由来するものであるなら、必ず
エネルギー資源の減少を招く 

小学校 

中学年 
 エネルギー蓄積装置の制約：電池などに蓄えら

れたエネルギーは使用すると減少し、なくなる。
再補給ができないと使えなくなる 

エネルギー変換装置や蓄積装置との関わり：装置を作った
り廃棄したりするのにもエネルギーを必要とし、構成材料
として有限の物質資源を必要とする 

エネルギー蓄積装置の利用：エネルギーを
需要の特性（出力・量）に応じて一時的に
蓄える装置を利用すると利便性を高める
ことができる 

ベストミックス：電気を大量に蓄える技術はま
だ十分ではなく、コンセントから届けられる電
気は刻々と変化する消費にあわせて様々な発電
方式を組み合わせて発電されている 

エネルギーと人口：エネルギー消費の増加は食糧の増産に
結びつき人口の増加を招く。化石燃料の利用が近年の人口
の急増に貢献した 

自然エネルギー普及の条件：自然エネルギ
ーの分布は希薄なため、大規模な利用には
面積、輸送さらに費用などの様々な制約が
あり、普及促進には国民の意思と誘導政策
が欠かせない 

石油危機の経験：二度の石油ショックを経験し、
国内ではエネルギー源の多様化と省エネが推進
された 

食料自給率と仮想水：日本は食べ物及び家畜の餌の多くを
海外から輸入しており、結果的にそれを育てるのに必要な
多くの水も海外に依存している 

再生可能エネルギーの利用への取組：次世
代太陽光発電や燃料電池の開発などが進
められている 

日本のエネルギー資源自給率と確保の状況：化
石燃料及びウラン燃料には限りがあり、日本は
そのほとんどを輸入に頼っている。特に石油は
ほとんどを政情不安な中東地域から多くの国々
が関わるシーレーンを経由して輸入している 

石油は工業原料：石油はエネルギー資源であるとともに工
業製品の貴重な資源でもある 

 エネルギー資源の可採年数：エネルギー資源の
枯渇が近づいており、代替エネルギーの開発と
エネルギーの効率的利用が求められている 

循環型社会へ向けた取り組み（導入）：ごみ発電やプラスチ
ックの再利用など、ゴミを資源として利用する取り組みな
どが進められている 

小学校 

高学年 

 化石燃料の効率的利用や原子力発電の高度化：
石炭火力の高効率や二酸化炭素貯留技術、高速
増殖炉の開発などが進められている 

 

自然エネルギー利用の留意点：水力，風力，
太陽光，バイオマスなどの自然エネルギー
の利用によるエネルギー供給には制約が
あり、その不適切な利用は，資源の枯渇を
促進することがある 

資源リサイクルの必要性：エネルギーを効率的
に利用する装置の制作にも資源を必要とし、希
少金属原料の枯渇、偏在、価格高騰が顕在化し
つつある 

リサイクルとエネルギー：リサイクルにはエネルギーを必
要とし廃棄物も生じるため、リサイクルの要否、適切なリ
サイクル割合は資源によって異なる 

 エネルギー価格の高騰と代替燃料の開発：安価
な化石燃料の枯渇はエネルギー価格の高騰を招
くが、同時にそれまで経済的に不利であった代
替燃料の開発を促進する 

ノーブルユース：質のいいエネルギー資源はそれが本当に
求められる部門での用途に限定し、様々なベストミックス
を考えながら戦略的に使用していく必要がある 

 ウラン燃料も有限：プルトニウムの再利用をし
なければウランもそう遠くない将来に枯渇す
る。プルトニウム利用技術が確立すれば資源の
枯渇時期を大幅に延長できる可能性がある 

バイオマス燃料利用の留意点：食料と競合するバイオマス
燃料の生産は食料不足、価格の高騰を招き、新たな貧富の
拡大を招くおそれがあり、慎重に進める必要がある 

 低炭素社会に向けた取組：ハイブリッド自動車
の開発やトップランナー制度など、エネルギー
のさらなる効率的利用に向けた仕組みの導入と
ともに、スローライフなど生活様式の見直しに
向けた取組も始められている 

エネルギー資源の確保と国際紛争：エネルギー供給は国民
生活の基盤であり、エネルギー資源の確保をめぐって何度
も国際紛争が発生している。枯渇が視野に入り始めますま
す獲得競争が激化する恐れがある 

  エネルギー消費量の国際格差：エネルギーの消費は国の開
発状況によって大きく偏っており、先進国と開発途上国の
一人当たりのエネルギー消費量には大きな格差がある 

  地球の有限性：温室効果ガスの排出等、人類による環境影
響は地球の吸収能力を大幅に超えている。温室効果ガスの
増加による気温上昇を止めるには、二酸化炭素排出量を全
世界で現状の半分よりさらに少なくする必要がある 

  ３R への参画と実践：３Ｒ社会の実現に向けた様々な取り
組みが始められており、自ら積極的に関わっていくことが
求められている 

中学校 

  格差是正に向けた国際協調：国家間の貧富の格差は緊張を
高め、温室効果ガス削減に対する国際協力の阻害要因とな
るため、是正に向けた努力が欠かせない 

  低炭素社会：低炭素社会の実現に向けた取り組みが今後本
格的に必要となる 

  理解と合意形成：社会の変革には必ず恩恵と痛みが伴い国
民的理解と合意形成に向けた努力が必要である 

  変化のインセンティブ：人々や企業の経済状況、性向は様々
であり、社会のグリーン化には意識の変化だけでなく、補
助金や課徴金などによる誘導策が必要なこともある 

  既に許容限度を超過：温室効果ガスの排出は既に地球の許
容限度を大幅に超えており、削減に向けて国際的視点での
取り組み、制度作りが欠かせない。 

  地球温暖化への危機意識とスピード感のある対策：問題点
が顕在化しつつあるものに対する対策はスピード感をもっ
て行う必要があり、地球温暖化に対して正確な危機感を持
つ必要がある 

高等 

学校 

  限られた対策の資源をバランスよく配分：我々が保有して
いる対策への資源も有限であり、バランスのとれた対策が
不可欠である。 
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表２.３ 発達段階に応じて学ぶことが望まれるエネルギー概念（有害） 
 

 有  害 

 エネルギーの不適切な利用が環境破壊を引き起こしている。 

 エネルギー利用がもたらす影響 有害性と社会 

小学校 

低学年 

人工的なエネルギー源の使用後：電池は電気が使えるときは役に立

つものだが、電気がなくなるとそのままではゴミになる 

エネルギー利用による弊害：雨が降らずに陽が当たり過ぎると草花が枯

れたり、強い風でものが飛んだり、エネルギーが適量でないと悪い影響

が出ることもある 

燃料の燃焼に伴う問題：石油や石炭及び薪や木炭を燃やすと有害な

廃棄物（SOx、NOx、CO2など）が発生する 

エネルギー変換装置や蓄積装置の適切な利用：装置は使用終了後適切に

廃棄・リサイクルする必要がある 小学校 

中学年 エネルギーの利用と環境の関わり：エネルギーの利用は必ず何らか

の環境影響を伴っていることを理解する 

エネルギーの危険性：エネルギーは暮らしを快適にする一方、管理状態

で使用されないと体や回りの物に危害を及ぼす恐れがある 
エネルギー資源の長所と短所：全てのエネルギー資源には長所と短

所がある。全ての発電方法にも長所と短所がある） 
化石燃料：二酸化炭素  水力：ダムによる自然破壊のおそれ 
原子力：事故の不安と高レベル放射性廃棄物の処分 

地球温暖化問題に対する危機の認識：温暖化の影響は徐々に顕在化して

おり、このまま放置すると取り返しの付かない状況まで温暖化が進行す

る恐れがある 

自然エネルギーの影響：再生可能といわれる自然エネルギーも取り

扱いによっては局所的に悪影響を及ぼすおそれがあり、地球温暖化

防止への有効性も様々である 

地球温暖化防止に対する日本の国際貢献：今後温室効果ガスを世界全体

で大幅に削減する無必要があり、日本にリーダーシップが求められてい

る 
温暖化の進行：温室効果ガスの排出量は地球の吸収能力を超えてお

り、主要な温室効果ガスである二酸化炭素の大気中濃度は徐々に増

えつつある 

 

小学校 

高学年 

温室効果ガス削減への取組：京都議定書など温室効果ガス削減に向

けた国際的取り組みが始まり、エネルギー源のグリーン化、大幅な

省エネ対策等が求められている 

 

温暖化と温室効果ガス：大気中の温室効果ガスの増加は地球放射を

妨害するため気温が高めにシフトすることによってエネルギー平衡

が維持されている 

エネルギーの平和利用：通常兵器、核兵器を問わず、エネルギーは兵器

としても用いられてきた歴史があり、平和利用への取り組み、監視を欠

かしてはならない 
自然エネルギーの課題：バイオマス燃料生産に伴う熱帯雨林の伐採、

環境破壊は地球温暖化を逆に促進する恐れがあり、実効性のある方

法で慎重に進める必要があるように、自然エネルギーの利用にも課

題がある 

エネルギーの利用とリスク：エネルギー利用だけでなく全ての活動には

必ず功罪の両面がある。しかしリソース（人・物・金）に限界があるた

めバランスよくリソースを分配し総合的にリスクを最小化する取組が

必要である 
原子力発電の課題：原子力発電には放射線事故に対する不安や放射

性廃棄物の処理などの課題がある 
地球温暖化防止に対する日本の国際貢献：今後温室効果ガスを世界全体

で大幅に削減する無必要があり、日本にリーダーシップが求められてい

る 
化石燃料の問題点：産業革命以後の化石エネルギー資源の大量消費

は，結果的に地球温暖化や酸性雨などによる地球的規模の環境破壊

をもたらした 

技術の革新と社会の変革：地球温暖化は人類が経験したことのない課題

であり、前例にとらわれず技術開発や社会の仕組みの変革を進める必要

があり、積極的に関わっていく必要がある 
温室効果の影響：温室効果ガスの増加による気温上昇は一定限度を

超えると不可逆的に進むと考えられており、限度内でとめる必要が

ある 

 

中学校 

低炭素社会への認識の共有：温室効果ガスのドラスチックな削減に

向けて国際的合意が形成され、その目標達成に向けた取組が始めら

れようとしている 

 

客観的な評価：リスクとベネフィットは例えば LCA などの手法で定

量的に評価し判断する必要がある。 

バランスと具体性：過度な対策、バランスを欠いた対策、実現に向けた

具体的裏づけがない対策は社会的損失を増大させるだけの結果に終わ

るおそれがある 高等学校 

 無作為の問題：問題点の変革ができず無作為に陥るとますます社会的損

失を増大させる恐れがある 
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表２.３ 発達段階に応じて学ぶことが望まれるエネルギー概念（保全） 
 

 保  全 

 私たちはエネルギーを，循環，抑制，共生の視点から，その持続的利用を考える必要がある。 

エネルギー利用に求められる後始末：使い終わった電池などは適切に廃棄処分しないと生活環境を悪くする 小学校 

低学年 適度なエネルギーの利用：エネルギーを適度に利用すると楽しく遊ぶことができる 

自分自身の行動がエネルギー資源の減少に直接関係していることの理解：エネルギーやエネルギー利用に伴う影響に関心を持ち、

自分自身が責任を持てる範囲内についてエネルギー消費の削減に努める 

ものを大切にすることの必要性の理解：ものを大切に使い、再使用、リサイクルすることの必要性を知り実行する 

エネギーの利用に伴う問題に対する関心と理解：エネルギー問題に関心をもち進んで調べできることから行動する 

小学校 

中学年 

自分自身の行動が環境の問題に直接関係していることの理解：エネルギーの利用が環境に対して影響を及ぼすことに関心を持つ 

正確な知識に基づくバランスのとれた考えの重要性：エネルギー資源をバランスよく利用することが重要であり、先入観をもたず

客観的に正確に理解する態度をもつ 

国レベルまで視野を広げて興味関心を持つ：エネルギーやエネルギー利用に伴う環境の問題に対して絶えず関心をもち、日本国の

取り組みについて正確な情報に触れる 

小学校 

高学年 

行動し周囲に広げることの重要性：自分自身だけでなく家族も巻き込み、様々な場面でエネルギーの効率的な利用と 3R の実行に

努める 

適切なエネルギー開発：エネルギーの確保は食料・水同様、生存の基本であり、適正な規模で開発しなければならない 

歴史認識：低廉豊富なエネルギーと無限の地球環境を前提とした社会から、有限の地球において限られた資源で生きる社会構築へ

の転換点にいることを明確に認識しなければならない 

国際貢献の意識：石油などの資源・エネルギーを外国に依存する日本は，世界平和や相互理解に貢献しなければならない 

国際的視野での興味関心と正確な知識：エネルギーやエネルギー利用に伴う環境の問題に対して絶えず関心をもち、国際的な視野

で正確な知識を身につける 

生活スタイル見直しと社会への働きかけ：自分や家族の生活スタイルを見直し，エネルギーの無駄ない利用を心がけるとともに、

社会に働きかけていかなければならない 

中学校 

社会制度整備への協力と行動：行政や企業も含めて社会全体が循環型社会形成に向けた社会制度の確立に向けて協力し，行動する

ことが大切である 

技術と社会の改革：エネルギー資源を持続的に利用するためには，消費の抑制，システムの効率化，代替エネルギーの開発を図る

必要がある 

社会への参画：エネルギー利用を考えるにあたって，私たちは現代の社会システムや生活スタイルを見直し，循環型社会形成に向

けて主体的に参画し行動する必要がある 

合理的な仕組み：企業・地域・国家等において，公正なエネルギー資源の配分や環境に負荷を与えないシステム作りが必要である

国際的に主導：国際的な仕組みづくりは国益にも影響を及ぼすので、日本は積極的に主導・貢献する必要がある 

未来世代の権利：判断、行動する場合、未来世代にも現世代と同等の生活水準を維持する権利があることを忘れてはならない。 

高等学校 

人権の尊重：人々は自らの有意義な人生のためにエネルギーを使用する権利があると同時に他の人々の権利を妨げてはならない 
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第三章 エネルギー環境教育の実践と外部機関の協力・支援 

１．エネルギー環境教育の現状 

必修の位置付けにないエネルギー環境教育が教室に持ち込まれるには、学校教育として

取り上げるに値する十分な意義があり、それを達成するための確固たる教育体系が用意さ

れていることが必要である。これについては前章で論議した。 
それではエネルギー環境教育はどの程度まで学校に浸透しているであろうか。「総合的

な学習の時間」のテーマに 適であると考えられるが、食育、徳育、情報リテラシー教育

など、現代の様々な課題に対応する教育の実施が求められている中で、エネルギー環境教

育が選ばれる可能性はそう高くはない。民間研究所が教育界に対して調査を依頼すること

は不可能に近いが、情報センターが２００４年と２００８年に学校を対象に調査を行い、

結果を公表している。その結果から、エネルギー環境教育の現状をみる。 

（１）エネルギー環境教育の状況と学校及び教師の認識 

表３.１にエネルギー環境教育の実施状況を示す。２００４年度から２００８年度まで

の間で、教科で教科書の内容を充実させるかたちでエネルギー環境教育を行っている学校

は、小学校で半数、中学校で１／４程度まで増加している。しかし、体系的な取り扱いが

可能な「総合的な学習の時間」に注目すると、「環境」を扱う学校は小学校で９割、中学

校で２／３であるにもかかわらず、エネルギーが含まれる内容を扱う学校は、小学校で増

えたとはいえ小・中学校とも１割前後に過ぎず、４年間で目立って増加していない。 

 
表３.１ エネルギー環境教育の実施状況 （％）

 校種 ２００４年度調査 ２００８年度調査

小学校 ２９．４ ５０．７ 教科で教科書の内容を充実させるか

たちでエネルギー環境教育を行って

いる学校 中学校 １７．３ ２５．２ 

小学校 ７８．４ ８７．６ 「総合的な学習の時間」に 

「環境」を扱う学校 中学校 ５２．４ ６６．０ 
小学校 １０．８ １５．１ 「総合的な学習の時間」に 

「エネルギー」を扱う学校 中学校 １０．７ ９．４ 
 
学校や教師はエネルギー環境教育をどのように評価しているであろうか。表３.２は、エ

ネルギー環境教育に対する学校としての認識と、調査校の教師がどのように認識している

と思われるかを尋ねた結果である。ほぼ１００％近い学校が重要と認識しており、４年間

で大変重要との認識がさらに増えている。しかし、教師自身の認識・知識については７割

近くが不十分との回答である。 
図３.１はエネルギー環境教育に関する学校側の問題点に対する認識である。小学校、中

学校を問わず全ての項目について、７０～８０％の割合で問題があるとの回答が得られて

いる。扱う範囲が専門的で広いだけでなく、原子力発電のように社会的観点からも取り扱

いが難しい内容を含むため、学校全体として前向きに進めるとの意思統一が図れず、した
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がって、教材研究も研修もままならず、教材開発も体験施設の開拓も進まないという状況

が浮き彫りになっている。すなわち、意義や枠組みが用意されてもそれだけでは進まない

エネルギー環境教育の現状を端的に示す結果となっている。自律的に離陸する状況には遠

く、当分、様々な段階において、学校や教員にとって困難な部分に対して外部から節度の

ある継続的なサポートが望まれている。 
 

表３.２ エネルギー環境教育に対する学校及び教師の認識 （％）

 校種 年度
大変重要

である

まあまあ

重要である

あまり重要 
ではない

重要では 
ない 

 

2004 43.5 51.3 0.7 0.4  
小学校 

2008 68.9 30.6 0.0 0.5  
2004 56.0 41.1 0.6 0.6  

学校としてエネルギー

環境教育は重要と認識

しているか 中学校 
2008 67.9 32.1 0.0 0.0  

 
校種 年度

大いに
そう思う

どちらかと
いえばそう

思う 

どちらかと 
いえばそう 
思わない

そう 
思わない 

分から
ない 

2004      
小学校 

2008 12.4 60.8 20.7 4.6 1.4 
2004      

エネルギー環境教育に

対する教師の認識・知識

が不十分か 中学校 
2008 18.3 52.9 15.4 10.6 2.9 

 

上段：小学校
下段：中学校

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

難しい

6.原子力発電の扱いが

施設が不足している

5.学校のニーズに合う体験

材が不足している

4.エネルギーを実感する教

している

3.教師向けの研修会が不足

間が不足している

2.教師が教材研究を行う時

る合意がない

1.学校全体での学習に対す

大いに
そう思う

どちらかと
いえばそう
思う

どちらかと
いえばそう
思わない

そう
思わない

分から
ない

図３.１ エネルギー環境教育の問題点に対する認識（その１） 
 

（報告書に詳細データが記述されず） 

（報告書に詳細データが記述されず） 
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（２）外部機関の支援に対する認識 

外部機関はどの程度活用されているであろうか。図３.２は学校で具体的に実施されてい

る内容に関する調査結果である。小中学校ともインターネット等を利用した調べ学習が主

流であるが、この４年間で学校外部の専門家等による講演・指導が増加していることが見

て取れる。それではこのような外部機関の支援に対する学校側の見方はどのようなもので

あろうか。 
 

小学校

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

エネルギー関連施設の見学

実験・工作

企業や専門機関などの訪問

工場の見学

野外活動自然観察

学校外部の専門家等による講演・指導

清掃工場等の公共施設の見学

インターネットの利用

調べ学習の導入

2004

2008

 

中学校

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

エネルギー関連施設の見学

実験・工作

企業や専門機関などの訪問

工場の見学

野外活動自然観察

学校外部の専門家等による講演・指導

清掃工場等の公共施設の見学

インターネットの利用

調べ学習の導入

2004

2008

 
図３.２ エネルギー環境教育として具体的に実施している内容 

％

％ 
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図３.３は外部機関の支援に対する学校側の認識である。行政・企業等からの情報提供や

支援に対する評価は２分されている。しかし、企業等が提供する資料については小中学校

とも８割の学校が授業には適さないと答えている。専門家としての講演・指導等の受け入

れは進めているが、その専門家が作成した資料については授業に使えないとの評価がくだ

されている。専門家の講演・指導能力と専門家が作った資料の良し悪しは別とするのは楽

観的過ぎよう。すなわち、必ずしも学校教育に 適な存在として評価しているわけではな

いが、児童生徒が情報により直接的に触れたり活動の幅を広げたりする手段としての意義

をより重視して、外部機関の活用を進めているものと推察される。そして、この学校現場

のニーズと実態とのミスマッチが、学校のニーズと外部機関の能力とをうまく調整してく

れる地域の中核的組織･情報拠点への要望に結びついているものと考えられる。 

上段：小学校
下段：中学校

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

情報拠点が不足している

3.地域で推進する中核組織・

に適さない

2.企業等からの資料が授業

供や支援が不足している

1.行政・企業等からの情報提

大いに
そう思う

どちらかと
いえばそう
思う

どちらかと
いえばそう
思わない

そう
思わない

分から
ない

図３.３ エネルギー環境教育の問題点に対する認識（その２） 
 
専門家等による講演・指導等などの形で外部機関との連携が進んだことに対して、実態

調査委員の一人は次のような見方をしている。 
「教科書もなく自分の専門外のことをやる場合、学校現場では苦労することが多

い。教材研究に割ける時間がない中、できるだけ効率よく進めるためには、人に

聞いたりあるいは任せたりすることが一番てっとり早い。外部講師を招いたり、

他教科の人に聞いたりする事が多くなる。今回の実態調査結果の特徴である“連

携強化”は、そのような学校現場のとまどいを反映しているのではないか。」 
 
図３.４は外部機関から受けている又は期待する支援を示したものである。２００４年と

２００８年の両年にわたって期待が５０％程度と高いのは、「指導者の育成」、「教師に対す

る研修機会の拡充」及び「実践に役立つ事例のデータベース化」の３項目である。「指導者

の育成」と「教師に対する研修機会の拡充」については既に２０～３０％の割合で受けた

ことがあるとの回答が寄せられているが、「実践に役立つ事例のデータベース化」の支援実

績は一桁台と小さい。また、「学校での実践や研究に対する資金助成」や「教材研究会等に

おけるカリキュラム・教材開発等への資金助成」などの金銭的支援についても３０％前後

の期待がある。 
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小学校

0 10 20 30 40 50 60 70

教材研究会等におけるカリキュラム
・教材開発等への資金助成

実践に役立つ情報のデータベース化

地域での学校・行政・社会教育団体・企
業などによる研究会・連絡会議等の設置

小・中・高・大学等異校種の連携促進

週末・休暇等を利用した学習
プログラムの提供

企業や専門機関施設の一層の開放

学校での実践や研究に対する資金助成

イベントや研究大会の開催

児童会やPTAなどと連携した活動
プログラムの提供

教師に対する研修機会の拡充

コンクールや表彰の実施

指導者の育成・派遣

今後期待する支援(2004)

現在の支援(2008)

今後期待する支援(2008)

 

中学校

0 10 20 30 40 50 60 70

教材研究会等におけるカリキュラム
・教材開発等への資金助成

実践に役立つ情報のデータベース化

地域での学校・行政・社会教育団体・企
業などによる研究会・連絡会議等の設置

小・中・高・大学等異校種の連携促進

週末・休暇等を利用した学習
プログラムの提供

企業や専門機関施設の一層の開放

学校での実践や研究に対する資金助成

イベントや研究大会の開催

児童会やPTAなどと連携した活動
プログラムの提供

教師に対する研修機会の拡充

コンクールや表彰の実施

指導者の育成・派遣

今後期待する支援(2004)

現在の支援(2008)

今後期待する支援(2008)

 

図３.４ 外部機関から受けているまた期待する支援の内容 

％ 

％ 
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これらの期待が高い項目に共通するのは、教員の知見や指導力の向上と具体的なカリキ

ュラム・教材開発への支援である。特に「実践に役立つ事例のデータベース化」への高い

期待は、「企業等からの資料が授業に適さない」ことを踏まえた学校や教師側の対応であろ

う。すなわち、指導力を向上とともに教員自らカリキュラムを作成できる方向を志向すべ

きと考えていることが伺える。 
しかし、期待の高さは現在不足しているものの裏返しと見ることもできる。外部機関か

ら提供される資料、専門家では不十分であるが、学校や教師が直接カリキュラム・教材を 
 

小学校

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

エネルギー環境教育に関する学会組織

異なる学校段階の他校

大学・研究機関

地域のエネルギー環境関連のNPO・NGO

同じ学校段階の他校

エネルギー環境教育支援団体

企業

子供会・町内会など

自治体

連携先（2004）

連携先（2008）

期待する連携先

 

中学校

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

エネルギー環境教育に関する学会組織

異なる学校段階の他校

大学・研究機関

地域のエネルギー環境関連のNPO・NGO

同じ学校段階の他校

エネルギー環境教育支援団体

企業

子供会・町内会など

自治体

連携先（2004）

連携先（2008）

期待する連携先

 
図３.５ エネルギー環境教育の学校との連携先 
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準備し自ら実践を進めるには、まだ力不足との認識が教育界にある。結果的に上述の実態

調査委員の見方を裏付けていると見ることができよう。 
図３.５は現在の連携先と今後の連携先として期待する相手である。身近で安心感の持て

る自治体、子供会・町内会などが選ばれ、企業とエネルギー環境教育支援団体がその次に

選ばれるグループに入っている。そして、これまでの連携経験を踏まえて今後はさらに様々

な所へと連携先を多様化していこうとの考えが表れている。全体的な方向性は間違ってい

ないが、様々な連携先を使いこなすにはより高度な技量と入念な調整が求められる。学校

及び教師に確かな力が蓄積されないまま、単に目先を変えるためだけの連携にならないよ

うに配慮しながら進める必要がある。 
 

２．外部支援のあり方について 

情報センターの調査結果から、学校や教師が外部機関に具体的に期待するものをまとめ

ると次の三つになる。 
① 専門家等による講演・指導（児童・生徒への直接指導） 
② 教員の知見や指導力の向上への支援（教員の能力開発への支援） 
③ カリキュラム・教材開発への支援（教員のカリキュラム開発への支援） 

前章で示した活動は「③カリキュラム・教材開発への支援」に対応する。この活動で得

られた成果を活用して実践研究を進めるため、２０００年度に京都地区を拠点として、現

職教員が参加する実践研究のプロジェクト（研究代表：山下宏文、以下「INSS 関西プロ

ジェクト」と略す）を立ち上げた。このプロジェクトの研究目的は次の通りである。 
○ア  前章で提案したエネルギー環境教育の考え方に基づく実践事例を積み上げる 
○イ  教師・学校と直接関わることによって外部機関と学校との連携のあり方を探る 

○アの活動は、具体的な事例開発を通して「③カリキュラム・教材開発への支援」を推進

するものである。さらに「検討・実践・評価・改善及び成果の報告」という一連の活動を

通して、プロジェクトに直接参加する教師だけでなく、校内及び周辺校の教員も巻き込み

ながら「②教員の知見や指導力の向上への支援」にも貢献できる。すなわち、関西プロジ

ェクトの活動そのものが、②及び③の期待に応える一つの支援のあり方を示すものとみな

すことができる。 
一方、○イの活動は「①専門家等による講演・指導」の観点も含めて、外部機関が学校教

育とどのように関わっていくべきかを広く探ろうとするものである。以下では、この視点

から外部支援のあり方について、その他の機関等によって実施される支援事例も含めて検

討する。 

（１）代表的な支援制度の事例 

ａ．「エネルギー教育コーディネーター」と「エネルギー教育実践校」 

（ａ）制度の概要 

情報センターは様々な支援を提供しているが、学校に直接的に関わって進めているもの

として、表３.３に示す「エネルギー教育コーディネーター制度」と、表３.４に示す「エ

ネルギー教育実践校制度」があげられる。 
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「エネルギー教育コーディネーター制度」は２００２年度に始められた。企業ＯＢを中

心にエネルギー環境関連の様々な分野の専門家約２００名程度の講師で編成され、学校か

らの希望に応じて全国の小学校・中学校及び高等学校での出前授業に無料で派遣されてい

た。２００７年度に「エネルギー・コミュニケーター制度」に改称され、対象範囲として

学校以外のイベントでの講演やパネリストの役割も追加された。 
出前授業は１～２時間のパッケージ型のプログラムとして提供される。約２００名の専

門家がそれぞれ得意分野について登録した授業案の中から、学校や教師が必要な授業を選

択する。日程・時間の折り合いがつけば、教師とエネルギー教育コーディネーターが直接

細部について調整を行い、実際の授業に臨むことになる。図３.５において今後の連携先と

して期待されているエネルギー環境教育支援団体とはこの制度を念頭においたものと推定

される。２００７年度には６６１回の派遣実績があったにもかかわらず、国の予算見直し

によって２００８年度で制度が打ち切られた。 
「エネルギー教育実践校」制度も２００２年度に始められた。全国から実践を行う小学

校・中学校及び高等学校を募集（毎年それぞれ２０校程度）して、３年間にわたって金銭

面も含めて情報センターが様々な支援を行い、エネルギー環境教育を広めて行こうとする

ものである。エネルギー教育コーディネーターはそれを側面支援する制度でもある。これ

まで毎年６０校近いエネルギー教育実践校を送り出してきたわけであり、エネルギー環境

教育の普及に果たした役割は大きい。この制度についても見直しが行われ、２００９年度

からは、従来通りの内容で進める「パイロット実践校」（３年間、３０校程度）と、情報セ

ンターが学年ごとに提示した学習テーマから任意のテーマを選択して一定時間についてエ

ネルギー環境教育を実践する「トライアル実践校」(１年間、３０校程度）の２コース制と

なった。 

（ｂ）制度の評価と得られた知見 

情報センター自身による両制度そのものに対する総括的な評価や、経験校・経験者に対

するフォローアップ調査など、その成果を詳しく分析できる報告はまだなされていない。

しかし、筆者は２００４年度からエネルギー教育コーディネーターに登録しこの制度のも

と、西日本の小学校、中学校及び教員等を対象に年間に２～３回程度の出前授業を実践し

てきた。また毎年開催されるエネルギー教育コーディネーターに対するフォローアップ研

修会にも参加し、情報交換に努めてきた。これらの経験から得られた知見をまとめると次

のようになる。 
 
制度が意図していたと想定される次の項目については、予想通りの成果をあげたと言え

よう。 
・エネルギー教育実践校の指定を受けることによって、エネルギーやエネルギー問題に詳

しくない教員もエネルギー環境教育に取り組む機会に触れられる。 
・エネルギーやエネルギー問題に詳しくない教師も、エネルギー教育コーディネーターを

活用することによって容易に取り組め、きっかけ作りに効果的である。 
・教師側に児童生徒と共に学ぼう、一緒に授業をつくろうという気持ちがあれば、教師と

派遣講師の協調による相乗効果が児童生徒の探究心を引き出し、それによって専門家を

交えたことならではの納得感や味わいのある学習が可能となる。 
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しかし、冒頭の情報センターの調査にあるように、実践校の枠を超えた面的な広がりは

思ったほど進んでいない。当初から予想されていた通り、便利で使いやすい制度の弊害と

して安直な利用を生み出している側面もある。すなわち、次のような実態が存在する。 
・制度の周知範囲が限定的で、機会がなく関心の少ない教員にはいつまでも伝わらない 
・ねらいが不明確なまま、事前打ち合わせもほとんどしないで安直に利用するだけであっ

たり、派遣制度に依存しそこから学ぶ意思が乏しい教師も少なからずいる。 
・実践校の段階では熱心に取り組んでいても、指定期間終了とともに成果がいつの間にか

揮発してしまった学校が少なからずある。 
 
情報センターの派遣制度の必要性がまだ高い中で制度が打ち切られてしまった。しかし、

全国の電力会社やその他の会社は、分野が自社業務とかかわりが深いところに限定される

とはいえ、同様の教育パッケージを用意し出前授業を行っているところが多い。情報セン

ターの制度廃止に伴う穴は、今後、そのような企業が補わざるを得ないと考えられる。 
 
ｂ．社会人講師活用型教育支援プロジェクト 

（ａ）制度の概要 

経済産業省が文部科学省と連携して、地元産業界の技術者等を利用して小学５・６年生

を対象に、学校で学ぶ理科と実社会の人・技術とが結びついた授業の実施を支援したプロ

ジェクトである。２００８年度に全国の１０モデル地域において、３５３校、２４,１４２

人の児童に対して、１２２社から酸化した社会人講師の協力のもと授業が実施された。ま

た、この過程で１４６件の連携授業案が作成された。表－５にプロジェクトの概要を示す。 

実施に当たって、前年に実施された予備プロジェクト「理科実験教室プロジェクト」か

ら得られた七つの連携のためのポイントが、プロジェクトに参加する社会人講師、教員及

び地域コーディネーターの三者の視点でハンドブックとして提示されている。以下に社会

人講師の視点で七つのポイントを簡単にまとめて示す。 

① 学校の現状を理解する 
企業組織と異なる部分がある。学校組織や校務分掌など、学校の現状に関する基本

情報や配慮すべき基本事項を理解する。 
② それぞれが多忙な日常を理解しスムーズな連絡調整を行う 

小学校教員は子どもの登校から下校まで教室にいることが多い。社会人講師も業務

や会議・出張等で連絡がとりにくい。事前に 適な連絡方法（電子メール等）を確認

する。 
③ 子どもの状況を理解する 

対象となる子どもの状況は、事前にできるだけ詳しく確認する。 
④ 理科授業の基本を理解する 

事前に理科の教科書を借りて、自分がかかわる単元（学習する内容のまとまり）に

ついて、そのねらいや進め方を教科書で学ぶとともに、今回の授業で目指すことなど

基本的な内容を教員に確認する。 
⑤ 授業の基本的な流れを理解する 
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毎回の授業にねらいがあり、導入、展開、まとめの流れがある。子どもたちの理解

の様子を把握しながら、子どもの状況にあわせて授業を進める小学校の授業の要領を

理解する。 
⑥ ４５分の時間配分を理解する 

４５分の中で、子ともたちが考え、話し合い、ノートやワークシートに記入する時

間やタイミングなども考慮して４５分で収める。 
⑦ 教員との役割分担を理解する 

子どもの理解を深めるためにも授業は教員といっしょに行うのが前提である。導入

とまとめ部分、子どもの活動を促すサポートは教員にたのむなど、役割分担を事前に

相談しておく。 

（ｂ）制度の評価と得られた知見 

成果報告会において、参加したコーディネーターは、児童の興味・関心や社会とのつな

がりの理解が９割に達したにもかかわらず、自ら研究したり調べたりしたいが７～８割で

あり今後の課題としている。また、全体の活動を振り返って、効果的な授業案作成には、 
① 単元目標に沿っているか 
② 児童に理解しやすい内容か 
③ 児童が主体的に取組む活動があるか 
④ 企業の専門性を生かしているか 

がポイントであり（社会人講師活用型教育支援プロジェクト，2009）、そのためには教員

と企業との連携が不可欠であると報告している。連携を前提として実施されたプロジェク

トでこのような指摘がなされるということは、十分な連携がなされないままに、作成、実

施された授業が多かったことを示していると思われる。事実、報告会参加者から寄せられ

た課題として、「事前のすり合わせが不足ないし大変、教員が授業に絡めない」があげられ

ていた。 
その他の報告会参加者の意見も上述のポイントに沿ったもので、例えば①に関わる意見

として「単元と一致しない、授業前後の継続性がない」などが、②に関わる社会人講師の

問題として「話が長い、言葉が難しい、児童の反応に対応できない」などが、③に関わる

意見として「子どもたちにとって身近な事例を取り上げる」などが、④に関わる意見とし

て「実物や本物の技術に触れ、体感させる」などの意見が寄せられていた。 
しかし、 も大きな課題はこのような学校教育を外部から支える体制が経済産業省の支

援がなくなった後も自立的に継続できるかどうかであろう。経済産業省は優れた取組を紹

介したりすることによって自立的な仕組みづくりを促す方向で進めているとしているが、

今後の動向を注目していく必要がある。 

（２）学校との連携のあり方の調査 

学校との連携のあり方の調査は、INSS 関西プロジェクトが京都地区を拠点に活動して

いた２０００～２００７年度の８年間に、プロジェクトに参加する教員の活動を支援する

中で並行して行った。表３.６に INSS 関西プロジェクトの概要を示す。 

ａ．調査の概要 
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企業等の支援のあり方の調査は次の三つの方法で行った。 

（ａ）実践授業に直接参加して調査 

小学校、中学校及び高等学校の各段階で、様々な状況・場面について協力・支援を行い、

体験的に調査を行った。 
小学６年理科の事例では、単元「電磁石のはたらき」で芽生えた児童の疑問・興味をき

っかけにしてエネルギー環境につなぐ実践に対して、計画策定段階から出前授業まで緊密

に連携してその効果を確認した。結果として、事前調整の重要性、さして事前調整の過程

を通して得られる相互理解が、教師及び支援者双方の安心感・自信につながり児童の反応

を応じて授業をより効果的にできることを確認した。また、出前授業においても教える主

体は教師であることを改めて再確認した（吉岡・橋場，2007）。 
中学３年理科における様々なエネルギー形態の１０００Ｊを体験させエネルギーの効

率的な利用を学ぶ事例では、実験方法、出前授業の内容及び授業中の分担などの調整を電

子メールで行い、事前に調整する内容及び電子メールの有効な利用方法について確認した。

その結果、ワークシート等を活用して要点を押さえることによって充実した支援は可能で

あること、面談しながら検討しなくとも、専門性に立脚した確かな提案であれば教師の手

によって確実に質の高い授業へ結び付けられることを確認した（小鍛治・橋場，2007）。 
高等学校２年公民科におけるエネルギー選択に関する学習事例では、出前授業での生徒

の疑問・質問のフォローアップを密に行い、それが生徒に及ぼす影響について確認した。

この取り組みを通して、やりっぱなしの授業ではなく疑問や誤解を確実に吸い上げる努力

が必要なこと、学校の授業は日々進行しているので質問へのタイムリーかつ真摯な対応が

必要なこと、学校や教師側も含めてバランスのとれた情報提供・講義を実施することが必

要なことを確認した（高田，2007）。 

（ｂ）先行事例の調査 

先行事例の調査は、体系的に企業の関わり方を整理した３事例について行った。 
東京プロジェクトは学校と諸機関との連携について、主として企業側から学校を見た場

合の問題点を次のように指摘（鈴木・石原，2007）している。 
・学校側の連携窓口が不明である。 
・各学校での要請内容がほぼ共通するため、結果的に企業への要請が特定の時期に集中

し偏る。 
・子供に何を伝えたいのか明確に示されないことがあり、支援側として内容が教師の要

望に応えられているのか不安がある。 
・学習のねらいに関係なく自校で実施できない実験や体験的な学習を希望されることが

多い。 
INSS が福井県で１９９９年度に立ち上げた福井プロジェクトでは逆に、教師側の立場

からみた企業との連携を成功へ導く次の５つのポイントを指摘（理科教育ワークショップ，

2008）している。 
・協力的な企業を探す。 
・打ち合わせを十分に（授業のねらいは何か、生徒は何を知りたいか、どの場面で何を

話して欲しいか、押さえたい用語は何か）。 
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・丸投げせずに企業人にやってもらいたい内容は授業者がデザインする。 
・話が得意でない技術者には部分を区切って参加してもらう。 
・驚きや感動のある内容をピンポイントに（「福井ってすごい」と子供に言わせたい）。 
社団法人「科学技術と経済の会」のエネルギー環境教育研究会は２００６年秋に会員企

業に対してアンケート調査を行い、企業が出前授業で困惑していることとして次の５項目

（森・吉村，2008）をあげている。 
・児童生徒の授業を受ける姿勢・態度の指導ができていない。 
・学校と企業の橋渡しをするコーディネーターが不足している。 
・講師（社員）の育成・スキルアップ・マンパワーが不足している。 
・出前授業の要請時期が集中し対応できない場合がある。 
・実施効果の評価が不明確で企業にとってのメリットが不明である。 

（ｃ）プロジェクト参加メンバーとの論議 

プロジェクトの全体会や公開授業の機会に論議を行った結果、学校や教師側の状況を支

援側が理解する必要性ならびに学校全体での推進に向けた支援のあり方について多くの意

見が得られた。 
学校や教師側の状況に対する理解側については、エネルギー環境教育は学習指導要領に

規定がないため取り組み状況が学校によって様々であること、したがって支援側には学校

の取り組み水準に応じた支援が求められるとの指摘があった。また、学校側には企業側の

論理を押し付けられるのではないかとの懸念が根強くあるので、社会に貢献する立場で学

校を応援するとの姿勢を明確にし、学校が抵抗感なく受け入れられるようにすべきとの意

見があった。 
また、学校全体として推進するには、多忙な学校がエネルギー環境教育を推進すること

によるメリットを的確に伝えること、学校運営には地域の理解が不可欠であり地域事情を

踏まえた支援を行うこと、学校側の成長を見守るつもりで一貫してぶれない継続的支援が

求められること、エネルギー環境問題に精通する企業として未来への明るい展望を語るエ

ネルギー環境教育となるように支援することの必要性が指摘された。 

ｂ．調査から得られた知見 

前述の３つの検討から得られた知見は、全体的な支援のあり方と、 も頻繁に行われる

支援形態である出前授業の２つの観点から次のようにとりまとめられる（橋場・堤端，

2008）。代表的な支援制度の事例として示した、「エネルギー教育コーディネーター」と「エ

ネルギー教育実践校」ならびに「社会人講師活用型教育支援プロジェクト」で得られた知

見は、結果的に両項目の中に含まれる。ここで得られた知見は、原子力発電所と地域の健

全な共生関係の発展にエネルギー環境教育を活用しようとする場合に配慮すべき事項であ

る。 

（ａ）全体的な支援のあり方 

① 相互に知り合う姿勢を持つこと。 
教育を取り巻く現状、学校の状況を理解すると同時に、教育資源としてみた場合の自

らの能力、可能性及び限界を率直に示す。 
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② 授業主体は教師であり、授業の主役は児童生徒であることを忘れないこと。 
企業は支援者であり、目標の達成に向けて授業するのはどんな場合も教師であり、対

象は様々な発達段階にある児童生徒である。 
③ 持続可能な社会の構築に貢献する企業としての姿勢が感じられること。 

企業理念だけでなく、会社の代表として 前線で支援に携わる関係者自身から同様の

姿勢を感じ取れること。 
④ 中立性・客観性を絶えず意識すること。 

学校は児童生徒の背後にいる保護者だけでなくマスコミ等からも批判を受けやすい

立場にある。客観的事実・情報を伝え、判断はあくまで相手にゆだねる姿勢を持つ。 
⑤ 学校のニーズ・要望に応えられる効果的な教材の準備・開発、体制の整備に努めること。 

積極的に支援する立場をとるのであれば、学校が求めるものをあらかじめ考慮し準備

しておくのが望ましい。学校が求める観点は突き詰めると学校にないもの、学校では実

現できないものであり、次のキーワードで代表できる。 
・専門性・本物 
・感動・インパクト 
・実物・実体験・実感 
・新規・ 先端 

⑥ 長期的視点で継続的に支援すること 
学校教育の連続性、学校側の計画に配慮して支援を用意する。支援が提供できなくな

る場合は関係の学校等に速やかに連絡する。 

（ｂ）出張授業における留意点 

① 準備段階 
結果の良し悪しは準備で決まる。次の項目に留意して綿密に行うこと。必要に応じ、

要点をワークシート等で確認しあって進めることが望ましい。 
・地域状況の理解。 
・学校の目標、児童生徒の状況の確認。 
・授業のねらい・意図の把握。 
・支援をする時間前後の授業内容の確認。 
・教師と支援者の分担の調整・確認。 
・疑問の要点をまとめたり質問を引き出したりするのに活用する資料・機材の準備。 

② 実施段階 
多くを任される出張授業の講師といえども教師の目標達成に協力する支援者であり、

教室は支援者が存在をアピールする場ではないことをわきまえ、次の項目に留意して与

えられた任務を遂行する必要がある。 
・当日までに学んだ事項、それを受けて当日に伝える事項の再確認。 
・与えられた時間の厳守。 
・教師と適切な連携し児童生徒と一体感のある授業につとめる。 
・座席表の用意、個別の児童生徒の特徴等を確認しておくことは円滑な進行に役立つ。 
・社会人の代表としての意識と信念（個人の信念を求められたときに語らないことは

会社の論理だけの人と見なされる） 



 52

③ 実施後の段階 
児童生徒への影響、教師の 終的評価は、実施後のフォローが適切かどうかで決まる

ことを念頭に、次の項目に留意して丁寧に対応する必要がある。 
・児童生徒の疑問・質問にはもれなく丁寧に答える 
・回答が確実に児童生徒のもとに届けられるよう事前に期限を確認しタイムリーに返す。 
・教師から良かった点、悪かった点等の指摘を受け、次回に生かす。 

 

３．学校全体としての取り組み事例 

表３.６に示すように、関西プロジェクトのもう一つの目的は、学校や教師に参考となる

実践事例を提供することである。学校全体の取り組み事例として、教頭がプロジェクトに

参加した山城中学校の事例を取り上げる。 
山城中学校の取り組みは、中学校での３年間を見通した学校独自のカリキュラム開発と

実践を通して、エネルギー環境教育を学校全体で取り上げる教育的意義を立証した（尾野・

奈良・橋場，2007）事例である。この取り組みに対して、２００６年度に社団法人日本電

気協会新聞部が電気新聞創刊１００周年を機に創設した「エネルギー教育賞」の第１回中

学校の部において「 優秀校」の表彰がなされている。 
なお、この取り組みの詳細は、書籍「山城中学校のエコな挑戦―学ぶ力・教師力・学校

力を育てるエネルギー環境教育―」にとりまとめ、２００７年に出版している。 

（１）山城中学校の実践の経緯 

京都府木津川市立山城中学校（元々は相楽郡山城町立山城中学校、２００７年３月に山

城町、木津川町、加茂町が合併し木津川市となった）は、京都府の南部、奈良県境近くに

あり、各学年３クラス程度のこぢんまりとした中学校である。 
２００２年度に京都府の環境教育推進校「京のエコスクール」（２年間）に選ばれたこ

とをきっかけに、山城中学校はエネルギー環境教育への取り組みを始めた。全校で活動を

推進するため、このとき校内に研究推進委員会が設置された。ただし２００２年度は京都

市で「世界水フォーラム」が開催されたこともあり、地域の水資源に着目した環境教育と

節電・節水・ゴミ削減を目指す活動から取り組みが始められた。 
２００３年度から取り組み目標が、持続可能な社会の実現に向けた環境学習へと明確化

された。「総合的な学習の時間」を利用した課題学習（山城中学校では「山中エコタイム」

と称する）の進め方が学年ごとに検討され、学級や家庭のごみ調査、調べたことを新聞と

してまとめる一人１枚新聞、エコワットを使った消費電力調査隊などの実践が始められた。

また、財団法人省エネルギーセンターが進める「省エネルギー教育推進モデル校」（３年間）

の指定を受け、省エネ活動についても本格的に取り組みが進められた。 
２００４年度、「京のエコスクール」の指定は終了したが、前年度までの活動結果を受

け学校活性化のため、引き続き学校全体でエネルギー環境教育を進めることとなった。情

報センターが進めるエネルギー教育実践校（３年間）の指定もこの年に受けた。研究推進

委員会が年間の教育計画に位置付けた学習テーマを学年ごとに設定し、「総合的な学習の時

間」と教科での学びを連携させて進めるエネルギー環境教育が試行された。 
２００５年度には前年度の学習テーマが再検討された。研究推進委員会が指導案とワー
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クシートの原案を提示し、学年ごとに教師が集まって具体的な授業案に落とし込み実践す

る方法で検討が進められた。専門知識を要する内容を扱う場合は積極的に外部講師を活用

することとされた。この作業によって学習テーマごとの指導内容が確立するだけでなく、

教師の連携・協働が進み学校の活性化が図られた。 
２００６年度はエネルギー教育実践校の 終年度であり、専攻にかかわりなくどの教師

でも普通にエネルギー環境教育を行えるようにするため、学習テーマごとに目標、内容及

び評価の観点の明確化が図られた。この年度に設定された学習テーマは次のとおりである。 
〈１年生の実践〉 

① 昔と今のエネルギー利用 

② 資源・エネルギーとライフスタイル 

〈２年生の実践〉 

③ 食生活と省エネルギー 

④ 江戸の華はエコロジー 

⑤ エネルギー問題と原子力 

〈３年生の実践〉 

⑥ 消費生活とエネルギー 

⑦ 広がれつながれ省エネの輪 

⑧ エコなタウンやましろ 

そして、この年にこれまでの取り組みに対して、電気新聞からエネルギー教育賞 優秀

校の表彰がなされた。 

（２）山城中学校の実践の特色 

書籍に示された実践の特色をまとめると次の項目に整理できよう。いずれも特別の項目

ではないが、普通に求められることに正面から取り組んだところに特色がある。 
・３年間を見通した目標設定と独自のカリキュラムを策定して実践 

教科横断的な教育課題に学校全体で継続的に取り組むには、教師全員が目標を共有す

ることと、専攻が異なる教師が教科の枠を超えて参加できる体系的なカリキュラムが必

要である。しかし、教科教育に馴染んだ教師にとってカリキュラムは与えられるもので

開発するものではなかった。しかし、エネルギー環境教育は比較的新しい教育であり、

取り組みを始めた当時、山城中学校がそのまま使えるカリキュラムはなかった。そこで

山城中学校は独自のカリキュラム開発に挑戦した。この学校自らカリキュラム開発に取

り組んだことが山城中学校の実践を他校と明確に区分したポイントであろう。 
・教科の学びと「総合的な学習の時間」での学びを連携させ、年間教育計画に位置付けて

実施 
教科横断的課題ではあるが学びのベースは理科や社会科などの教科にある。したがっ

て、教科の学びと「総合的な学習の時間」の学びをうまく連携させることによって、体

系的かつ効果的な学びのプロセスを作り上げることが可能となる。また、これらの学び

は年間教育計画に位置付け、所定の時間を確保することによってはじめて具体的な学習

として実現する。しかし中学校の場合、これらを達成するには様々な教科を担当する教

師全員の合意が欠かせない。学校全体として取り組むことの 大のメリットはここにあ

り、これらが山城中学校では学校の明確な意思として推進された。 
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・学習テーマごとに教師が指導案とワークシートを検討し標準化、外部講師を積極的に活

用 
カリキュラムが用意されても、直ちに学校全体でエネルギー環境教育が進むわけでは

ない。具体的な教材やワークシート、その根拠となる情報や資料が用意されてはじめて、

教師は自信をもって教壇に立つことができる。山城中学校では全教員が参加してこの作

業が進められた。また、実際の指導案策定に当たっては、 初から教師が難しいことを

全てこなすのではなく、専門的なことについては積極的に外部講師を活用している。こ

れによって目標達成に向けてカリキュラムに設定された意図を無理なく実際の学習に

落とすことが可能となる。これらの結果として、同一学年であれば専攻教科に関係なく

どの教員がどこのクラスで授業を行っても一定の内容が確保される体制が整えられた。 
・エネルギー環境教育を学校活性化に活用 

山城中学校の取り組みの 大の特色は、エネルギー環境教育に真正面から取り組むこ

とによって、学校の活性化を試みたところにある。教師が協力してカリキュラム開発に取

り組むことによって教師個人には教材開発力が、教師全体としては連帯感の向上が期待で

きる。省エネ活動や分別活動に取り組むことによって生徒の自主性と行動力が育まれ、し

いてはそれが学力向上のベースとなる。これらの効果に早くから気づき、エネルギー環境

教育が学力向上の手段に位置づけられている。 

（３）成功の要因 

それでは上述のような特色ある取り組みを達成できた秘訣は何か。地方の中規模校であ

り生徒の実態が把握しやすいことや保護者の協力が比較的得やすいことなど、いくつかの

幸運に恵まれた点もあるが、端的にまとめるなら、首尾一貫して必要なことを地道に 後

まであきらめずにやり通したことにある。ここでの経験は、原子力発電所立地地域におけ

る原子力・エネルギー教育に対して多くの示唆を与えてくれる。 
要点を以下に列記する。 

・きっかけは他発的、出だしの内容は環境教育から：全校体制の確立 
物事を始めるにはきっかけが必要である。エネルギー環境教育を自主的に全校体制で

始めるには、それを受け入れてもらうまでに相当の準備が必要になる。しかし、山城中

学校の場合、京都府教育委員会の環境教育推進校「京のエコスクール」に選ばれたこと

が取り組みのきっかけである。また内容もほとんどの学校で取り組まれており教師の抵

抗感の少ない環境教育である。比較的スムーズに全校体制をとる幸運に恵まれたといえ

る。 
・自発的に任意の指定校制度を利用：全校体制を維持し自律的な仕組みの構築へ 

他発的に始められた活動は、制約がある期間中に自律的に回る仕組みを構築しない限

り、多くの場合、制約の喪失と共に尻すぼみになるのが通例である。山城中学校だけが

特別ということはありえない。当初からこれを意図したわけではないであろうが、「京

のエコスクール」（２年間）の指定を受けた翌年に「省エネルギー教育推進モデル校」（３

年間）を、「京のエコスクール」が終了した年に「エネルギー教育実践校」（３年間）の

指定を自主的に受け、制約を自らに課し続けたことは、緊張感をもって全校体制を維持

するのに効果的であった。対象は異なるといえ指定校を受けていた期間は連続して５年

間に及ぶ。結果的にカリキュラム開発、すなわち自律的にエネルギー環境教育が回る仕
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組みの構築に十分な時間が確保された。また、指定校の内容も、環境教育から省エネ教

育へ、そしてエネルギー環境教育へと、徐々にエネルギーの内容が拡大する方向とつな

がっており、順番としても適切であったといえよう。 
・強力なリーダーシップの存在：自発的に動く教師集団へ 

教師には独自にやりたいことがいろいろあるのが普通であり、一般的には能力があり

やる気がある教師ほど自主的に行動する傾向が強い。そのような集団を一つの目標に向

けさせるにはそれぞれの教師を納得させるだけの強力なリーダーシップの存在が不可

欠である。 
ここで発揮されるべきリーダーシップは、それぞれのやりたいことを止めさせて従わ

せる力ではなく、エネルギー環境教育の目的の達成に向けて各教師の能力を効果的に集

約させるリーダーシップである。幸い山城中学校の場合、カリキュラムが確立するまで

の５年間、同一人物がリーダーとして活動を引っ張った。しかし、リーダーといえども

初からエネルギー環境教育に関する十分な知見があったわけではない。リーダー自ら

が学び、様々な情報を入手し、カリキュラム開発も自ら事例を示すことから活動が始め

られた。ぶれることなく一貫してエネルギー環境教育の意義を説き、リーダーがカリキ

ュラム開発の方向性を示すことによって、教師が自発的に動く体制が作られていった。

そして、カリキュラム開発を教師の自主的な取り組みとすることに成功した。 
・全ての教育をやるのではなくエネルギー環境教育で全てをやる：エネルギー環境教育の

教育的意義を学校運営に活用 
食育、国際理解、リテラシー教育など、現在の学校教育には時代の要請に従って様々

な教育が求められている。これをこなすために学校は非常に多忙である。しかし、教科

横断的課題であり現代の課題を扱うエネルギー環境教育には、これらの教育に共通する

要素がすべて盛り込まれている。したがって発想を変えれば、エネルギー環境教育でも

って全てを行うことが可能である。 
山城中学校のカリキュラムはこの発想に基づいて構成されている。効率的に様々な教

育を結びつけることによって、荷をさらに重くするのではなく、全体的には教師の負担

を軽減してくれる教育となる。また、たとえば生徒の行動面の改善（物を大事にするな

ど）や発表能力の向上などの様々な波及効果や相乗効果によって、全体としてこれまで

生徒指導などでかなりの時間を割いていた部分を代替したり補間したりしてくれる可

能性のある教育である。リーダーがこの可能性を確信し 後まで貫いたことが大きい。 
また、外部支援も効果的に利用している。学習目標がカリキュラムで明確に定められ

ているため、その目的の達成を基準に外部機関を利用することが可能となる。結果的に

教師の負担提言にも寄与している。 
・活動のインセンティブ：やる気を生み出す仕掛けづくり 

カリキュラムを作ったとしても、活動の主体は生徒である。生徒が興味関心を維持し

活動を続けていくには、活動を通して満足感や充実感が得られることが不可欠である。

そのためにはやる気を刺激する仕掛けが必要となる。 
生徒に対して発表の場を設定することはその中でも効果的である。外部で発表するこ

との楽しさ・充実感を味わった生徒は、より高い次の目標に向けて積極的に取り組む。

山城中学校の生徒は多くの全国的なコンクール等に応募し優秀な成果をあげている。こ

のような場を計画的に設定していくことによって、生徒を着実に成長させることが可能
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になる。 
学校の取り組みや生徒自身の取り組みを応募させることは教師の動機づけにも効果

的である。生徒が褒められることは教師にとっては自分自身が褒められるよりもずっと

うれしいことの一つである。外部機関のコンクール等で生徒が高い評価を積み重ねるこ

とは、学校全体の取り組みの水準の外部評価にも確実に良い影響を及ぼす。 
 

４．小括 

本章では、エネルギー環境教育の現状と外部機関の協力・支援のあり方を論議した。 
＜エネルギー環境教育の現状＞ 
エネルギー環境教育に取り組む学校はまだ少なく、ほとんどの学校が自律的に進められ

る状況にはまだない。引き続き、外部からの協力・支援を継続する必要がある。 
＜外部支援のあり方－学校や教師の期待＞ 
学校や教師が外部機関に期待することは、①児童・生徒への直接指導、②教員の能力開

発への支援、及び③教員のカリキュラム開発への支援の３点にまとめられる。これは、学

校や教師が自身の力不足を自覚する一方で、外部機関が提供する資料は授業に使えないと

評価していることの裏返しである。このため、教師は自らの指導力を向上させ、自らカリ

キュラムを作成できる方向を志向する必要性を認識している。しかし、そのための地道な

取り組みが拡がっているわけではなく、現実の授業においては学習内容の多様化が志向さ

れる傾向にあり、当面は外部連携に頼りながら進められる状況にある。 
＜外部支援のあり方－外部機関の役割＞ 
企業の協力・支援はこの学校や教師の期待を認識して進める必要がある。外部支援のあ

り方に関する調査結果からは、相互に知り合う姿勢、授業主体は教師、社会貢献に対する

企業姿勢、中立性・客観性、学校ニーズの把握、そして長期的視点で継続的に支援するこ

との重要性を確認した。これらは②及び③の期待に応える際に重要な視点である。また、

出前授業は直接①の期待に応えるものであり、これについては、準備段階、実施段階、そ

して実施後の段階における留意点を明確にした。 
＜学校側に求められること＞ 
山城中学校の取り組みは、学校教育におけるエネルギー環境教育の意義、奥の深さを示

してくれた。成功のポイントは、活動を通して自律的に動く体制を全校的に確立できたと

ころにあろう。また、優れた実践を行うのに特別なことは何もなく、地道な努力を粘り強

く継続することであることを再確認するものでもあった。しかし、文字通り、１年単位で

児童生徒と教員が変わり物事が動く学校現場において、 も困難なことの一つが継続であ

り、それを実現するには非凡なリーダーシップの存在がある程度求められることも事実で

ある。 
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表３.３ エネルギー教育コーディネーター制度の概要 

＜目的＞ 
学校や地域社会におけるエネルギー問題や地球環境問題などに関する学習活動を、専

門家の派遣を通じて実践的に支援することを目的に２００２年度に始められた。２００

７年にエネルギー・コミュニケーターへ改称され、２００８年度に終了した。 
＜特色＞ 

１．児童生徒や学校の先生・保護者をはじめとした教育関係者及びエネルギー、環境

問題に関心のある一般の方々を対象とする（具体的派遣先：小学校、中学校、高

等学校、公民館及び社会教育施設など）。２００７年、エネルギー・コミュニケ

ーターへ改称時にイベント等での講演・パネリストなどが追加された。 
２．研修を通じて養成した企業・大学・研究機関等の実務家・専門家、教師経験者、

社会教育指導者等が、それぞれの専門性や経験を生かしながら、講師や指導者と

して学習活動を支援する（企業関係者が６～７割で大半が OB）。 
・２００６年度：「エネルギー全般」「石油」「ガス」「電気」「原子力」「新エネ

ルギー」「省エネルギー」及び「環境問題」の８分野に１６３テーマを用意 
・２００８年度：「エネルギー全般」「石油」「石炭」「ガス」「電気」「原子力・

放射線」「新エネルギー」「省エネルギー」「エネルギーと環境問題」「くらし

とエネルギー」及び「エネルギーをめぐる世界情勢」の１１分野に２１０テ

ーマを用意 
３．学校であれば、学習の進捗や派遣授業の位置づけなど、状況を確認しながら、対

象やニーズに応じた授業内容・プログラムを設定する。 
４．相談に応じて、最適なコーディネーターを選定しモデルプランを提案する。 
５．複数名の同時派遣が可能である。 

＜派遣までの流れ＞ 
１．派遣申し込み：派遣を希望する日時・テーマ・対象となる児童・生徒等を、所定

の用紙で派遣予定日の２ヶ月前程度までに情報センターへ連絡する。同時に、専

門家授業テーマ例や授業案（ホームページや案内パンフレットで確認できる）を

参考に希望するテーマを選ぶ。 
２．打ち合わせ：電話や FAX、メールなどで、講師や事務局と、授業等の派遣内容の

事前打ち合わせを行う。 
３．派遣：講師を派遣する。必要に応じ情報センター職員が同行する。 
４．事後アンケートなど：派遣終了後アンケートに回答する。 

＜費用＞ 
講師の派遣に要する全ての費用は、情報センターが負担する。 

＜申し込み方法＞ 
「派遣申込書」に必要事項をご記入の上、ファックス、郵送又は情報センターのホー

ムページへ申し込む。 
＜派遣実績＞ 

２００５年度：４２２件、２００７年度：６６１件 
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表３.４ エネルギー教育実践校制度の概要 
＜目的＞ 

エネルギー教育を学校全体の学習活動の中に位置付け、家庭や地域社会等との連携の

もとに多様な実践に意欲的に取り組んでいく学校を「エネルギー教育実践校」として全

国の小学校・中学校・高等学校等から選定し、エネルギー環境教育情報センターが様々

な支援を行っていくことにより、エネルギー教育の広がりと質的な向上を図ることを目

的に２００２年度に始められた。 
＜活動内容＞ 
１．エネルギー教育実践計画書の作成 
２．エネルギー教育の実践 
３．実践経過および成果の公表 
４．成果報告会への出席 
５．エネルギー教育実践校運営委員会（仮称）を校内に設置 

＜情報センターによる支援内容＞ 
１．教材、資料の提供 
・副読本、ビデオ、CD-ROM 等 
・授業実践例 
・エネルギー・環境問題に関する最新データ等 

２．専門家・講師の派遣 
・エネルギー教育の実践指導に関する専門家の派遣 

３．その他実践に関するコンサルティング 
・エネルギー関連の施設見学のアレンジ等 

４．資金助成（助成金額：制度開始時は 1 校あたり上限 105 万円（消費税込）／年度、

途中から減額された） 
・書籍、資料購入費 
・教材、実験器具等購入費 
・研究会等における講師謝礼 
・授業における講師謝礼、先進校等の視察費 
・施設見学費（貸切バス代等） 
・資料作成、印刷費 
・その他必要と認められる費用 

＜選定数と期間＞ 
・校数：小学校・中学校・高等学校 各２０校程度 計６０校程度 
・期間：３年間 

＜制度の見直し＞ 
２００９年度から、エネルギー教育への参入を容易にし、裾野を拡大するとともに実

践内容の水準確保と成果の客観化・可視化を確保するため、「トライアル実践校」(１年

間、３０校程度）、「パイロット実践校」（３年間、３０校程度）の２コース制となった。

２００９年度実績：エネルギー教育実践パイロット校：２１校 
エネルギー教育実践トライアル校：３６校 
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表３.５ 社会人講師活用型教育支援プロジェクトの概要 

＜目的＞ 
プロジェクトの副題「企業と教師がいっしょにつくる理科授業」が示すように、地元

産業界の技術者等を利用して、子どもたちが学校で学ぶ理科と実社会を結びつけ、理科

の学習内容が日常生活とどのようにかかわっているのかを、わかりやすく児童に示すこ

とにより、理科への関心を高め、授業の効果を向上させることを目的に２００８年度に

実施された。 
しいては、このプロジェクトの取組や成果を広く周知・啓発することにより、教育現

場と企業の連携による理科教育充実の取組が促進され、全国各地で自主的に推進される

ことを期待している。 
＜実施体制＞ 

 
・学校と社会人講師をコーディネーターが結びつける。 
・対象地域：全国の１０モデル地域で実施 
・対象教科：理科  対象学年：小学校５・６年生 
・独立行政法人科学技術振興機構の「理科支援員等配置事業」と連携 

＜実績＞ 
・全国３５３校、２４,１４２人の児童に対して１２２社の協力で授業を実施。 
・開発した授業案：１４６件（２００９年２月２４日現在） 
・児童アンケートの結果 
「興味・関心を持ったか」、「社会とのつながりを理解したか」 

…「そう思う」「少しそう思う」の計がいずれも約９割 
「自ら何か研究したり調べたりしたいと思ったか」 

…「そう思う」「少しそう思う」の計が７～８割 
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表３.６ INSS 関西プロジェクトの概要 

＜目的＞ 
① エネルギー環境教育の実践事例を提供する。 
② 企業等のエネルギー環境教育への支援のあり方を探る。 
③ 研究成果を教育界に広く発信し、エネルギー環境教育の普及を促進する。 
④ 地域のエネルギー環境教育を指導・発展させられる教員を養成する。 

＜実施体制＞ 
・理科、社会科及び技術・家庭科を専攻する教員及び教育関係者が参加（研究代表：山下

京都教育大学教授）。 
・INSS の研究メンバーは、カリキュラム作成から実践・評価までの段階で、情報提供、

講師派遣及び機材の貸し出し・提供などの協力・支援を実施。 
＜実績＞ 
京都地区を拠点に活動した８年間（２０００～２０００７年度）の成果を、書籍で出版。

・「山城中学校のエコな挑戦―学ぶ力・教師力・学校力を育てるエネルギー環境教育―」 
中学３年間を見通した学校独自のカリキュラム開発と実践を通して、エネルギー環境

教育を学校全体で取り上げる教育的意義を立証した事例。 
・「持続可能な社会をめざすエネルギー環境教育の実践」 

小学校、中学校及び高等学校段階における個別テーマごとの優れた取り組み事例なら

びに企業等の支援のあり方をとりまとめる。 
・関西全域に活動を拡げるため、２００８年度から拠点を大阪地区に移転。 
＜企業等の支援のあり方の調査状況＞ 
① INSS 研究メンバーが実践授業に直接参加して調査 
・小学校、中学校、高等学校の各段階で協力・支援を実践 
・様々な状況・場面について試行 

小学校の例：計画段階から協力し出前授業を実践 
中学校の例：電子メールを活用して打ち合わせ出前授業を実践 
高等学校の事例：出前授業を行い、その後のフォローアップを徹底して実践 

② 先行事例の調査 
・INSS 東京プロジェクトによる調査事例 
・INSS が福井県で進めるプロジェクトの研究事例 
・社団法人「科学技術と経済の会」のエネルギー環境教育研究会の調査事例 
③ プロジェクト参加メンバーとの論議 
・プロジェクトの全体会や公開授業の機会に次の課題についてメンバーと論議 

学校・教師の状況について：学校側の取り組み体制の理解／学校の取り組み水準に応

じた支援／学校が受け入れやすい企業姿勢 
学校全体での推進に向けた支援について：エネルギー環境教育の魅力を的確に伝える

／地域特性を踏まえた支援／一貫してぶれない継続的支援／未来を語るエ

ネルギー環境教育への支援 
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第四章 原子力発電所立地地域におけるエネルギー環境教育 

第二章でエネルギー環境教育の意義とその体系について述べた。第三章では、エネルギ

ー環境教育を進めるに当たって外部機関に求められる協力・支援のあり方と、同時にそれ

を受け止め、取り組み全体を成功に導くために学校側に求められることについて述べた。

第二章と第三章の結果から、学校や地域においてエネルギー環境教育を進めるには、次の

三つの要素が重要であると言える。 
①学習内容に関する枠組みの整備 
②支援体制の整備 
③自律的に活動する全校体制の確立 

地域貢献の観点から、原子力発電立地地域においてエネルギー環境教育を進めるに当た

っても、この三つの要素（以下「推進の三要素」と称す）が必要なことは言うまでもない。 
しかしながら、学校教育の実態を調査し、そこから様々な知見を得ようとする試みは、

外部の者にとってはまず不可能である。そのような中、INSS の地元であり、関西電力㈱

美浜発電所の立地町でもある福井県美浜町において、平成２１年度の美浜中学校新築を転

機に美浜町をエネルギー環境教育の拠点にしようとする野心的な計画のもと、全町をあげ

たエネルギー環境教育への取り組みが平成１８年度に始まった。この取り組みを進めるに

当たって美浜町教育委員会のもとに地元小・中学校の教員、学識経験者及び地元エネルギ

ー関連機関・企業の関係者が参加する美浜町エネルギー教育推進委員会（以下「推進委員

会」と略す）が設置され、筆者も地元エネルギー関連機関・企業の一員として参加する機

会を得た。幸いなことに、美浜町での取り組みが始まれる時点で、そこに適用できるエネ

ルギー環境教育の体系化や支援体制のあり方に関する研究成果はほぼ確立しており、外部

の立場としてではあるが、推進の三要素について協力・支援ができる状況にあり、我々に

とっても時期を得たものであった。 
まだ道半ばであるが、以下にこの活動を通して得られた知見を以下にとりまとめる 
 

１．福井県美浜町におけるエネルギー環境教育の経緯と実践状況 

福井県美浜町は福井県南西部の日本海に面した人口１万１千人程度の小さな町である。

１９７０年１１月に美浜町に属する敦賀半島西側において日本で最初の商業用加圧水型原

子炉である関西電力㈱美浜発電所１号機が運転を開始し、以降、３号機まで建設が進めら

れている。敦賀市に属する敦賀半島東側には日本で最初の商業用沸騰水型原子炉である日

本原子力発電㈱敦賀発電所１号機が同年３月に運転を開始しており、また敦賀半島先端で

は独立行政法人日本原子力研究開発機構によって高速増殖原型炉「もんじゅ」の建設が進

められている。まさに日本の原子力発電のパイオニアといえる地である。 

（１）美浜町でのエネルギー環境教育の位置付け 

原子力発電のパイオニアの地として、エネルギー環境教育に関する学習を進めることは

美浜町にとっても重要な課題である。美浜町は２００４年１２月に地域再生法（平成１７

年４月１日施行）に基づき、『若狭みはま「産・観・学」交流推進計画』という名称で地域

再生計画の認定を受けている。この計画では原子力事業を支えてきた町として、自然環境
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だけでなく原子力発電所と原子力関連施設も積極的に地域資源としてとらえ、「原子力と共

生する町」の実現を目指して、「産（産業振興）・観（観光振興）・学（人材育成）」をキー

ワードとした「交流のまちづくり」を推進することとしている。具体的には、研究施設や

人材育成機関を積極的に誘致し新産業の創出や産業の活性化を図ること、原子力・エネル

ギー・環境問題を先進的に取り組んでいる国々との交流や自然環境や原子力・エネルギー

をテーマにしたサイエンスキャンプなどが計画されている。 
２００６年２月に制定された第四次美浜町総合振興計画においても、国、県の支援措置

を受けながら、原子力発電に関する積極的な情報提供と学校教育において原子力エネルギ

ーや環境に関する学習を推進することがうたわれている。 
基本計画「２．安心で快適にくらせるまち＜生活環境＞」の「11．原子力安全対策の推

進」における施策方針の３番目には次のとおり明記されている。 

３．原子力安全に対する情報提供と啓発 
○ 原子力発電に関する情報を積極的に提供します。 
○ 放射線、放射性物質の特性や原子力発電に関する知識の普及、啓発を図ります。 
○ 学校教育において原子力エネルギーや環境に関する学習の強化を国、県に要請する

とともに、町として積極的に取り組みを進めます。 

また、基本計画「４．元気とにぎわいのある まち＜産業・雇用＞」の「８．原子力と

の共生」における施策方針の３番目には次のとおり明記されている。 

３．人材の育成 
○ 原子力・エネルギー・環境問題を先進的に取り組む地域や国々との交流を図ります。

○ 学校教育におけるエネルギー・環境に関する教育を推進するとともに次代を担う人

材の育成に努めます。 

行政レベルでは、原子力発電所は美浜町にとっては地域資源であり、積極的に学び活用

するものとの位置付けが明確にされている。 

（２）これまでの活動経緯 

表４.１に２００８年度までの活動状況を示す。前述の行政サイドでの取り組みを受け、

まず、美浜中学校においてINSSとの連携のもとに取り組みが始められたが、全体的な取り

組みが始まるのは２００６年度の推進委員会設置後である。 
推進の三要素は、どれ一つをとっても最初から十分な形で用意することは困難であり、

山城中学校の事例においても、活動を通して内発的な必要性から順次整備されている。し

かし、美浜町の学校の場合、「①学習内容に関する枠組みの整備」と「②支援体制の整備」

の過程が短縮またはバイパスされ、外発的・トップダウン的に整備された。美浜町の取り

組みにおける最大の特色がここにある。 
学習の枠組みを示す統一カリキュラムが教育委員会の内部委員会に位置付けられた推

進委員会によって作成され、設定した単元のために各学年で１５～２０時間が配当された。

推進委員会には地元のエネルギー関連機関・企業の関係者が当初から参加しており、また、

２００７～２００８年度の２年間に渡って文部科学省の「先進的原子力教育取り組みの全
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国的普及」事業のモデル地域としての指定を受け、物心両面からの厚い支援が、現場教師

のニーズを先取りする形で自動的に用意された。 
「③自律的に活動する全校体制の確立」については、学校を代表して推進委員会に参加

する教員がこの任に当たることになる。しかしながら、山城中学校の事例からわかるよう

に、学校が自律的に動きだす状況は①と②の活動体験や学習を通して醸成される部分が多

い。その過程を知らないまま年度ごとに学校で選ばれた（人事異動がない限り原則年度を

またいで継続）推進委員が、同じくその過程を知らない他の教員に対してリーダーシップ

を発揮することにはかなりの困難が生じることが予想された。 
①と②を整えるまでの過程を簡略化することは一件合理的であるが、その過程で得られ

る体験や知見を補ったり模擬体験したりする機会を用意できなければ、逆に弊害の方が大

きくなる懸念がある。また、それまで原子力発電をほとんど扱ってこなかったにもかかわ

らず、立地地域として求められる原子力発電の学習に踏み込むものであり、普通の（原子

力発電非立地）地域にはない難しさがあり、いわばハンディキャップをつけてのスタート

である。③については主として学校内部の課題であるため外部関係者には状況が見えにく

いが、取組全体の成果に大きく影響する。地域共生の観点から、外部機関がこの部分に対

してもどのような協力・支援が行えるか、また、前向きに対応していけるかが重要になる。 
各年度における取り組みの要点は次の通りである。 

ａ．２００６年度の活動 

美浜町におけるエネルギー環境教育への実質的な取り組みが始まった年度である。上述

の三要素に対応する活動として、「推進委員会の設置」、「美浜町統一カリキュラムの作成」

及び「推進委員及び教員への研修」などが実施された。 

（ａ）推進委員会の設置 

エネルギー・環境に関する教育への行政の位置付けとは異なり、学校現場における実践

は必ずしもその思惑通りには進んでいなかった。しかし、町内の美浜中学校と菅浜小学校

が同時にエネルギー教育実践校の指定を受けた２００６年６月に、これに呼応する形で美

浜町教育委員会のもとに推進委員会が設置され（組織を図４.１に示す）、美浜町のエネル

ギー環境教育は大きく動きだすこととなった。 
推進委員会の任務を定めたものはないが、これまでの活動実績から主要な任務は次のよ

うに整理できよう。 
① 全体的な活動方針の決定及び学校や外部機関との調整 
② 美浜町全体としてのカリキュラムや副読本などの作成 
③ 教員研修（セミナー、見学、公開授業など）の企画と実施 
④ 美浜町住民に対する啓発活動（エネルギー関連イベントの開催など）の企画と実施 
⑤ 美浜町の活動の外部への発信（学会発表、イベントでのブース展示等） 
⑥ 学校からの委員は所属校におけるエネルギー環境教育の推進（外部機関との出前授

業等の調整含む）と全体計画との調整 
⑦ 大学及び企業からの委員は委員会活動への協力・支援と学校に対する出前授業等の

協力 
②が三要素の「①学習内容に関する枠組みの整備」に、①と⑦が「②支援体制の整備」
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に、残りの③～⑥は「③自律的に活動する全校体制の確立」に対応する活動とみなせよう。 

 

（ｂ）美浜町統一カリキュラムの作成（年度末に完成） 

美浜町統一カリキュラム（平成１９年度版）を図４.２に示す。カリキュラム裏表紙に「参

考文献：エネルギー環境教育の学習用教材（小学校編）【国土社】、エネルギー環境教育の

学習用教材（中学校・高等学校編）【国土社】」と示してあるように、INSS東京プロジェク

トが提示した体系を基本にして、小学校１年生から中学校３年生まで一貫した系統性の元

に構成されている。各学年での目標は表４.２のとおりである。小学校での学習は一般的な

エネルギー環境教育の構成であるが、中学校での学習において原子力発電所立地地域なら

ではの学習が盛り込まれる展開となっている。 
原子力発電に関する主要な学習は、電気の学習の一環として中学校第１学年で実施され

る。原子力発電所立地地域の特色を生かし、まず美浜発電所が建設された時の状況を学び、

それを導入として日本及び世界のエネルギー事情や様々な発電方法の学習につないでいる。

次にその学習を踏まえてグループ別で、美浜町近隣の４発電所（耳川発電所（水力）、敦賀

火力発電所（石炭）、美浜発電所（加圧水型原子炉）及びもんじゅ（高速増殖炉））の見学

学習を行い、後日、グループ交流会において学習したことを相互に交流する。３学期末に

は原子力学習のまとめとして、INSSとINSSに隣接する美浜原子力防災センターを訪問す

る。INSSでは原子力発電所を安全に運転するための研究の紹介を受けたり、原子力発電所

用の検査装置を使った学習を体験したりする。美浜原子力防災センターでは原子力災害に

備える社会的な仕組みと災害発生時の対応について学ぶ。このように、第一学年で原子力

発電に関する基本的なことを十分学べる構成とされている。さらに第３学年において、未

来のエネルギーの一つとして、新エネルギーの学習とともにプルサーマルや高速増殖路に

ついても簡単に学ぶこととされている。 

美浜町教育委員会 

美浜町エネルギー環境教育推進委員会 福井大学 

小学校７校 
新庄小学校 
美浜北小学校 
美浜南小学校 
弥美小学校 
美浜東小学校 
菅浜小学校 
丹生小学校 

中学校２校 
美 浜 中 学 校 
美浜中丹生分校 

出前授業による協力機関※ 
○(独)日本原子力研究開発機構 
○関西電力(株) 
○㈱原子力安全システム研究所 

図４.１ 美浜町エネルギー環境教育推進委員会組織図 

・２００６.６.８設置 
・「美浜町ハートフル対話 2008」の資料から作成 

（専門委員として参加） 

（サポート委員として参加） 
（代表の教員が参加）

（代表の教員が参加） 
※ サポートは出前授業だけではなく、学校運営に

関わる領域以外の全分野について行っている。ま

た、福井県原子力センターも途中からサポート委

員に加わっている（筆者コメント） 
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表４.２ 美浜町統一カリキュラムのねらい及び目標 

ねらい 
エネルギー・環境問題に対し主体的に課題意識を持ち、理解を深めるととも

に、その解決の方向に向けて適切に行動できる資質や能力を養う。 

指導上の 
留意点 

(1) 教育課程の「生活科」「総合的な学習の時間」の中に位置づける。 
(2) 問題解決学習・体験学習・ゲストティーチャーを活用する等の指導方法に

ついて工夫する。 
(3) 他教科・領域で習得した基本的学習と相互的に補充・深化する。 
(4) 家庭・地域との連携を図る。 
(5) 研究機関等の活用を図り、幅広く連携協力する。 

小学校 中学校 

学校段階 
の目標 

エネルギー・環境問題に興味・関心を

もち、科学への知的好奇心を高めると

ともに、初歩的な知識を身につけ、学

習したことを生活の中に生かしてい

ける資質や能力を養う。 

エネルギー・環境問題に対し総合的に

理解を深め、その背景や解決の方向性

について考察し、主体的に働きかける

態度や技能を身につけ適切に判断し

行動できる資質や能力を養う。 
【高学年】 
○いろいろな発電方法について知り、

電気を大切に使おうとする態度を身

につける。 
○エネルギー資源や地球温暖化につ

いて知り、身近なところから省エネを

実践する。 

【３年生】 
○エネルギーに関わる世界の状況や

新エネルギーへの現在の取り組みを

理解し、望ましい社会や家庭生活スタ

イルを創造することができる。 

【中学年】 
○電気エネルギーをはじめとする

様々なエネルギーが、わたしたちの生

活に深く関わっていることを知る。 
○エネルギーや資源を大切に使う方

法を知り、身近なところから実践する

【２年生】 
○身のまわりの生活を科学の視点で

見つめることによって、地球温暖化現

象とその問題や原因をより深く理解

し、進んで省エネに取り組むことがで

きる。 

学年段階 
の目標 

【低学年】 
○自然と触れ合いながら、太陽のあた

たかさや水車、風車、電池で動くもの

の様子を観察することができる。 
○自然のエネルギーを遊びを通して

体感し、絵や図・言葉で表現すること

ができる。 

【１年生】 
○町内や近隣にある発電所に興味を

持ち、その見学や体験授業を通して日

本や世界が抱えるエネルギー問題を

理解することができる。 

 
（ｃ）推進委員及び教員対象の研修の実施 
８月４日（金）に環境・エネルギー教育セミナーが開催された。もともとは６月にエネ

ルギー教育実践校の指定を受けた菅浜小学校から INSS への依頼に基づき企画したもので

あったが、全町の教員を対象としたものに格上げされた。講師は INSS 東京プロジェクト
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関係者が担当し、約５０名の関係者の参加のもと美浜町役場内で、エネルギー環境教育の

考え方と授業の進め方に関する実践的な講演を行った。 
８月１７日には推進委員１３名が参加して、先進地視察として茨城県大洗町でのエネル

ギー環境教育に関する取り組み状況の視察が行われた。 

ｂ．２００７年度の活動 

統一カリキュラムに基づく実践が全校一斉に開始された。実践と並行して、一般教員へ

の統一カリキュラムの内容の浸透とエネルギー環境教育への理解を促進するため、「統一カ

リキュラム用の副読本・ワークシートの作成」が進められるとともに、町内の全教員を対

象としたエネルギー環境教育セミナーが開催された。また「活動状況の外部への発信」も

開始された。 

（ａ）町内の全小中学校で一斉に統一カリキュラムに基づく実践を開始 

前年度末に統一カリキュラムは作成されたが、具体的な学習内容や方法を示す副読本・

ワークシートはまだできあがっていない状況下で実践が開始された。しかし、外部機関を

活用した経験に乏しい教員が、これまで面識のなかった外部機関を直ちに手際よく活用す

ることは難しい。このため教員のニーズを外部機関に伝える手段として、表４.３に示す「出

前授業の調整表」を作成し、INSSが各学校の教員と外部機関の担当者の仲介をとることと

した。これは統一カリキュラムの流れに沿って、出前授業を希望する単元と実践時期を学

年ごと学校ごとに教員が記入し、それにしたがって外部機関の関係者が教員に連絡し調整

を進めるものである。 
表４.３ 出前授業の調整表 
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表４.４に小学校４年生における外部機関の活用状況を示す。半数以上の単元で外部機関

が活用されている。十分な準備が出来なかった中で、外部機関の協力を得ながら手探りで

実践が始められたことを示している。出前授業は、小学校へは関西電力㈱美浜発電所と原

子力研究開発機構のもんじゅ関係者が、中学校へはINSS関係者が主に担当した。関西電力

㈱美浜発電所の回数は小学校で４４回、中学校で１回に、INSSの中学校への回数は１２回

に及んだ。 
資料１に小学校教員に対して年度末に行ったアンケートの結果を示す。小学校１・２年

生は外部講師を利用せずに実践されたが、３年生以上では４割近くの単元で外部講師が利

用された。実践に対する１・２年生の評価は「どちらかと言えばよかった」と「どちらと

も言えない」の評価に２分されている。外部講師を利用した３年生以上の評価は、「非常に

よかった」と「どちらかと言えばよかった」を合わせた割合が６～７割であり、残りの評

価は５・６年生では「どちらかとも言えない」に、３・４年生では「どちらかとも言えな

い」、「どちらかと言えばよくなかった」または「無回答」になっている。自由記述から、

評価の視点として、「興味・関心」を喚起し「体験・実感」があったかが重要視されていた。 
各学年の出前授業の実施段階（授業本番）に対する評価は、「非常によかった」が５～

７割に、「非常によかった」と「どちらかと言えばよかった」を合わせた割合が７～１０割

に分布しており高い評価であった。評価の視点は全体的な評価と同様、「興味・関心」を喚

起しできるか、今後につながる「体験・実感」があったかであった。準備段階と実施段階

の回答傾向はほぼ一致しており、準備が不十分であると実施段階の評価も下がる。第三章

で示した準備段階の重要性が改めて確認された。しかし、授業本番での実験がうまくいか

なくても当然のごとく評価は下がるので、外部機関は出前授業の実施に当たっては十分な

確認をしておくことと、うまくいかなかった場合のフォロー方法を事前に考慮しておくべ

きであろう。 
次年度の授業に対する外部講師の要否については、１年生と４年生を除けば、自ら行う

との回答が８割以上の単元で得られた。１年生は単元全体について「まだ自信がない」と

の回答が２割程度あり、無回答も１割程度あったため自ら行うは７割弱にとどまった。４

年生は「電気はどこから」の単元を中心に「まだ自信がない」との回答が４割程度あり、

無回答も１割程度あったことから自ら行うは５割強にとどまった。「専門知識の不足」、「資

料や機材の準備」及び「実験器具の取り扱い」への不安が結果の背景にあった。一方で、

「専門的な知見」や「実際に仕事に携わっている人との交流」による児童の意欲高揚など、

出前授業のポジティブな側面への期待を外部関係者を利用することの理由にあげる意見も

あった。 

（ｂ）統一カリキュラム用の副読本・ワークシートを作成（年度末に完成） 

実践と併行して、推進委員会において統一カリキュラムに沿った児童生徒用の副読本・

ワークシートを作成した。しかし、エネルギー関連機関・企業の関係者がサポート委員と

して参加しているとはいえ、推進委員自身もエネルギー環境教育を実践した経験がほとん

どないため、自主的に作成するのは困難である。このため、「先進的原子力教育取り組みの

全国的普及」事業のモデル地域としての資金を活用して、ドラフト案の作成をINSS東京プ

ロジェクトの関係者グループに委託し、それを推進委員会がチェック・審査する方法で作

成した。ほぼ、一般の教科書と同等のスタイルで統一カリキュラムに沿ってつくられてい
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る。全国的にもこのような副読本・ワークシートを用意した取り組みは皆無であり、全国

展開も可能な優れた教材である。 
なお、年度末（２月１９日）にある小規模小学校の３・４学年（複式学級）の児童を対

象に、試作中の副読本・ワークシートを使った公開授業（学校での単元名「省エネ大作戦」

（統一カリキュラムでの単元「」省エネルギー・省資源にチャレンジ））と研究会が行われ、

目的に沿った授業展開が可能なことが確認された。 

（ｃ）教員対象の研修、外部への発信 

美浜町内の全教員参加のもと、丸一日をかけてエネルギー環境教育の考え方や事例を学

ぶセミナーが８月２５日（土）に開催された。資料２にその結果を示す。午前は県外の小

学校及び中学校における先行事例に関する講演を主体に行われた。午後は INSS 東京プロ

ジェクト関係者の進行のもと、フォーラム形式で美浜町と茨城県大洗町の取り組みを交流

した。それぞれの地域の代表者が取り組み状況を報告し、これに続けて INSS 東京プロジ

ェクト関係者及び INSS 関係者（筆者）を交えて「地域全体で取り組むエネルギー環境教

育」をテーマに、それぞれの地域の取り組みの特色、実態及び課題等についてパネル討論

によって突っ込んだ話し合いを行い、交流を深めた。 
実施後のアンケート調査の結果、美浜町のエネルギー環境教育の目指す方向、取組内容

については一定の評価が得られており、統一カリキュラム策定後のキックオフ研修会とし

ての意義は達成できたと評価できよう。今後の活動を建設的なものにしていくため、教師

自身が学習・研修する必要性や先進地域の成果も取り入れていくべきとの意見も述べられ

ている。一方で、教育関係者の回答は１／２程度にとどまっており多くの教員の心情が不

明なこと、したがって明確な意見として確認はできないが、寄せられた意見の中には取り

組みに対して疑問を持つ教師が多いことを指摘する意見もあり、このような教師の疑問に

配慮して進める必要性がある。 
発電所見学会も始められた。立地地域の学校に勤務するにもかかわらず半数以上の教師

が見学したことがないという状況である。三ヵ年で教員全員が美浜発電所ともんじゅを一

度は見学をするという計画で進められている。 
また、この年度から日本エネルギー環境教育学会への取り組み状況の発信が定例的に行

われるようになった。町民への啓発のため町内の総合運動公園で開催された「エネルギー

ワールドin美浜」（「先進的原子力教育取り組みの全国的普及」事業の一環として実施）に

おいても、推進委員が町民に向けて取り組み状況の報告を行った。 

ｃ．２００８年度の活動 

副読本・ワークシートを使った実践が開始された。一方でアンケートに見られた一般教

員の戸惑いを受けて、小学校については指導者用副読本の作成が進められることとなった。

教員全員を対象としたセミナーについてもよりきめ細かな対応が図られた。 

（ａ）町内の全小中学校で一斉に副読本・ワークシートを使って実践を開始 

新学期とともに統一カリキュラムに沿った副読本とワークシートが児童生徒に渡され

た。前年一年間の経験及び具体的な内容を示す副読本とワークシートの整備をもって、学

習内容に関する枠組みはほぼ固まった。 
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資料－３にこの年の１２月に、学校間の実績を交換し合うために美浜町教育委員会が調

査した帳票の集約結果を示す。出前授業は多い学校で４回にとどまり、３校が実績なしで

あった（小・中学校含めて全８校中）。前年度アンケートで４割が「まだ自信がない」と回

答した小学校第４学年でも出前授業の利用は、それを利用する意義がある単元に限定され

ている（表４.４参照）。関西電力㈱美浜発電所による小学校への出前授業の回数は１０回

に減った。中学校における出前授業の活用も、１年生への導入として利用されている福井

県原子力センターの「オリジナル環境演劇」だけとなっている。外部機関の支援を活用し

た方が合理的と思われる内容のところを除けば、それぞれの教員が自ら教える方向に向か

いつつある。 
実施結果の評価として上げられている記述にも、実践したからこそ出てくる生の意見・

声が多数よせられており、前年度の経験をベースに、整備された副読本を使って教員自身

による自主的な取り組みが着実に行われていることを示している。それぞれの実践結果か

ら得られた知見・経験を共有し、次につないでいく取り組みが始まりつつある。 
しかし、実施時期の２－３学期への偏りが顕著である。同じ単元を一学期に実施してい

る学校があることや集約段階で時期が不明確な単元がかなりあることから、単に教科教育

の進行具合との兼ね合いとだけは言えない側面が伺える。先送りしたがる傾向があること

を踏まえて、予め年間計画に確実に位置づけておき計画的に進める体制固めが必要である

と言えよう。 

（ｂ）指導者用副読本を作成（年度末に完成） 

小学校教員を対象に実施した前年度のアンケートにおいて、一人で授業を行うことに対

して「不安がある」や「自信がない」と答えた教員がかなりの数に上ったことから、推進

委員会において指導者用副読本の作成が行われた。副読本をベースに、実践に当たって求

められる要点（準備事項、指導滋養の留意点等）を副読本の周囲に記述したもので（図４.
３参照）、推進委員が中心となって作業が進められた。 

（ｃ）教員対象の研修、外部への発信 

前年度に引き続き、美浜町内の全教員参加のもと、丸一日をかけてエネルギー環境教育

を学ぶセミナーが８月３０日（土）に開催された。前年度アンケートにおいて、自ら実践

している小学校低学年の教員から「専門的知識を得たい」の意見があったことから、小学

校の低学年・中学年・高学年及び中学校別に、副読本を題材に副読本原案の制作に携わっ

たINSS東京プロジェクトの関係者による実践セミナーが午前のプログラムに盛り込まれ

た。午後はINSS東京プロジェクト関係者の進行のもと、当該年度のエネルギー教育賞最優

秀賞及び優秀賞を受賞した小学校及び中学校の代表者を招き、美浜町代表者及びINSS東京

プロジェクト関係者とパネル討論等で交流した。 
資料－４にセミナーの実施結果を示す。優れた取り組みに触れることによって、自分た

ちの取り組みがどの位置にあるかを知ることができる。アンケート結果から、先進校の取

り組みに学び自分たちの授業に反映していこうとする教員の意思が伺える。そのような中

で、美浜町の取り組みの強みの一つとして、小・中連携が認識され始めていることが特筆

できる。確かに優秀事例として全国に認められた小・中・高の連携事例はほとんどない。

美浜町はその条件が整った全国でも数少ない地域である。今後、この強みを存分に生かし
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ていくことが全国に発信できる美浜モデルの確立につながると考えられる。一方でアンケ

ートに回答した教育関係者は前年度より１０名増えたが、相変わらず半数程度は無言であ

る。 
また、公開授業とそれを題材に授業研究を行うエネルギー環境教育研究会が定例的に開

催されることとなり、この年度は菅浜小学校５・６年生（複式）（５月３０日）と美浜中学

校１年生（２月１３日）を対象に行われた。任意参加ではあるが、１２月２６日には「先

進的原子力教育取り組みの全国的普及」事業の一環として、全国公募した実践事例等の中

から優秀な事例について学ぶエネルギー環境教育実践研究会も開催された。 
学校個別の研修も始められるようになった。５月１９日に美浜東小学校の教員研修会に

おいてエネルギー環境教育が取り上げられ、INSS関係者（筆者）が協力した。８月２６日

（火）には美浜中学校で、福井大学及びINSS関係者（筆者）の協力で教員研修会が実施さ

れた。 
なお、エネルギー環境教育学会での取り組み状況の発表、美浜発電所ともんじゅの見学

も引き続き進められている。 
 

２．中学校における原子力発電の学習 

原子力発電の学習に関する美浜町統一カリキュラムの特徴は中学校での学習にある。小

学校での取り扱いはいわゆる通常の小学校（いわゆる原子力発電非立地地域におけるエネ

ルギー教育実践校など）での取り扱いと大差はない。以下では中学校における原子力発電

に関する学習の状況について検討する。 

（１）美浜町のカリキュラムの特徴 

美浜町のカリキュラムの特徴を調べるため、その他の地域におけるカリキュラムとの比

較を行った。小・中学校を対象とした原子力教育のカリキュラム例として、例えば茨城県

大洗町のカリキュラムなどがあるが、原子力発電立地地域と電力消費地との取り組みの差

を明確にするため、原子力発電立地地域以外の学校を対象とすることとした。しかし、内

容まで踏み込んだ比較調査ができる公開カリキュラムは、第三章で示した山城中学校のカ

リキュラム以外ほとんど確認できなかったため、山城中学校のカリキュラムを比較対象と

した。比較対象とした両校のカリキュラムは資料５の通りである。美浜中学校においては

平成１８年度の第１学年年間指導計画を、山城中学校においては「山城中学校のエコな挑

戦」に記載されたカリキュラムとした。 
美浜中学校と山城中学校のカリキュラムを、ねらい、学習時期及び位置付け並びに原子

力発電及び放射線に関する学習内容の観点から比較した結果を表４.５に示す。 
美浜中の場合は導入段階である第１学年に位置付けられている。電気の学習は理科の第

２・３学年で行われるのが普通であるので、これは小学校での学習経験を前提とした小中

一貫体制があってこそ可能となる順番である。原子力発電も含めた発電施設に関する見学

学習をエネルギー環境教育の学習のきっかけ及び原動力に位置づけ、電力事情やエネルギ

ー問題を学ぶ展開とされている。美浜町に原子力発電が建設された経緯についても学習計

画に組み込まれている。 
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表４.５ 美浜中と山城中のカリキュラムの比較 

項目 美浜中学校 山城中学校 

ねらい 

①町内や近隣にある発電所に興味を持

ち、 

②その見学や体験授業を通して日本や世

界が抱えるエネルギー問題を理解し、 

③それを解決しようとする意欲と態度を

養う（統一カリキュラムでは上の学年

のねらいであるとして削除）。 

①水力・火力・原子力発電の特徴

が説明でき、 

②原子力や放射線を含めたエネ

ルギー問題について理解を深

め、 

③エネルギーの利用について自

ら考え判断する力を育成する。

学習 

時期 
第１学年 

第２学年の後半 

（第１学年での２テーマ、第２学

年での２テーマを実施後） 

位置付け 

小学校での学習に続く、中学校で取り

組むエネルギー環境教育の導入段階に位

置付けられる。近隣の発電設備の見学を

通して発電所について学ぶと共に今後の

学習に対する興味関心を喚起し、それを

原動力にエネルギー問題に対する学習を

進め、問題の解決に向けて学習意欲を育

む構成となっている。 

このテーマに至るまでの１・２

年生の学び（エネルギー事情、発

電の仕組み、ライフスタイルのあ

りかた、省エネ方法、循環型社会

など）を踏まえて、原子力発電に

ついて学習し、原子力発電も含め

たエネルギー問題に対する判断

力を育成する構成となっている。

原
子
力
発
電 

・美浜町に原子力発電所ができた経緯、

当時のエネルギー事情をきっかけに、

電力事情を中心に現代に至るまでのエ

ネルギー事情を学んだ後、グループ別

に近隣の発電所（水力・火力・原子力）

を見学し、グループ発表で知識を交流

する方法をとっている。 

・学年の最後に INSS と防災センターを

見学し、原子力発電の信頼性向上に向

けた研究と原子力防災について学習す

るとともに、１年間の学習を通して残

った疑問について復習する。 

・外部教材を活用して、原子力発

電の仕組み、現状・役割、過去

の事故、放射性廃棄物の処分な

ど、原子力発電の学習に必要な

事項について一通り触れてい

る。 

・原子力を知らない教員も教えら

れるように外部教材を活用し、

その流れに沿ってワークシー

トを用意しパッケージ化して

いる。発電所を見学したり外部

専門家が生徒の疑問に答えた

りするところはない。 

学
習
内
容 

放
射
線 

・カリキュラムとして放射線学習は含ま

れていないが、INSS の見学時に基本的

な内容（自然放射線・被曝の影響）に

触れることとした。 

・放射線の性質、影響などの基礎

知識と、簡易測定器での測定体

験を通して自然放射線の存在

を実感させるものであり、放射

線学習に必要な内容に一通り

触れている。 

山城中の場合は中学校３年間の学習の中で計画されているため、第１・２学年での４テ

ーマの学習後に実施する計画となっている。水力・火力・原子力発電をテーマに発電の仕

組みやそれぞれの発電方式の長所・短所等について学習を進め、エネルギー利用について

の判断力を育成する展開とされている。原子力発電については事実に基づく正確な知識を

付与する観点から、放射線及び原子力発電の課題について一通り学習する内容が組み込ま

れている。 
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原子力発電の取り扱いだけに着目すると、美浜中の場合は原子力発電の存在を前提に、

原子力発電に関する理解を深めそれを題材にエネルギー問題を理解するカリキュラムと、

山城中の場合は原子力発電の是非も含めて、エネルギー選択に対する判断力を育成するた

めのカリキュラムと見ることができる。 
両校のカリキュラムにおいて、必要な学習項目がどのような流れで展開されるかを、美

浜中の展開をベースに比較した結果を表４.６に示す。 

表４.６ 美浜中と山城中の学習の流れの比較 

美浜中学校（第１学年）  山城中学校（第２学年） 両校の流れの特徴 
    

町内各小学校での学習 
（平成１８年度は未実施） 

 第１・２学年での学習 ・美浜中は小中一貫、山

城中は中学校だけの活

動 

    

  １．電流の働き（理科）（６時間） 

・磁石や電流のまわりの様子 

・電流と磁界の間に働く力 

・電流を発生させる仕組み 

・山城中は明確に理科の

電気の学習と関連付け

て、原子力発電の授業を

展開している。 

    

１．電気エネルギーとわたしたちの生

活（２時間） 

・環境演劇（社会人講師活用） 

=>火おこし実験、発電実験。 

=>演劇を通して、電気エネルギー

の大切さや省エネ方法を知る。 

 ２．風で電気を作ってみよう（１時間） 

・体験学習（社会人講師活用） 

=>風力発電を自作。 

=>発電には多くのエネルギーが必

要なことを知り省エネルギーの必

要性を理解する。 

・両校とも社会人講師によ

る発電体験などを、今後

の学習の導入に利用し

ている。 

    
２．美浜発電所の歴史と発電方法の

移り変わり（２時間） 

・教員による授業への導入 

=>人力発電体験などを通して環境

演劇の発電体験を振り返る。 

 ３．水力・火力・原子力の発電の仕組

み（理科）（１時間） 

・発展的学習（本来は３年生で学ぶ内

容をねらいに沿って体験学習につな

げる） 

=>水力・火力・原子力の発電の仕

組みを学習。 

=>自転車発電を体験。 

・両校とも社会人講師の学

習のあと、教師による振

り返りの授業を行ってい

る。 

・美浜中は総合的な学習

の時間に行っているが、

山城中は理科の発展に

位置付け、ここでも教科

を生かしている。 

・美浜発電所の建設と日本のエネル

ギー事情 

=>原子力発電所ができた経緯、当

時のエネルギー事情を導入とし

て、電力事情を中心に、現代ま

でのエネルギー事情の推移を学

ぶ。 

 ６．世界と日本の産業（社会科）（２時

間） 

・かたよる資源の分布 

・資源開発の問題 

・なくなる資源 

・美浜中はエネルギー事

情の学習においても、原

子力発電所が建設され

た当時の経緯から学習

に入っている。 

・山城中の場合は第１学

年での学習を踏まえつ

つ、社会科を生かしてい

る。 
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４．原子力発電（２時間） 

・原子力発電と原子爆弾との違い 

・原子力発電の役割と仕組み 

・放射性廃棄物の処理 

・原子力発電の事故と安全性 

・日本の原子力発電の現状 

５．１年の復習（水力・火力・原子力発

電の特徴）（１時間） 

・火力・原子力・水力発電の長所・短所

・ベストミックス 

・エネルギー資源の特徴 

８．課題学習（１時間） 

・原子力について学習したことを発表

に向けてまとめる。 

３．発電所を見学しよう（１２時間） 

・教員による事前指導（２時間） 

=>水力（耳川）・火力（敦賀火力）・

原子力（美浜・もんじゅ）の発電

所ごとに見学グループを編成す

る。 

=>グループごとに見学時のポイント

を検討し質問事項等を決める。 

・発電所の見学（４時間） 

=>仕組みや長所・短所を理解する

とともに、予め検討したポイント

について確認する。 

・グループ間の交流会 

=>見学で体験・学習したことをグル

ープ内でまとめる。（４時間） 

=>グループごとに発表する。（２時

間） 

 

９．課題発表（１時間） 

・まとめた課題学習について１分間ス

ピーチで各自が発表する。 

・両校とも単に原子力発

電だけを学ぶのではな

く、発電方法の学習の中

で学ばせている。 

・美浜中は見学体験がベ

ーの展開、山城中は座

学で一通りの内容を教

授する展開である。 

・両校とも学習結果を発表

する機会を設定してい

る。 

・美浜中の発表はグルー

プごとの見学の知見を交

流する場、山城中の発

表は生徒の学習の振り

返りの場として設定され

ている。 
    

４．原子力発電の将来（３時間） 

・原子力発電所を安全に運転するた

めの研究 

=>原子力安全システム研究所（ＩＮ

ＳＳ）を見学し、安全に運転する

ための研究や努力に触れる。 

  ・美浜中は地元の研究所

を活用して締めくくりに原

子力に対する研究や努

力が進められていること

を伝える機会を設定して

いる 

・原子力発電の課題 

=>ＩＮＳＳで原子力発電の課題、放

射線について学ぶとともに、これ

までの学習での疑問点を解消す

る。 

 ７．放射線実習（２時間） 

（放射線測定器「はかる君」は外部から

借りる） 

・放射線と放射能 

・暮らしの中の放射線 

・はかる君を使った放射線調査 

・この年度における美浜中

の放射線教育は不十分

であった。 

・山城中は体験的な放射

線学習を一通り行ってい

る。 

=>原子力防災センターを見学し役

割、防災時の対応について学

ぶ。 

  ・美浜中は原子力防災に

ついても学習する。山城

中にはこの項目はない。
    

計：１９時間  計：１７時間  

 
いくつかの共通点があり、一方で注目すべき相違点もある。 

共通点として次の項目があげられる。 
・両校とも単に原子力発電だけを学ぶのではなく、発電方法の学習の中で学ばせている。 
・大まかな展開（社会人講師による導入授業→教師による振り返りの授業→発電方法の学

習→原子力発電の学習→学習結果の発表）は共通している。 

相違点としては次の項目があげられる。 
・美浜中は「総合的な学習の時間」がベースである。山城中は教科（理科及び社会科）と
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「総合的な学習の時間」での学習を相互に関連付けた展開としている。教科と「総合的

な学習の時間」の学習は美浜中においても生かされていると思われるが、山城中のよう

に明確に関連付けておくことは、教師と生徒の両方に、理科などでの学習が原子力発電

を学ぶ基礎になっていることを、また逆に「総合的名学習の時間」の学習が教科にもつ

ながることを意識付ける効果があると考えられる。 
・美浜中の発電方法の学習は、生徒がグループごとに方式の異なる発電所を見学しその結

果を相互に交流する方法で展開される。また、最後にINSSと原子力防災センターを訪

問するなど外部機関を積極的に活用している。山城中学校は教材については外部機関の

ものを利用しているが、その内容を自ら改良し、教師自身で教えようとする姿勢が強い。

原子力発電も放射線も教師自身が外部の教材を自ら標準化し（但し、外部機関の研修を

活用したり、INSSの協力を受けたりしながら）、教師が一通りの内容を押さえる展開と

している。 

・美浜中では学習結果の発表の時間は、発電所見学で得た知見をグループ間で交流する場

として使われ、学習結果の振り返りには外部機関（INSS）が利用されている。山城中

では発表の時間が、各自が学習内容を振り返る場として設定されている。 
・美浜中では原子力防災に関する学習が組み込まれているが、放射線に関する学習はあま

り実施されていない。山城中は原子力防災に関する学習はないが、放射線に関しては体

験学習が実施されている。 

美浜中学校のカリキュラムは地元の教育資源を活用し、生徒の自主性を生かして自ら学

ぶことを尊重した授業展開と言えよう。しかしながら、生徒自身の学び合いに主眼を置い

た結果として、原子力発電や放射線に関する基礎的な知識がついたかどうかの確認が不十

分なまま授業が終わっている感がある。教師による確認の時間、外部機関の活用など様々

な方法が考えられるが、何らかの形で押さえておく必要があると思われる。また、一部の

生徒が原子力発電所を一度も見学しないまま中学校を卒業する可能性があることについて

は、一般的な学習の観点からはグループ間の交流で目的が達成できればそれで十分であろ

うが、立地地域の教育としては物足りない気もする。可能であれば、小学校でも見学する

時間を設ける、小学校で見学したことがない生徒を優先的に原子力発電所の見学グループ

に加えるなどの改善が望まれる。 
一方で、山城中学校生徒の原子力発電に関するアンケートの項目「原子力施設周辺では

放射線が強いか」の結果（資料5の12頁）を見ると、学習プログラムでは教えられている

（授業案⑤「放射線実習」（資料5の25頁）の学習内容『１年間に被曝した放射線量』にお

ける資料４「日常生活と放射線」（資料5の29頁））にもかかわらず、「そう思う」・「どちら

かといえばそう思う」と答えた生徒の割合は６０～７０％と高い（美浜中の生徒も５０％

以上）。押さえるべきポイントが明確に認識されないまま授業が実施される懸念があり、押

さえるべきポイントについてめりはりをつける、再確認する等の改善が望まれる。 

（２）美浜中学校での実践の推移 

表４.７は美浜中学校第１学年のカリキュラムの３年間における変化を、平成１８年度を

ベースに示したものである。統一カリキュラムによって標準的な学習内容及び学習時間が

設定されているため大きな変更はないが、年度ごとに徐々に順序、内容が変更されている。 
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表４.７ 美浜中学校のカリキュラムの年度推移 

平成１８年度  平成１９年度 平成２０年度 

    
町内各小学校での学習 

（平成１８年度は未実施） 
 町内各小学校での学習 

（平成１９年度から開始） 
町内各小学校での学習 

（小学校で学んだ生徒が入学） 

    

   
オリエンテーション（１時間） 

=>エネルギー環境学習のやり方

についての説明 
    

１．電気エネルギーとわたしたちの

生活（２時間） 

・環境演劇（社会人講師活用） 

=>火おこし実験、発電実験。 

=>演劇を通して、電気エネルギ

ーの大切さや省エネ方法を知

る。 

 １．暮らしを支えるエネルギー（２時

間） 

・環境演劇（社会人講師活用） 

=>いろいろな発電実験。 

=>演劇を通して、電気エネルギ

ーの大切さや省エネ方法を知

る。 

１．暮らしを支えるエネルギー（２時

間） 

・環境演劇（社会人講師活用） 

=>発電の仕組み。 

=>エネルギーについて。 

=>電気について。 

    
２．美浜発電所の歴史と発電方法

の移り変わり（２時間） 

・教員による授業への導入 

=>人力発電体験などを通して環

境演劇の発電体験を振り返

る。 

 ２．発電の種類と特徴 

・電気の旅（理科教員）（１時間） 

=>家庭のコンセントから発電所ま

での電気の通り道を理解する。

=>福井県は発電量日本一、様々

な発電所があることに気付く。 

２．発電の種類と特徴 

・電気の旅（理科教員）（１時間） 

=>家庭のコンセントから発電所ま

での電気の通り道を理解する。

=>福井県は発電量日本一、様々

な発電所があることに気付く。 

・美浜発電所の建設と日本のエネル

ギー事情 

=>原子力発電所ができた経緯、

当時のエネルギー事情を導入

として、電力事情を中心に、現

代までのエネルギー事情の推

移を学ぶ。 

  

 

 

３の項目に移動 

 

 

 

省略 

    
３．発電所を見学しよう 

・教員による事前指導（２時間） 

=>水力（耳川）・火力（敦賀火

力）・原子力（美浜・もんじゅ）の

発電所ごとに見学グループを

編成する。 

=>グループごとに見学時のポイ

ントを検討し質問事項等を決

める。 

 ・発電所見学事前学習（２時間） 

=>各発電所のパンフレット調査・

ＤＶＤ視聴による調べ学習 

・発電所見学事前学習（２時間） 

=>見学先の決定 

=>各発電所のパンフレット調査・

ＤＶＤ視聴による調べ学習 

=>見学先での質問の検討 

・発電所の見学（４時間） 

=>仕組みや長所・短所を理解す

るとともに、予め検討したポイン

トについて確認する。 

 ・発電所を見学しよう（４時間） 

=>グループ毎に見学して長所・

短所を比較し、環境問題や化

石燃料の有限性に気付く。 

=>各発電所が環境に配慮しなが

ら発電していることを知る。 

・発電所見学（５時間） 

=>グループ毎に見学して長所・短

所を比較する。 

=>各発電所が環境に配慮しなが

ら発電していることを知る。 



 76

・グループ間の交流会 

=>見学で体験・学習したことをグ

ループ内でまとめる。（４時間） 

=>グループごとに発表（２時間） 

 ・学習発表会をしよう 

=>グループごとに模造紙などに

まとめる。（５時間） 

=>グループごとに発表（２時間） 

・学習発表会 

=>準備（４時間） 

=>グループごとに発表（２時間） 

    

  ３．エネルギーの安定供給の必要

性（２時間） 

・日本の電気エネルギーの特徴 

=>発電方式の長所・短所の復習 

=>世界の電力事情、日本のエネ

ルギー事情 

=>日本のエネルギーの歴史 

=>エネルギー安定供給の方策

（省エネ・新エネ・原子力発電

（課題があることに触れる）） 

 

    

  ４．原子力発電の課題と安全性（４

時間） 

・原子力事故防災対策（社会人講師

活用）（１時間） 

=>原子力発電の原理・仕組み・

安全対策 

=>放射線の性質、放射線管理 

３．原子力発電の課題と安全性（４時

間） 

・原子力発電所の安全対策（社会人

講師活用）（１時間） 

=>原子力発電の原理・仕組み・安

全対策 

=>放射線の性質、放射線管理 

４．原子力発電の将来（３時間） 

・原子力発電所を安全に運転するた

めの研究 

=>原子力安全システム研究所（Ｉ

ＮＳＳ）を見学し、安全に運転

するための研究や努力に触れ

る。 

 ・美浜原子力発電所を安全に運転

するために（３時間） 

=>原子力安全システム研究所（Ｉ

ＮＳＳ）を見学し、安全に運転

するための研究や努力に触れ

る。 

・美浜原子力発電所を安全に運転す

るために（３時間） 

=>原子力安全システム研究所（Ｉ

ＮＳＳ）を見学し、安全に運転す

るための研究や努力に触れる。

・原子力発電の課題 

=>ＩＮＳＳで原子力発電の課題、

放射線について学ぶとともに、

これまでの学習での疑問点を

解消する。 

   

=>原子力防災センターを見学し

役割、防災時の対応について

学ぶ。 

 =>原子力防災センターを見学し

役割、防災時の対応について

学ぶ。 

=>原子力防災センターを見学し

役割、防災時の対応について

学ぶ。 
    

計：１９時間  計：２２時間 計：２０時間 

平成１８年度から１９年度にかけて変更された主な項目として次の二つがあげられる。 
・発電所見学前に実施されていた「２．美浜発電所の歴史と移り変わり」の内容が見学の

前と後に配置し直された。平成１８年度の前半の内容「教員による授業への導入」（前

の時間の「環境演劇」の振り返り）は、平成１９年度には「電気の旅」のテーマで、コ

ンセントから発電所までの電気の通り道と福井県内発電所の分布と発電量などを学ぶ

ものに変更されている。後半の「美浜発電所の建設と日本のエネルギー事情」は見学後

に移動され「エネルギーの安定供給の必要性」のテーマで、日本の電力事情を歴史的視
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点も交えて学ぶものに変更された。前半部分の変更は前の時間の振り返りを省略し次の

見学への事前学習を充実したものであるが、後半部分の変更は美浜発電所立地の歴史的

経緯に触れる部分が薄まっており、当初内容からは後退した印象がある。 
・「４．原子力発電の将来」が「原子力発電の課題と安全性」に変えられ、社会人講師（美

浜発電所職員）を活用した「原子力事故防災対策」が追加された。初年度はINSSにて

実施した原子力発電と放射線に関する学習の振り返りを正式な学習項目に昇格させた

ものと評価できよう。 

平成１９年度から２０年度にかけて変更された主な項目として次の二つがあげられる。 
・学習の開始の冒頭に、今後のエネルギー環境学習のやり方について説明するオリエンテ

ーションが追加された。 
・平成１９年度「３．エネルギーの安定供給の必要性（２時間）」の時間が省略された。 

図４.４は美浜中学第一学年の学習内容が、第二章において提示した「発達段階に応じ

て学ぶことが望まれるエネルギー概念」のどれに対応するかを示したものである。濃い黒

色の枠内のエネルギー概念が対応する。 

導入に使われている環境演劇の学習内容は小学校高学年の水準であると推定される。小

中一貫体制とはいえ、平成１８・１９年度の新入生はまだ小学校で学習した経験がないた

め、この時期におけるこの設定は妥当と思われるが、平成２０年度以降は学習経験者が入

学しているため、変更する時期に入っていると考えられる。 

環境演劇以降の発電関係の学習において学ぶエネルギー概念は下側のくくりに対応す

ると推定される。平成１９年度から２０年度に移るときに省略された「３．エネルギーの

安定供給の必要性（２時間）」の内容は、その他の学習時間の内容と重複しており、省略さ

れても前後で学習するエネルギー概念に変化はなかった。しかし、様々な方法で同じ内容

を学び、学習の厚みを増すことが定着率の上昇につながる。基礎的な知識の獲得が不十分

な状況を踏まえると、再考を要するポイントであろう。 
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図４.４ 美浜中学第一学年の学習内容に含まれる「発達段階に応じて学ぶ

ことが望まれるエネルギー概念」 

 

３．児童生徒アンケートに見る取り組みの成果 

エネルギー環境教育の実践よる効果を把握するには、美浜町の児童生徒の変容を確認す

る必要がある。ねらいとする変容は単なる知識の獲得や思考力の向上ではなく、児童生徒

の発達段階に応じた内面的な意識の変化と具体的な行動の変容である。客観的データで比

較評価できることが望ましいが、現実的に実施できることは限られている。平成１３年度

に情報センターが実施した「児童生徒の実態を踏まえたエネルギー環境教育の学習指導の

在り方に関する調査」での全国調査結果をベースに、エネルギー環境教育への取り組み段

階が異なるいくつかの学校の児童生徒に対して類似項目についてアンケート調査を行い、

どの項目にどのような変化があったかを調査することとした。 

（１）調査対象と時期 

美浜町内の全小・中学校の児童生徒を対象とする。比較対象として平成１３年度にエネ

ルギー環境教育情報センターが実施した全国調査のデータを使用するとともに、美浜町以

外の地区の児童生徒に対しても同様のアンケート調査を実施する。対象校は比較条件（学

校規模、地域性、エネルギー環境教育の実施状況など）を考慮して広範囲に選定するのが

望ましいが、実際には調査を受諾してもらえる学校へ依頼するにとどまった。 
対象校の特徴及び調査時期は次の通り（表４.８）である。 

 
 
 

最初の環境演劇
での学習水準 

環境演劇以降の
学習水準 
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表４.８ 調査対象校の特徴と調査時期 

記号 対象校の特徴 調査時期 

Ｍ 

美浜町の全公立小学校または中学校の集計データ。 
小学校では小規模校１校がＨ１８年度からエネルギー教育実践校

の指定を受けているが、その他の学校はＨ１９年度から初めて統一

カリキュラムに沿ってエネルギー環境教育に取り組む。 
中学校は全町で美浜中学校本校と小規模な分校１校の体制。中学校

もＨ１８年度からエネルギー教育実践校に取り組んでいるが、統一

カリキュラムに沿った実践は、Ｈ１８年度が第１学年、Ｈ１９年度

が第１・２学年、Ｈ２０年度が全学年と段階的に実施されている。 
Ｈ１９年度の調査時点で小学生は実践経験無し、中学生は第２

学年のみ１年間の実践を経験。 
Ｈ２０年度の調査時点で小学生は１年間の実践経験、中学生は

第１・２学年が１年間、第３学年が２年間の実践を経験。 

平成１９年度

及び 
平成２０年度

の１学期 

Ｆ 
福井市の市街域にある１中規模公立小学校のデータ、平成１９年度

に全国小学校理科教育研究大会が開催されたときの研究校の一つ。 
 

Ｅ 
越前市の農村部にある１小規模公立小学校のデータ、エネルギー教

育実践校等の経験はない。 
平成１９年度

１学期 

Ｏ 
小浜市の市域と農村部の境にある１小規模公立小学校のデータ、前

年度（Ｈ１８年度）までエネルギー教育実践校。 
 

Ｙ 
京都府南部の地方都市の市域と農村部の境にある１中規模公立中

学校のデータ、前年度（Ｈ１８年度）までエネルギー教育実践校。 
平成１９年度

２学期 

Ｊ 
全国調査データ、平成１３年度にエネルギー環境教育情報センター

が実施（小学生は第６学年、中学校は第３学年）、但し、今回の全

調査項目に対応して全国調査データがあるわけではない。 

平成１３年度

２学期 

（２）調査項目 

全国調査の項目は、①「基本属性」、②「関心」、③「情報源・学習体験」、④「知識」、

⑤「認識・意識」、及び⑥「行動」に分類されている。調査項目の選定に当たっては調査結

果の比較性を重視し、全国調査の項目を踏襲することとした。 
我々の研究においては、エネルギー環境教育において達成されるべき能力は、○ａ「認識

形成」、○ｂ「学び方形成」、及び○ｃ「人間形成」の３観点に整理される。それぞれにおいて

重視する能力は、認識形成においては「正確な知識」・「確かな認識」として、学び方形成

においては「情報収集・活用力」・「課題形成・探究能力」・「表現・コミュニケーション力」

として、そして人間形成においては「豊かな感性」・「主体的対応力・行動力」として表さ

れる。３観点で求められる能力が全国調査の項目に明確に対応して盛り込まれているわけ

ではないが、調査項目の分類と達成されるべき能力の関係は、ほぼ次の通りである。 
３観点 調査項目の分類 達成されるべき能力 

「認識形成」 
④「知識」 
⑤「認識・意識」 

「正確な知識」 
「確かな認識」 
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「学び方形成」 
②「関心」 
③「情報源・学習体験」

「情報収集・活用力」 
「課題形成・探究能力」 
「表現・コミュニケーション力」 

「人間形成」 
⑤「認識・意識」 
⑥「行動」 

「豊かな感性」 
「主体的対応力・行動力」 

（３）調査結果 

認識形成、学び方形成及び人間形成の観点から評価した結果を以下に示す。なお、この

評価に関連する調査データを資料６に示す。 

ａ．認識形成の観点から－「知識」と「認識・意識」 

＜正確な知識＞ 
美浜町の児童生徒は、エネルギー資源輸入率に代表される基礎的な知識を着実に身につ

けつつある。小学生は平成１３年度の全国調査データや県内の先進校に比べまだ遅れてい

るが、中学生は全国調査を上回り、ほぼＹ校の水準に追い付いている。知識の有無に関す

る中学生の自己評価（この問いは中学生のみ）において、「かなり知っている」「まあまあ

知っている」を合わせた回答割合はＹ校とほぼ同等程度に達しており、美浜町の中学生の

知識に対する自負の高まりを見ることができる。けれども、オイルショックや新エネルギ

ーなどの個別の言葉の知識理解の程度については先行しているＹ校に一日の長がある結果

が出ている。しかし小学校の取り組みと連携していないＹ校と異なり、美浜町の取り組み

は小中一貫したものであり、いずれＹ校に追いつけるものと予想される。 

エネルギー資源輸入率

25.2%

32.8%

32.7%

11.4%

10.8%

14.8%

20.5%

37.8%

37.7%

29.1%

40.0%

48.6%

29.6%

33.3%

8.7%

14.0%

10.1%

37.0%

18.3%

16.4%

25.5%

31.4%

35.1%

33.3%

23.1%

29.8%

28.1%

38.2%

40.0% 17.0%

5.5%

6.6%

8.6%

11.1%

12.8%

30.3%

40.4%

38.5% 18.3%

15.7%

15.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｊ６

Ｆ５

Ｆ６

Ｅ５

Ｅ６

Ｏ５

Ｏ６

Ｍ５-19

Ｍ６-19

Ｍ５-20

Ｍ６-20

ほぼ100% 約80% 約60% 約40% 約20% ほぼ0% 無記入
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エネルギー資源輸入率

25.2%

23.7%

37.0%

57.7%

27.3%

42.6%

35.7%

27.6%

35.4%

48.9%

37.8%

40.8%

35.8%

28.2%

38.2%

33.0%

36.7%

31.6%

38.9%

31.9%

18.3%

18.4%

22.2%

5.1%

26.4%

17.0%

17.3%

34.2%

13.3%

11.7%

14.6%

6.1%

7.1%

5.5%

7.9% 6.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｊ３

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｍ１-19

Ｍ２-19

Ｍ３-19

Ｍ１-20

Ｍ２-20

Ｍ３-20

ほぼ100% 約80% 約60% 約40% 約20% ほぼ0% わからない 無記入

 

エネルギーと環境に関する知識

13.2%

7.4%

10.3%

5.3%

18.6%

50.0%

37.0%

46.2%

39.1%

23.4%

25.5%

55.3%

42.5%

33.0%

58.2%

53.2%

28.2%

56.4%

42.0%

25.0%

66.8%

34.2%

51.1%

48.7% 6.2%

13.8%

14.3%

22.3%

11.5%

6.6%

11.1%

12.5%
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原子力発電や放射線に関する知識はまだ不十分である。 
福井県嶺南地域では、美浜町のような原子力発電所立地町や小浜市のような原子力発電

所隣接市も含めて、全学校に放射線見守り隊の愛称で呼ばれる放射線量率モニターが設置

されている（嶺北になる越前町の一部の学校にも設置されている）。児童生徒は入学した時

からモニターを眺めていることになるが、その数値の意味を知っている割合は小学生も中

学生も１０％強程度であった。美浜町統一カリキュラムでは学習対象に含めていないが、
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平成１８年度のエネルギー環境教育セミナーのアンケート（資料２参照）では多くの教員

が大洗町の原子力防災教育に関心を示しており、潜在的には要望があるものと推定される。

なお、中学生の場合、平成２０年告示学習指導要領において理科の中で放射線について触

れることが求められており、今後は何らかの形で学習が進むものと予想される。 
中学生を対象に原子力施設周辺の放射線について尋ねた回答結果は、原子力発電に関す

る基礎的な理解がまだ不十分なことを示している。強いとすることに対して「そう思う」、

「どちらかといえばそう思う」を合わせた割合は、学年を通して５０～７０％である。し

かし、美浜中学校の場合はＹ校と異なり、学年段階とともにそう思わない側の回答が増え

る傾向が見られ、今後の着実な取り組みが期待されるところである。 

放射線とは何か知っているか（Ｙ）

「放射線見守り隊」※の数字の意味を知っているか（M）
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原子力施設周辺では放射線が強いか
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※若狭地域の学校内

に設置されている放

射線モニターの愛称



 83

＜確かな認識＞ 
エネルギーと環境の問題に関する認識については、美浜町の児童生徒だけでなく今回の

アンケート調査対象の小・中学生を通して、全般的な回答傾向に平成１３年度の全国調査

データと大きな差は見られなかった。 
ほとんどの児童生徒が、エネルギーと環境の学習が大切と考えている。しかし、学校で

この問題をもっと取り上げることについては既習の程度が影響すると考えられ、全国調査

の平均は小・中学校とも４５％程度であるが、学校によって回答が３０％から７０％の間

に分布している。学校全体として教育に対する意識が高いと考えられる福井市内のＦ小学

校が最も意欲が高いが、美浜町の小学生は５０％前後で全国調査のデータに近い。中学生

の場合、学年段階とともに低下する傾向があるように見受けられる。活動を５年間継続し

てきたＹ校の場合、第１学年から第３学年で「そう思わない」とする答えが４０％強から

２０％強に低下している。アンケート調査時点で３年生だけが活動期間が２年間になる美

浜中学校においても、１年生の６０％弱が３年生で３５％程度と低下する傾向が表れてお

り、今後の進め方に対する懸念材料である。 

エネルギーと環境の学習は大切
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エネルギーと環境の問題を学校でもっと取り上げてほしい
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エネルギー利用に関する回答傾向は、小・中学生とも全国調査当時と同様である。今ま

で通りエネルギーが使えるわけではないと自覚し、その結果としてエネルギー消費量削減

の必要性を認識し、環境保全とエネルギー利用のジレンマに悩みながらも、豊かで快適な

生活を続けられる解決方法があることを願っている。発達段階を踏まえるときわめて自然

で健全な考えと思われる。この願いを素直に伸ばし、学び方形成、人間形成の学びへつな

げていくことが必要である。 

豊かで快適な生活を続けながらエネルギーと環境の問題を解決できる
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ｂ．学び方形成の観点から－「関心」と「情報源・学習体験」 

＜情報収集・活用力」＞ 
勉強以外の関心事項に関する調査結果は、アンケートに答えた児童生徒が、芸能界やプ

ロスポーツ、趣味、テレビ番組に興味を示す普通の小・中学生であることを示している。

但し、美浜中学校の生徒はクラブ・部活動に対する関心がＹ校に比べて高く、クラブ・部

活動が盛んなことを示している。 
エネルギーという言葉から、福井県内の児童生徒は、原子力、地球温暖化や省エネが思

い浮かべる割合（４０～６０％）が高い。中学生はさらに光、熱など具体的なエネルギー

も思い浮かべている。京都府に属するＹ校の生徒の場合、原子力は光や熱よりも低く、石

油や水（力）と同程度の割合（３０％前後）で想起されているに過ぎない。福井県の児童

生徒にとっての原子力発電所の存在感の大きさが示されている。 

エネルギーで思い浮かべるもの（３つ選択）
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学習したいエネルギーと環境の問題は、小・中学校とも地球温暖化問題が飛び抜けてい

る（５０％程度）。その後に森林の減少、新エネルギー、原子力発電、省エネルギーが続き、

エネルギー資源が５～１０％となっている。地球温暖化問題を学習したいとする傾向は特

に美浜町内の小・中学生に強く、他校に対し１０％程度高くなっている。 
原子力発電に対する学習意欲は小・中学生とも新エネルギーと省エネルギーの間にある。

小学生は学校間で割合がばらつく（１０～３０％）。中学生は美浜中学校（十数％）の方が

Ｙ校（１０％弱）より若干高い。 
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学習したいエネルギーと環境の問題（ ２つ選択）
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美浜町児童の原子力施設見学経験の割合は５０％以下であり、学年によっては非立地地

域の小学校である他校児童の方が高いという結果になった。Ｅ校の第５学年が１００％で

あることから、経験の有無は教育者の対応次第であると推定される。美浜町統一カリキュ

ラムは小学校段階で原子力施設の見学を設定しておらず、変更がない限りこの状況は続く

ことになる。中学生の場合、統一カリキュラムの第１学年の学習において発電所見学が設

定されているため、第２学年の段階では経験者が増加する。しかし、グループに分かれて

火力発電所や水力発電所も見学する方法であるため全員が原子力施設を見学することにな

らず、第２～３学年で見学する機会が設定されていないこともあって、現行のカリキュラ

ムでは一度も原子力施設を見学せずに卒業する生徒が生じるという課題がある。 

原子力施設またはＰＲ施設見学の有無
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原子力施設またはＰＲ施設見学の有無
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中学生のみ対象とした学習ソースに関する調査は、テレビ・ラジオなどメディアの影響

が大きいが、学校教育から学ぶことも多くなっていることを示している。特に、「総合的な

学習の時間」の活用が進み、理科や社会科も活用されている。平成２０年告示学習指導要

領では「総合的な学習の時間」が削減されていることから、今後は教科教育の活用が重要

になる。 
 
＜「課題形成・探究能力」・「表現・コミュニケーション力」＞ 
「課題形成・探究能力」を見る項目として、エネルギーや環境に関連する身近な課題に

対する問題意識や探究心を調査する項目である「地域のごみ回収システムの知識」と「自

宅光熱費の調査経験」が利用できる。「表現・コミュニケーション力」に関連する調査項目

はまだ設定していない。今後の課題である。 
美浜町の児童生徒の分別方法の知識に関する結果からは、知っているとする割合が小学

生で全国調査データと同等の７０％前後、中学生で全国調査データ（６０％強）より低い

５０％前後であり、小学生の方が中学生より知っていると答える割合が高くなっていた。

比較校のデータは、中学校の場合はＹ校も５０％前後の回答であるが、小学校の場合、Ｆ

校やＥ校の割合はさらに高く８０％前後になっている。 
一方で「分別リサイクル」に関する行動の調査結果は、美浜町の児童生徒の割合は全国

調査データをも下回り、比較校の児童生徒間でもかなりの差がついている。制度の違いや

地域・家庭の状況が影響している可能性が考えられるが、保護者の行動に対する評価には

差がないので地域として進んでいないということではないと想像される。児童生徒も実践

に参加する方向へ変わっていく必要がある項目である。平成２０年度調査における美浜中

学校１年生のデータは全国調査データを上回っており、Ｙ校のデータに近づいている。今

後推移を注視していくべきデータである。 
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地域のごみ回収システムの知識

23.9%

32.8%

23.6%

28.6%

27.0%

37.0%

15.4%

30.8%

17.5%

32.6%

19.0%

46.9%

45.9%

58.2%

54.3%

54.1%

29.6%

59.0%

31.7%

54.4%

37.1%

48.0%

5.7%

7.7%

12.0%

11.1%

5.4%

5.5%

11.5%

12.7%

11.5%

12.4%

14.0%

8.2%

12.7%

11.4%

20.0%

18.0%

14.0%

25.0%

17.9%

10.8%

22.2%

15.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ｊ６

Ｆ５

Ｆ６

Ｅ５

Ｅ６

Ｏ５

Ｏ６

Ｍ５-19

Ｍ６-19

Ｍ５-20

Ｍ６-20

回収日と分別
方法の両方

分別方法のみ
知っている

回収日のみ
知っている

両方知ら
ない

無記入

 

分別リサイクル

31%

71%

59%
66%

62%

75%

57%

80%

54%

65%

26%

89%

36%

85%

26%

81%

9%

75%

22%

88%

30%

88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ｊ
６

本
人

家
族

Ｆ
５

本
人

家
族

Ｆ
６

本
人

家
族

Ｅ
５

本
人

家
族

Ｅ
６

本
人

家
族

Ｏ
５

本
人

家
族

Ｏ
６

本
人

家
族

Ｍ
５

本
人

-
1
9

家
族

Ｍ
６

本
人

-
1
9

家
族

Ｍ
５

本
人

-
2
0

家
族

Ｍ
６

本
人

-
2
0

家
族



 89

地域のごみ回収システムの知識
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自宅の光熱費に関する調査経験の有無は学習活動での進め方との関係が強いと考えら

れる。美浜中学校の生徒はどの学年でも半数以下にとどまっているが、Ｙ校では２年生の

８０％弱が調べたことがあると答えている。家庭のプライバシーに関わるため取り扱いに

は注意を要するが、身近な課題に目を向けさせることができる具体的な事例であり、可能

な範囲で取り入れていくことが勧められる。 
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ｃ．人間形成の観点から－「認識・意識」と「行動」 

＜豊かな感性＞ 
未来に対する視線、科学技術に対する見方は、社会観や自然観を探る一つの要素と見な

すことができよう。 
単純に３０年後の状況を尋ねると将来を悲観的に見る割合が半数を超える。平成１３年

度の全国調査データでは、小学生の６０％が、中学生で７０％が今より悪くなると回答し

ている。美浜町の児童生徒も同様であり、知見の増加とともに将来を悲観的にみる傾向が

強くなっている。 
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しかし、将来に対する展望を示されないまま危機的な状況に関する知識が増えれば、こ

のような見方が増えるのは自然な傾向である。この結果については２つの要因が考えられ

る。一つは実際に将来に対する展望の見えない教育がなされている可能性である。この可

能性は必ずしも否定できないため、反省点として認識しておくべきであろう。残る一つは

質問の不適切性である。より長期的には明るい展望を持っていたとしても、３０年後は一

時的に悪くなる可能性が高いと考えていれば、回答としては悪くなるとの選択がなされる。 
質問の不適切性を解消するために、この質問を次のように前向きな見方を問うものに改

良し、複数の大学の学生に回答してもらった（Ａ大学：平成２０年５月、対象２７名（男

１９、女８）、Ｂ大学：平成２１年１０月、対象４３名（男３７、女６））。 
質問：あなたは、エネルギー環境問題の解決に向けて可能な取り組みを積み重ねていけ

ば、我々は必ず３０年後には、今よりも明るい展望が持てる社会を築いているは

ずだと思いますか。希望ではなく、あなた自身がそのような確信をもっているか

どうかについて答えてください。 
Ａ：そう思う           Ｂ：どちらかといえばそう思う 
Ｃ：どちらかといえばそう思わない Ｄ：そう思わない 

その結果は次のとおりであった。 
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同じ３０年後であるが、約１／３が前向きに見ていることがわかる。対象が異なるため

直ちに美浜町の児童生徒の回答がどうなるかは判断できないが、次の機会に確認してみる

必要がある。 
科学に対する見方については、一時、否定的な見方が多かった（橋場・深江・伊佐，2004）

ことから結果が懸念されたが、今回の調査結果からは小・中学生とも頭から否定する意見

は少なく、健全な見方をしていることが示された。将来に対する期待は一層大きく、子供

達が自らそれを担う立場となりたいと思うように意欲を育くんでいくことが望まれる。 

人数 
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科学はエネルギーと環境の問題の改善に役立っているか
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将来、科学はエネルギーと環境の問題の改善に役立つようになる
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＜主体的対応力・行動力＞ 
エネルギーと環境の問題を解決するために自分も行動すると回答した割合は、全国調査

データで小・中学生とも６０％前後であった。美浜町の児童生徒の回答割合も学年による

ばらつきはあるものの、ほぼ同程度の割合であった。しかし美浜中学校生徒の２０年度の

回答傾向は学年段階とともに低下する傾向を示しており、今後どう変化するか注視を要す

る。誰でもできる仕組みの必要性には小・中学生とも７割程度が賛同している。 

（全国調査結果はない） 

（全国調査結果はない） 
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エネルギーと環境の問題を解決するため自分も行動する
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省エネの実践については、不要な照明を消す簡単な省エネから、適正な冷暖房温度設定

や冷蔵庫開閉頻度減など多少の我慢や意識的行動が必要となるものまで、小・中学校にお

いて浸透しつつあることがうかがえる。 
しかし、分別リサイクル、買い物袋持参とも、Ｙ校に比べ美浜中学校の生徒の割合はか

なり低く、平成１３年度の全国データよりも若干見劣りする。地域の事情はあるにしても、

保護者だけでなく児童生徒も実践に参加していくべき項目である。 
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分別リサイクル
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４．小括 

（１）エネルギー環境教育の観点から 

美浜町における３年間の取り組みを、一般的なエネルギー環境教育の観点から評価する

と次のようにとりまとめられる。 
ａ．教員自身による自主的な取り組みが始まりつつある 

２００６年度の統一カリキュラムの作成を受けて２００７年度から各学校での実践

が始まった。２００７年度は外部機関による出前授業を利用する場面が多かった（小学

校第３～６学年での出前授業を利用した単元は４割強）が、２００７年度末に副読本・

ワークシートが完成したこともあり、２００８年度には出前授業の回数は大幅に減少し

た（３校が出前授業の利用なし、多い学校で４回）。教員自身による自主的な取り組み

が始まりつつある。一方で外部機関との付き合い方について、どこまで利用すべきか距

離感を探っている状況とも見ることができよう。 
ｂ．学校全体、地域ぐるみの取り組みとしての一体感はまだ薄い 

小・中連携の必要性が意識され始めているように一体的取り組みの重要性は認識され

つつあるが、多くの教師の率直な心情が見えず一部に取り組みに対して潜在的に疑問を

持っているとする意見があること、実践が学年末に先送りされる傾向にあること、教育

委員会によって各教員の経験や知見を共有する取組が始められたが、教員相互の自主的

な情報交換が進んでいる印象は薄いことなどから、学校全体、地域全体としての取り組

みへの一体感はまだ希薄である。 
ｃ．美浜町の児童生徒はエネルギーや環境全般の基礎的な知識を身に付けつつある 

先進校の水準にはまだ届いていないが、美浜町の児童生徒は着実に知識を身に付けつ

つある。エネルギーや環境の問題に関する基本的認識にも他の学校の児童生徒と変わり

はない。 
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ｄ．児童生徒の具体的な行動にはまだ結びついていないものもある 
地域的要因が関係していると思われるが、児童生徒自身が分別リサイクルを行ったり

買い物袋を持参したりする割合は先進校に比べて低かった。より実践的な学習をもっと

取り入れることが望ましいことを示唆していると言えよう。 

以上の結果を推進の三要素、 
①学習内容に関する枠組みの整備 
②支援体制の整備 
③自律的に活動する全校体制の確立 

に照らすと、①の視点からの「より実践的な学習をカリキュラムに取り入れること」と、

③の視点からの「より全校的な取り組みへ仕向けていくこと」の二つが今後の課題として

指摘できる。後者については三要素①と②の整備過程を簡略化した影響として当初から予

想されたものであり、そのために教員研修や教員による外部発信などの対策がとられてき

たがその効果が十分に表れていない。しかし、全体的には着実に前進しており、先行事例

を参考に時間をかけて対応していくことが求められる。 

（２）原子力教育の観点から 

ａ．是非を問う選択型ではなく共生型の学習であり、立地地域における学習方法のモデル

に発展させられる可能性がある 
美浜中学校における原子力教育の内容は、非立地地域で一般的に行われることが多い

原子力発電の是非を問う選択型ではなく、発電所の存在を前提とした共生型である。「な

ぜこの地に」という素朴な疑問を出発点に設置に至った経緯を知り、原子力発電所の必

要性と安全確保の仕組みについて学ぶとともに、原子力発電の課題及び防災に関する知

識の習得を目指したものである。原子力発電所の歴史を知ることは地域理解の一環であ

り、原子力発電所の地域における意義を知るためにも重要な学習である。取り組みを深

めることによって立地地域における一つのモデルとして発展させ全国に提案できる可

能性があると評価できよう。 
しかし、取り組みに十分な時間を割けないことから、年ごとに効率的な知識の習得が

重視され、歴史的経緯を振り返る時間が短縮される傾向にあるのは否めない。効率的な

授業を目指す必要はあるにしても、カリキュラムの本質を見失うことなく、地元行政関

係者の活用、関係資料の整備などの工夫を凝らしながら進めることが今後の課題である。 
ｂ．正確な知識の習得が不十分であり、進め方についてまだ改善が必要である 

生徒のアンケート結果からは、次の二つの問題点を指摘できる。今後の見直しが求め

られるポイントである。 
・原子力発電や放射線に関する基礎的な知識の獲得が不十分である 

中学校高学年の多くの生徒が放射線見守り隊の数値の意味を知らず、また原子力

施設周辺の放射線が高いと誤解している。この結果に代表されるように、基礎的な

知識の押さえが不十分である。生徒がグループに分かれて地元の発電所を見学し、

学習したことを交流する方法は、生徒の自主的な学習力を育むものであるが、一方

で確実に押さえるべきポイントが見逃される可能性もある。放射線に関する学習は

学習指導要領の改訂によって今後理科の時間に押さえられることが期待できるが、
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その他の基礎的な項目についても、教師と見学先とが事前に押さえるポイントにつ

いて綿密に調整するなどの工夫が必要であると考えられる。 
・現行プログラムでは一部の生徒が原子力発電所を一度も見学しないで中学校を卒業

する可能性がある 
原子力発電所の見学は中学校第１学年における発電所見学の一つの選択肢とし

て設定されているため、火力発電所や水力発電所を選択した生徒は、一度も原子力

発電所を見学しないまま卒業する可能性がある。見学が目的ではなく正しく理解す

ることが目的なので、グループでの交流で十分とみなす考え方もあるが、一方で立

地地域の生徒であれば一度は見学しておいて欲しいという考え方もある。原点に立

ち返って全員が見学することの要否・意義について論議する必要があると考えられ

る。 

（３）地域貢献の観点から 

ａ．エネルギー環境教育推進の三要素のうちの二つの確立に貢献できた。 
推進の三要素のうちの、 
①学習内容に関する枠組みの整備 
②支援体制の整備 

に大きく貢献できた。 
美浜町の統一カリキュラムは、本研究で提案したエネルギー環境教育の体系がベース

になっている。推進委員会によるわずか一年間足らずの検討で小中一貫の体系的カリキ

ュラムが作成されたのは、この検討に先駆けて教育界に提案してきたカリキュラムの存

在なくしては困難な作業であったと考えられる。 
一方で最前線の教員の力を借りず推進委員だけでカリキュラムを作成できる状況は、

結果的に最前線の教員の動機付けの機会を奪い、推進委員だけで進めていると思われる

上滑りの状況を招く一因ともなった。時間的制約があったとはいえ最前線の教員も交え

て、提案したカリキュラムを美浜地域におけるカリキュラムとして教員自身の手で練り

直す過程を十分に取ったり、個々の教員への研修に十分な時間をかけたりすることがも

っと必要であったと評価される。 

支援体制については、我々の提案を受けて、教育委員会の内部委員会である推進委員

会に外部機関用関係者がサポート委員として早い段階から参加することとなった。これ

によって、カリキュラムの作成段階から、教員研修及び出前授業等による実践までの各

段階で、推進委員会内部から協力・支援することが可能となり、推進委員会が関与する

事業についてはほぼ一体的に活動することができた。教育委員会や学校関係者と情報を

共有して進める体制を構築ことの重要性が再認識された。 
しかし、統一カリキュラムに基づく授業を始めて行う時は、実際に授業を進める教員

と外部機関関係者間の人的つながりが薄く、出前授業の調整・実践が軌道に乗るまでに

若干の時間を要した。この最初の関門は、表４.３の出前授業の調整表を用意することで

乗り越えることができた。これらの課題は多くの局面で付きまとうものであり、双方が

歩み寄って現実的な解決策を工夫し、提案したり後押ししたりする意識が重要であると

言えよう。 
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ｂ．「自律的に活動する学校」への外部機関の貢献の方法がいまだに不明である 
推進の三要素の最後の項目「③自律的に活動する全校体制の確立」に向けて、推進委

員会で実施された主な方策は、教員研修（セミナーや発電所見学など）、教員による取

り組みの外部への発信（学会発表やイベントでのブース展示など）及び輪番制で公開授

業を伴う研究会などである。これらを受けて学校内においても研修等が実施されている

と推測され、一部の学校に対しては我々が直接協力したケースもあるが、実態は不明で

ある。現状では外部機関の協力は特定の授業が中心であり、いわゆる特定の専門分野だ

けの代用教員としての性格が強い。 
しかし、学校全体の取り組みに働きかけようとするなら、担当する関係者には単なる

企業の事業に関する専門家ではなく、エネルギーや環境問題の解決に貢献する企業の一

員としての自覚と見識も求められる。また、公平・中立な視点で児童生徒と接すること

ができ、学校や教員の警戒感を払拭できる人材を養成する努力が必要となろう。この点

に関する外部機関の姿勢は明確ではないが、今回の美浜町の取り組みをこのような学校

全体、地域ぐるみの取り組みへと発展させることができれば、単なる教育への協力・支

援という枠を超えて、原子力事業者と地域が共に地域の発展にために協力しあうという

共生のあり方に対する一つの方向性を見出すことにもつながる可能性があると考えら

れる。 
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表４.１ 美浜町におけるエネルギー環境教育の主な取り組み状況 

 
＜２００３～２００５年度＞ 
・美浜中学校生徒を対象に INSS による講演会・体験学習及び原子力防災センターの見学

を実施 
－２００４.０３月 全校生徒対象の講演会「コンセントの向こう」、中央公民館で 
－２００４.１２月 １年生による INSS 見学 

講演「原子力発電とその安全性の研究」と体験学習 
－２００６.０３月 １年生による INSS と美浜原子力防災センターの見学 

INSS：講演「エネルギー・電気について学ぼう」と体験学習 
美浜原子力防災センター：原子力防災の説明と施設見学 

 
＜２００６年度＞ 
・美浜町エネルギー環境教育推進委員会を設置（６月） 

－町内小中学校教員、教育委員会事務局職員、福井大学教授、エネルギー関連機関・企

業担当者で組織。６月２日に第一回会合 
・美浜中学校と菅浜小学校がエネルギー教育実践校の指定（６月） 
－他校に先駆けて実践を開始。期間は３年間 

・美浜町統一カリキュラムを作成（年度末に完成） 
－小中一貫した町独自の統一カリキュラム、各学年で１５～２０時間を配当 

・推進委員及び教員対象の研修を実施 
－推進委員：先進地視察（茨城県大洗町） 
教員：エネルギー環境教育セミナー（約５０名が参加） 

 
＜２００７年度＞ 
・町内の全小中学校で一斉に統一カリキュラムに基づく実践を開始 
－多くの学校が初めて取り組むため、多くの単元でエネルギー関連機関や企業の出前授

業による支援を受ける 
・文部科学省の先進的原子力教育取り組みの全国的普及事業の指定 
－事務局は原子力文化振興財団が事務局、予算規模としては８００万円 

・統一カリキュラム用の副読本・ワークシートを作成（年度末に完成） 
－上記予算を使って作成。INSS 東京ＷＳプロジェクトのメンバーが原案を作成し、推

進委員会がチェック 
・公開授業の実施 
－副読本を試用した公開授業（小学校１校）と研究会（２月） 

・教員対象の研修の実施 
－町内の教員対象のエネルギー環境教育セミナーを開催（８月）、参加者約１５０人 
美浜発電所、高速増殖炉もんじゅの見学（町内教職員の１／３が参加） 

・町民への啓発活動の実施 
－「エネルギーワールド in 美浜」の名称で総合運動公園にて開催（３月）、エネルギー



 99

関連の科学実験や体験ブース、参加者約９００人 
・外部への発信 

－エネルギー環境教育学会で推進委員が取組状況を報告（８月） 
「エネルギーワールド in 美浜」（３月）で取組状況を報告、同時にブースでも展示 

 
＜２００８年度＞ 
・町内の全小中学校で一斉に副読本・ワークシートを使って実践を開始 

－エネルギー関連機関や企業の出前授業による支援は、専門的なもの、準備が多いもの

に限定され大幅に減少 
・引き続き文部科学省の先進的原子力教育取り組みの全国的普及事業の指定 
－事務局及び予算規模は前年に同じ 

・美浜中学校の新校舎への建替工事に着工（４月） 
－エネルギー環境教育関連施設として、メディアホール、第３理科室（エネルギー教室）、

環境モニタリング設備と表示装置を設置予定 
・指導者用副読本を作成（年度末に完成） 
－推進委員会で作成 

・公開授業の実施 
－小学校１校（５月）、中学校１校（２月） 

・教員対象の研修の実施 
－町内の教員対象のエネルギー環境教育セミナーを開催（８月）、参加者約１６０人 

美浜発電所、高速増殖炉もんじゅの見学（町内教職員の１／３が参加） 
・町民への啓発活動の実施（３月） 
－「エネルギーワールド in 美浜」の名称で総合体育館で開催、エネルギー関連の科学実

験や体験ブース、参加者約９００人 
・外部への発信 
－エネルギー環境教育学会で推進委員が取組状況を報告（８月） 

科学遊園地サイエンスワールド２００８（総合運動公園）に体験ブースを出展（８月） 
 
＜２００９年度＞ 
・夏休み期間に美浜中学校の新校舎が竣工 
 

以 上 
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（注）「参考文献：エネルギー環境教育の学習用教材（小学校編）【国土社】エネルギー環境教育の学習用教材

（中学校・高等学校編）【国土社】」（いずれも東京ＷＳの出版教材）と記載されている。 

 

図４.２ 美浜町統一カリキュラム（平成１９年度版） 
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原子力発電所立地地域としての特色が盛り込まれている項目 
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図４.３ 副読本（児童生徒用と指導用（小学校のみ））・ワークシート 

指導者用 

指導上の留意点等が周囲

に朱記されている。 
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第五章 結論 

１．本研究から得られた知見 

本研究では、原子力発電所立地地域におけるエネルギー環境教育普及への協力・支援を

通して、原子関係者の地域貢献のあり方、可能性を検討した。 
この目的を達成するために、 
①学校教育にあまねく適用できるエネルギー環境教育の体系 
②企業等の外部機関が協力・支援する場合のあり方 

について、検討を進めた。 
そして、この二つの検討から得られた成果をもとに、原子力発電所立地地域におけるエ

ネルギー環境教育の実践を協力・支援し、 
・原子力発電所立地地域におけるエネルギー環境教育のあり方 
・エネルギー環境教育の普及活動による地域貢献の可能性 

を探った。 
本研究を通して得られた知見とそれに対する考察を以下に示す。 

（１）明確な目標と一貫性をもったエネルギー環境教育の体系化の重要性 

エネルギー資源の枯渇、気候変動による地球環境の危機が現実味を帯び、エネルギーの

有効利用やエネルギー選択に対して、合理的・理性的な判断ができる市民を育成する教育

の重要性が日々高まっている。エネルギー環境教育はそのような能力を育成する教育上の

手段として期待されているが、日本の学習指導要領にはエネルギー環境教育に関する規定

はない。このような状況下で学校においてエネルギー環境教育を進めるには、既存の教科

との垣根が低く、児童生徒の発達段階に応じて教科の学びと並行して進めることができる

教育体系が必要である。 
本研究で提案したカリキュラムはこの現状理解の下に、目標と構造を「認識形成」「学

び方形成」及び「人間形成」の三観点に単純化するとともに、学ぶべき範囲を示す基本概

念も、学習内容を容易に連想できるように的確かつ簡潔なキーワードで示している。そし

てそれをベースに幼児から高校までを見通した一貫した体系を構築している（表－１「学

習基本表」参照）。シンプルな目標と一貫性は教育関係者にも受け入れやすいものであり、

今回の美浜町のカリキュラム策定においても抵抗感なくベースカリキュラムに採用され、

統一カリキュラム策定に大きく貢献することができた。 
しかし、体系が分かりやすくとも、多くの教員がエネルギー問題に関する基礎的知識が

乏しい状況でエネルギー環境教育としての要点を確実に押さえたカリキュラムを作成する

のは困難な作業である。そのため、今回、学習の大枠を示した「学習基本表」を見直す作

業過程で、基本表の各枠組みに含まれる学習内容を、合計１５１個のエネルギー概念とし

て具体的に示すことを行った（表２.３「発達段階に応じて学ぶことが望まれるエネルギー

概念」参照）。この表はカリキュラムを新たに作成する際に盛り込むべきポイントを押さえ

るのに使用できるだけでなく、既定のカリキュラムに盛り込まれた内容が十分かどうかを

確認するのにも利用でき、カリキュラムの品質を確認し向上させるのに有用なツールとし

て役立てることができる。 



 105

（２）エネルギー環境教育推進の三要素をバランスよく進めることの重要性 

学校や地域においてエネルギー環境教育を進めるには、次の三要素が重要である。 
①学習内容に関する枠組みの整備 
②支援体制の整備 
③自律的に活動する全校体制の確立 

このうち、①と②については外部機関が比較的容易に貢献できる要素である。実際、美

浜町統一カリキュラムの策定に当たっては、本研究で提案したカリキュラムがベースカリ

キュラムに用いられた。統一カリキュラムを実践に移す最初の年には、地域の外部機関に

よる出前授業が最大限に利用された。一定水準のカリキュラムが用意され、かつ専門家に

よる協力･支援が確実に利用できる状況が用意されれば、児童生徒の知識面に関する向上は

確実に期待できる。事実、美浜町の児童生徒に対するアンケート結果からは、まだ、先行

する学校に追いつくまでの知識水準には至っていないものの、キャッチアップに向けて確

実に向上しているとの結果が得られている。しかし、知識は向上しているが、行動面には

まだ成果が表れていない。知識を行動に移す力を育むため、今後はより実践的・活動的な

学習を取り入れていくことが求められる。学校には現在のカリキュラムを最良のものとす

るのではなく、結果を受け止めて自律的に改善していく行動力ことが求められている。 
すなわち、活動をより良いものとしていくには③の要素が学校にあることが重要である。

③は学校内部の要因であり、外部機関が関与できる余地は相対的に小さい。しかし、より

本質的な問題点は山城中学校の事例が示すように、①と②の要素が学校に定着する過程が

③の要素の成立に深く関わっていることである。①と②が外発的・トップダウン的に用意

され、それらを整備する過程が省略されると、教員がエネルギー環境教育の本質と真剣に

向き合ったり、求める学習の実現ために自ら情報収集に動いたり、教育資源の開拓に努め

たりする過程さえもが省略される。その結果として、エネルギー環境教育実践への興味・

関心、意欲が育つ機会が失われ、教員のぶつかり合いを調整する過程で期待される明確な

リーダーシップも生まれない可能性が高くなる。美浜町の取り組み開始に当たっては、こ

の可能性は十分想定されており、そのため推進委員会が主体となって多くの研修が計画さ

れ実行に移された。しかし、取り組みに地域としての一体感を感じとれない状況からは、

この懸念が顕在化している可能性が指摘できる。 

＜自律的に活動する学校に向けて＞ 
上述の状況を解消するには、研修などの外発的な方法よりは、教員自らが活動したいと

思える状況を作り出すことが近道と考えられる。推進委員会が今後考慮すべき対策として

例えば次の事項があげられる。 
・統一カリキュラムの制約を緩やかなものとし、教員による創意工夫を可能とする 

教師が自分自身の発想で魅力的なカリキュラムを組み立て、自分自身の工夫で授業

を構成できれば、それは教師自身にとって大きな励みになるであろう。学習指導要領

に定められた教育でないエネルギー環境教育は、それぞれの学年でのねらいはある程

度まで学校で統一する必要はあっても、そのねらいに到達する過程は本来教師の裁量

に任されてよい教育である。押し付けられた教育より、自分自身の得意分野の知見、

創意工夫を生かした教育を展開するほうが、教師にとっても児童生徒にとっても有意
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義であり、教師もやる気を持って取り組める。ある程度理解が進んだ段階では、教師

の自主性を尊重して進めるほうが効果的であろう。 
・自らの活動を学会等へ発表することを奨励する（可能なら旅費等を負担する） 

教師自身が創意工夫の元にオリジナルの発想を生かした授業を展開できれば、そこ

で達成された成果も教師自身のオリジナルの成果であり、自分自身の研鑽の証として

教育界に発信することが可能になる。これは教師にとって大きな誇りであり、次の改

善への大きな動機付けとなる。 
・教員の創意工夫に対する支援（研修、教材開発費用等）を用意する 

言うまでもなく活動には費用がかかる。何らかの基準は必要であろうが、前向きな

活動に対しては積極的に支援することが望ましい。 
・児童生徒が活動成果を相互に交流する場を設定したり、外部で発表したりすることを

奨励する 
活動成果を町内で相互に交流したり、さらに発表の延長線上の活動として、様々な

機関（新聞社など）が実施する児童生徒の活動コンクールなどへ、学校での取り組み

や自分自身の取り組みを応募したりすることは、児童生徒だけでなく教師の動機付け

にも効果的である。児童生徒が褒められることは教師にとっては自分自身が褒められ

るよりもずっとうれしいことの一つである。また外部機関のコンクール等で児童生徒

が高い評価を積み重ねることは、学校全体の取り組みの水準の外部評価にも確実に良

い影響を及ぼす。 

また、外部機関ができる協力・支援は限られるが例えば次の事項があげられる。 
・意欲のある教師への研究や研修の場の提供 

内発的な欲求や必要性に基づく研修には、高い効果が期待できる。外部機関が提供

できる範囲は限られるであろうが、対応可能なことに対する門戸は可能な限り空けて

おくことが必要である。 
また、教材研究に取り組みたい教員のために研究会を運営するのも一つの方法であ

る。我々は福井県内の理科教師を対象に、２０００年から福井大学を拠点として理科

教育の研究会を運営しているが、その活動の一環として、福井県若狭地区の教員が参

加できる嶺南支部を２００８年度から設置し運営している。 
・地域の住民として学校の取り組みを支援 

外部機関の関係者も家庭に帰れば地域の位置住民であることが多い。エネルギー環

境教育はその学習を通して、保護者、保護者の住む地域へと広く活動の輪を広げてい

くことが重要である。そのためにも地元の関係者との連携協力は不可欠である。企業

としての立場だけでなく、地域の住民としての立場からの協力も可能であり、より効

果的であると考えられる。社員の啓発も欠かすことのできない活動である。 

（３）二つの原子力教育の存在を考慮することの重要性 

原子力発電所立地地域である美浜中学校と非立地地域である山城中学校の原子力に関

する学習カリキュラムを比較すると、それぞれが置かれた状況から大きく二つの原子力教

育が存在することが明確になった。美浜中学校の場合は原子力発電所が立地された経緯か

らきちんと押さえようとしているが、その他の基本的な学習事項に大差はない。しかし、
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美浜町の場合は発電所の存在を前提に始められる「共生型」であるのに対し、山城中学校

の場合はそれまでのエネルギー源に関する学習を踏まえて、エネルギー選択に関する判断

力育成の観点から原子力発電の是非を考えさせる「選択型」となっている。 
選択型の学習は価値観が割れる対象を扱う場合によく用いられる方法である。教育課題

として取り扱う場合、正確な情報に基づき公平な立場で扱うことに対して細心の注意が払

われるのは当然である。しかし、共生型である美浜中学校のカリキュラムに照らすと、単

純に長所と短所を比較して是非を問うだけでは不十分である。現在の原子力発電所の役割

や現在に至るまでの経緯にも触れ、原子力発電所と共存している地域や住民の存在を念頭

において議論する姿勢を育むことが必要である。これは価値観が対立するその他の課題を

扱う場合にも同様に求められる姿勢であろう。 
共生型で大事なポイントは、立地に至った経緯をきちんと押さえることであろう。現在

の原子力発電所立地地域に暮らす児童生徒は、生まれたときから原子力発電所が地元にあ

り、存在することが当たり前になっている。したがって、その存在について改めて問いか

けられる場がないと、原子力発電所の存在意義について一度も考えないままに、それが当

たり前ではない一般社会に、学校卒業と同時に送り込まれる可能性がある。これは教育の

あり方として決して望ましいものではない。一方で立地地域を過度に特別な地域として扱

うことは、消費地域に対する無用な反感やその裏返しである被害者意識を助長する懸念が

ある。科学的事実に立脚した冷静な視点をもって捉え直すことを忘れてはならない。 
得られる情報が限られる場合、各地域における学習内容が、それぞれが置かれている地

域状況に依存するのは必然である。問題は双方がその違いを認識し、それぞれの立場にお

いて改善できるかどうかである。両方の地域に関わることができ、両方の情報に触れられ

る立場にある原子力関係者には、立地地域と非立地地域の間に入り、両者のカリキュラム

改善の橋渡しをできる可能性がある。立地地域の想いまでは届けられなくとも、双方が目

指すものを交互に情報として伝えることはできよう。ここにこそ原子力関係者がこの教育

の普及に貢献でき、更に地域の理解促進に貢献できるポイントがあると考えられる。 

２．残された研究課題 

「美浜町をエネルギー環境教育の拠点に」との目標のもとに始められた美浜町の取り組

みは、まだ緒についたばかりである。平成２０年に告示された学習指導要領に沿ったカリ

キュラムの見直しも必要となっている。児童生徒の知識は確実に向上しているが、実践的

な取り組みがもっと必要であるとの結果が得られている。新設された美浜中学校の設備を

生かした取り組みもこれからである。全国に発信できる模範的な取り組みとなるにはまだ

まだ乗り越えるべき課題が多数ある。 
美浜町における取り組みの最大の強みは、小学校と中学校が一体的に取り組んでいると

ころであろう。しかしながら、連携の利点を生かす段階にはまだ至っていない。小学校で

の２年間の学習を経験した児童が入学した今後がいわば正念場である。小学校での学習を

生かし中学校でどのように発展させていくかが、全国が注目するポイントである。我々も

可能な限りの協力・支援を行っていく所存である。 
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【資料リスト】 

 
資料１ 平成１９年度実践後の教員へのアンケート調査結果（概要） 

 筆者が平成１９年度末に、美浜町統一カリキュラムに沿ってエネルギー環境教育

の実践を開始した美浜町小学校教員を対象に、各単元の実践結果、外部支援に対

する評価、及び次年度以降の外部支援の必要性に対する考えを確認するため実施

したアンケート調査結果の概要。結果は平成２０年度の美浜町エネルギー環境教

育推進会議に報告しており、本資料はその概要をとりまとめたもの。 

資料２ 平成１９年度エネルギー環境教育セミナーの結果 

 平成１９年８月に、美浜町保健福祉センター「はあとぴあ」はあとホールで実施

した教員対象のエネルギー環境教育セミナーの概要。午前は外部関係者による講

演、午後は「地域全体で取り組むエネルギー環境教育」をテーマに町内と外部の

教育関係者が参加するフォーラムとして実施された。午後の部の結果については、

筆者が、聴講した教員に対してアンケート調査を実施し、結果をとりまとめた。 

資料３ 美浜町教育委員会による実践状況の集約結果（概要） 

 美浜町教育委員会が平成２０年末に、町内の各小学校及び中学校における実践状

況（実施内容、体験実験、外部支援の活用状況及び結果の評価）を集約し学校間

での情報交換に資するため実施した結果の概要。平成２１年１月の美浜町エネル

ギー環境教育推進会議に提出された資料を筆者が整理した。 

資料４ 平成２０年度エネルギー環境教育セミナーの結果 

 平成２０年８月に、美浜町保健福祉センター「はあとぴあ」はあとホール及び美

浜町役場（分科会）で実施した教員対象のエネルギー環境教育セミナーの概要。

午前は外部関係者による講演と統一カリキュラムの単元に沿った実践セミナー、

午後は「日本一の取り組みに学ぶエネルギー環境教育」をテーマに町内と外部の

教育関係者が参加するフォーラムとして実施された。午後の部の結果については、

筆者が、聴講した教員に対してアンケート調査を実施し、結果をとりまとめた。 

資料５ 美浜中学校と山城中学校の原子力発電・放射線に関する学習計画 

 筆者が平成１８年度に両学校における実践へ協力する過程で、美浜中学校担当教

諭及び山城中学校担当教諭から受領または打ち合わせた原子力発電・放射線に関

する学習計画を整理したもの。 

資料６ 美浜町児童生徒へのアンケート調査結果（抜粋） 

 筆者が美浜町児童生徒の変容を調査するため、美浜町内の児童生徒及び福井県内

外の児童生徒を対象に実施したアンケート調査結果の一部を抜粋したもの。なお

調査結果から得られた知見は 2008 年の日本エネルギー環境教育学会第３回全国

大会において、伊佐公男・石井恭子との連名で発表している。 


